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Ⅰ．本報告書の目的と内容

地盤災害は地盤の調査・設計・施工・維持管理に関する貴重な教訓を与えています。しかし、災害の

教訓は災害調査に直接関わった担当者にしか伝承されない場合が多いようです。地盤災害は多種多様で

あり、教訓もまた個別の災害ごとに多様です。多数の災害に共通する教訓を抽出すると、技術的にみて

当然の平凡な記述に終わる可能性が高くなります。そこで、原因調査や対策検討などに著者が直接関わ

った地盤災害の事例ごとに教訓を整理することを試みました。

各災害事例はそれぞれに複雑であり、正確に表現するためには詳細な記述が必要ですが、あまり詳細

な記述では、読むために多くの努力が必要となり、本質的な教訓が伝わらなくなる恐れがあります。本

報告書では文章をできるだけ少なくし、写真と図表を中心にまとめました。

本報告書の内容は、斜面・擁壁などの構造物の分類ごとに、災害事例から得られる教訓の項目に従っ

て、各事例の調査結果・対策・教訓を簡潔にまとめました。どのような災害では、どのような調査や対

策が実施され、教訓は何かという観点を中心としました。今後の地盤構造物の調査・設計・施工・維持

管理の参考にしていただくことと、災害調査や対策の方針を立てる際の参考資料となることを目標とし

ました。

本報告書で対象とした地盤災害は、調査委員会を設置するような大規模災害から、比較的小規模な災

害まで多種多様です。規模に関係なく各災害事例の実態はそれぞれに複雑であり、どの事例についても、

適切な調査結果を得ることは難しい課題でした。災害調査は発注者・コンサルタント・施工者・有識者

などが協力して行うものであり、本報告書は、これらの方々の努力の成果をとりまとめたものに過ぎま

せん。個人情報保護の観点から、本報告書でとりあげた災害調査に貢献された発注者・コンサルタント・

施工者・有識者などのお名前・企業名などを割愛させていただきました。また、現時点でも計測管理な

どを実施している事例については割愛させていただきました。

災害事例を整理してみると、想定が困難であった事例も少なくないのですが、地盤の調査・設計・施

工に関する技術の基本を守ることの大切さを改めて感じます。初期の事例では、斜面内の地下水処理な

ど基本的な問題が目立ちますが、近年はこのような事例は少なく、地盤工学の発展・普及を実感してい

ます。しかし、地盤調査をどのレベルまで実施するか、地盤構造物の安全性をどこまで追求するか、災

害のデータベース作成、斜面の予防保全といった基本的な課題は残されたままです。全国的にさらに多

数の事例を整理して、これらの課題に取り組むことが期待されます。

高度経済成長時代に建設された切土斜面の風化や、盛土斜面の排水機能低下など、地盤構造物の老朽

化が顕著になっている状況の中で、地震や集中豪雨など自然災害の多発する時代を迎えて、地盤の防災

は一層大きな課題となっています。本報告書が、今後の地盤防災に役立つことを期待します。

末尾ですが、本報告書でとりあげた災害調査に貢献された多数の方々と、多大の御支援をいただいた

国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所、福井県土木部・同土木事務所を始めとする国、多数の
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自治体の方々、御支援をいただくとともに本報告書をホームページに掲載していただいた（公財）福井

県建設技術公社の方々、同僚として支えていただいた NPO 福井地域地盤防災研究所メンバーと NPO を

支援していただいた多数の方々に感謝の意を表します。
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１．切土・自然斜面

1-1 調査範囲・巨視的視点

1）切土斜面の調査ボーリング深度は法尻高さまでを原則

【事例 1-1①】 1995 年 10 月、国道 8 号 道の駅河野

道の駅造成のために切土斜面掘削中に幅 150m・長さ 100m 程度の大規模な斜面崩壊が発生しかかった

（写真-1～5）。地質：泥質混在岩・頁岩・メランジェ（複雑に入り乱れた地質構造）。平面図：図-1,4、

断面図：図-2､3。変状発生原因：1）数万年以前に生じた初生すべり地形内部で大規模な切土掘削を行っ

た（図-9､10：このことは、今回の変状後の調査で判明）。2）斜面内部に弱層があり、今回のすべり面と

なった（図-2､3：このことは、今回の変状後の深い鉛直ボーリング調査で判明）。3）切土掘削途中に斜面

両側付近で小規模な崩壊が発生していたが、斜面全体のすべりとは認識しなかった。4）斜面内部の弱層、

斜面直交の断層破砕帯については勾配 1：1.6 が必要であったが、この地層の存在が把握されていなかっ

たため勾配 1：1.2 で切土が施工されていた（図-2）。5）変状として、斜面上部で段差（写真-5）、下部で

割れ目・既設法枠の破損などが生じていた（写真-3､4）。6）斜面下では道の駅施設が完成間近であった（写

真-1､2）。応急対策：1）押え盛土（写真-6、図-2：昼夜作業で約 2 週間）。2）排水ボーリング（図-4）。3）

伸縮計による監視（図-5､6）4）孔内傾斜計による監視（図-7）。5）地下水位の監視（図-8）。6）3）～5）

の結果、押え盛土により斜面の移動はほぼ停止したと判断した。7）安全と押え盛土施工迅速化のため国

道 8 号の交通止め約 2 週間（福井県の協力により河野海岸有料道路で代替）。8）押え盛土の完了・伸縮

計数値の安定を条件として交通開放した。9）恒久対策完了までの管理（通常時：伸縮計・傾斜計のリア

ルタイム計測監視・変状監視、30mm 以上の予想降雨時：斜面上部クラック巡視・押え盛土の安定監視）。

恒久対策（図-11）：1）上部排土工、2）グラウンドアンカー、3）当初設計切土断面の変更（最後の 1 段

分の切土を止めて道路面を高くする）。上部排土工施工中にも断層破砕帯付近で小規模崩壊があり、法枠

工を行った。教訓：1）調査ボーリングの深度は、法尻高さまでを原則とする。2）大規模切土を行う場

合、地すべり地形の判読を入念に行う。3）切土途中段階の小規模崩壊から斜面全体のすべりの可能性を

検討する。4）活断層付近での地層調査に注意する。5）押え盛土は地すべり対策として有効である。

写真-1 切土斜面の変状           写真-2 切土斜面・法枠の変状
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写真-3 法枠の変状  写真-4 斜面下部の亀裂 写真-5 斜面上部の段差

図-1 地形（空中写真）

図-2 地層断面図、推定すべり面（赤）、押え盛土（応急対策）
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図-3 斜面変状前の浅いボーリング 2 本と、    図-4 平面図（計画、赤：変状範囲、

変状後の深いボーリング 3 本           橙：法面の変状範囲、上部：上部排土工）

恒久対策工：グラウンドアンカー、上部排土工（緑）

写真-6 押え盛土の状況

図-5 斜面の移動量（伸縮計による計測、      図-6 斜面の移動量（ひずみ速度による表現）

押え盛土施工による移動の停止）
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図-7 孔内傾斜計の計測結果            図-8 地下水位の経時変化

図-9 切土範囲（半月形）と           図-10 今回の切土（斜線部、上部は排土工）と

初生（旧）地すべり範囲（最外側）       想定された旧地すべり面（実線）

図-11 対策工（最終）        写真-7 完成後の道の駅河野（2000 年 8 月）

【事例 1-1②】 1997 年 10 月、勝山市北谷町杉山地内

1：0.5 勾配で切土掘削中の斜面が夜間に崩落した（写真-1､2）。地質：崖錘堆積物・砂岩・頁岩、平面

図：図-1､2、断面図：図-3､4。崩壊発生原因：1）現地踏査とボーリング試料から、斜面下部の頁岩層で、
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粘土に近いような軟らかい頁岩が分布することが判明した（図-3､4）。地下水は見られなかった。2）土質

試験結果で、斜面下部の頁岩層の密度・P 波速度・圧縮強度・E50 は極めて低く、吸水膨張率が大きい。3）

地山の P 波速度からみた安定勾配 1：0.9、下部頁岩層の吸水量増加率からみた安定勾配 1:1.2、地山の亀

裂係数からみた安定勾配 1：0.9 である。切土前の原地形の平均的な勾配は 1:0.9 程度である。付近で 1:0.8

勾配の切土施工を無事に完了している（図-1、写真-3）。ボーリング調査で、この斜面には頁岩層が見ら

れなかった。4）勾配 1:0.5 で切土した斜面全体が不安定な状態にあり、上部崖錘堆積物のグラウンドア

ンカー、上部頁岩層のロックボルトなどにより、かろうじて安定を保っていた。4 段目の掘削により下部

頁岩層が表面に露出し、降雨による吸水膨張で劣化して下部の支えがなくなり、斜面全体が表層崩壊を

起こしたと推定される。崩壊面はロックボルトの背面を通過している。5）通常の調査では、下部の軟弱

な頁岩層の存在を把握できなかった。対策：1）勾配を 1:0.9 より緩くするか、対策工を行う。対策工の

設計では、今回の崩落状況から逆算した強度定数を用いる。2）下部頁岩層の吸水膨張を抑制する工夫、

グラウンドアンカー工などの頁岩層を緩めない工法を検討する（図-5）。教訓：1）法尻高さまでのボーリ

ングを確実に実施する。2）1）で膨張性の頁岩・泥岩に注意する。

図-1 平面図（左斜面が崩壊、右斜面は崩壊なし）

図-2 平面図：崩壊前のボーリング（上段）と崩壊後のボーリング（下段）
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写真-1 崩壊前の状況             写真-2 崩壊後の状況

写真-3 隣接する崩壊しなかった斜面

図-3 崩壊前の断面図

図-4 地層断面図：弾性波探査結果、崩壊前のボーリング（上段）と崩壊後（下段）
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図-5 対策工断面図

2）切土施工段階の小規模崩壊から斜面全体のすべりの可能性を検討

【事例 1-1①】 1995 年 10 月、国道 8 号 道の駅河野

【事例 1-1①】で、切土施工中に斜面の両側付近で小規模な崩壊が発生していた。両側付近の小規模崩

壊から斜面全体のすべりを検討しておく必要がある。

3）崩壊箇所近傍だけでなく周辺広範囲の巨視的・全体的調査を実施（小規模は大規模崩壊の警告）

【事例 1-1③】 1999 年 6 月、国道 8 号 大谷第一トンネル

地質：泥質混在岩・頁岩・安山岩、平面図：図-3、断面図：図-2。変状発生原因：1）トンネル覆工に

連続した大亀裂・段差などの大きな変状が生じた（図-1）。2）当初は、基礎地盤の支持力不足によりトン

ネル端部が沈下していると推定された（基礎地盤のボーリング実施）。3）トンネル周辺の広範囲の踏査

を行った結果、地すべり上端部などが把握され、地すべりの移動でトンネルが損傷していることが分か

った。4）地すべりは、トンネル位置の安山岩と周辺の堆積岩の境界を通るように起きており、安山岩部

分が地すべりに対する支えとなっていると推定された（図-2）。応急対策：1）道路建築限界内での H 型

鋼支保工とモルタル吹付けによる覆工の補強。2）覆工基礎コンクリート亀裂の計測監視。恒久対策：1）

大谷第一トンネル完成前の旧道を拡幅して迂回路として利用する（図-3）。迂回路完成後に、現トンネル

は廃道とする。3）迂回路切土部斜面は風化が進んだ状態で、切土施工中にも安定性が問題となった。盛

土部も地すべり区域内であり、新たな荷重を加えることに問題があった。教訓：変状箇所近傍の局所的

調査だけでなく、周辺の広範囲の巨視的・全体的調査を実施する。
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写真-1 大谷第一トンネル迂回路           図-1 トンネル覆工の変状

図-2 断面図（地すべり面との関係）
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図-3 迂回路の切土と盛土

【事例 1-1④】 2006 年 7 月、国道 161 号 敦賀市駄口

強風化マサ土砂面で幅約 17m・長さ約 14m・深さ約 1m の表層土砂崩壊が生じた（写真-1）。崩壊土砂

は既設の落石防護柵で止まり、道路への流出はなく、片側交互通行とした。地質：風化花崗岩、断面図：

図-1。崩壊原因：1）古い崩壊地内部の不安定土砂や強風化岩の経年的な風化の進行・緩みにより、土砂

の強度低下が進行していた中で、梅雨末期の豪雨により表層崩壊した。応急対策：1）伸縮計による計測

監視（1 年程度の長期計測でも、崩壊土砂部分のみの移動が観測された）。2）単管による既設落石防護柵

の仮設嵩上げ。3）路肩部に H 型鋼と鋼矢板による仮設防護柵設置。恒久対策：1）吹付け法枠とロック

ボルト工。2）崩壊箇所周辺の広範囲の斜面に、崩壊地形や多数の浮石・転石があり、調査と対策が必要

である（写真-2､3、図-2）。教訓：1）落石防護柵は表層崩壊程度の小規模斜面崩壊を止めることにも有効

である。2）風化の進行する斜面の点検・維持管理。3）崩壊箇所周辺の広域的な調査を行う。

写真-1 斜面崩壊と応急対策の状況
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図-1 崩壊箇所の断面図

写真-2 崩壊箇所周辺の全景

写真-3 周辺斜面の状況
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図-2 周辺斜面の不安定箇所の分布

【事例 1-1⑤】 2007 年 3 月、国道 8 号 敦賀市江良

モルタル吹付け斜面で幅約 5m、長さ約 14m、深さ約 2m の表層崩壊が発生した。崩壊土砂の大部分は

斜面下部の落石防護柵で止まったが、一部が落石防護柵を越えて国道 8 号に流出した（写真-1～4）。この

ため、国道 8 号が全面通行止めとなった（約 1 日）。交通開放の判断が問題となった。恒久対策のための

調査を行ったところ、斜面全体の風化が予想より大きく進んでおり、斜面上部には多数の浮石・転石も

存在することで、対策工法の選定が問題となった（写真-5～8）。地質：砂岩､頁岩､ヒン岩（受け盤）、平

面図：図-1、断面図：図-2。崩壊原因：吹付けモルタルが劣化し、多数の樹木の根がモルタル背後に侵入

して吹付けモルタルをさらに不安定にしていた（写真-3）。このような状態で、樹木が強風に揺すられて

根がモルタルを揺すったため、表層崩壊が生じたと推定された。応急対策：1）既設の落石防護柵は表層

崩壊を対象としたものではないが、崩壊土砂の国道への流出を止めるために有効であり、損傷も見られ

なかった（写真-2~4）。2）今回の表層崩壊により既設落石防護柵の背後は崩壊土砂で埋まり、崩壊土砂の

一部が国道に流出した。3）今回の崩壊部分の地形や状態から見て、直ちに大規模な崩壊が生じる可能性

は小さいと判断した。4）国道 8 号の早急な交通開放が求められていることから、上記の 1）～3）を考慮

して、既設落石防護柵の背後の崩壊土砂を除去して、新たな表層崩壊に対するポケットを造ること、単

管による既設落石防護柵の仮設嵩上げ、落石検知システムの設置を行って交通開放とした。防護柵の背

後の崩壊土砂を除去するにあたり、ブームの長いショベルが有効であった（写真-4）。恒久対策：1）ボー

リング、弾性波探査結果（図-2）から、ヒン岩岩脈が分布するなど、地質構造が複雑であり、斜面全体の

風化が相当進んだ状態であった（写真-5～8、図-1）。2）できるだけ工事費の少ない工法を検討したが、

グラウンドアンカーとロックボルト工を基本とした（図-3､4）。3）斜面上部の浮石・転石対策として落石

防護イージーネット。4）ボーリング調査結果によるグラウンドアンカーとロックボルト工の配置、長さ

などの設計変更を行った。5）対策工部分に隣接する老朽化した吹付けモルタルへの対処を行う。6）グ

ラウンドアンカー受圧板などの塩害を考慮する。教訓：1）落石防護柵は表層崩壊程度の小規模斜面崩壊

を止めるためにも有効である。2）モルタル吹付け斜面の点検・維持管理。3）崩壊箇所周辺の広域的か

つ詳細な調査（小規模崩壊は大規模崩壊の警告である）。
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写真-1 崩落直後の全景    写真-2 崩落個所と落石防護柵による崩落土砂の流出抑止

写真-3 崩落面（樹根の状況） 写真-4 ブームの長いショベルでの崩落土砂の除去（ポケット確保）

写真-5 崩落個所上部（敦賀方向）ブルーシートが崩壊箇所 写真-6 斜面下部のヒン岩の横断

写真-7 ヒン岩岩脈  写真-8 上部吹付けモルタルの状況
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図-1 平面図と弾性波探査の測線（下部中央の黄色が崩落個所、ピンク色がヒン岩の貫入箇所）

図-2 弾性波探査の結果（A 測線）         図-3 対策工の配置
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図-4 全体断面図とグラウンドアンカー工（右下白部分が崩壊箇所）

4）切土施工段階で断層破砕帯を早期に把握し対策

【事例 1-1⑥】 1996 年、国道 8 号 道の駅河野

【事例 1-1①】の対策工として、斜面上部の排土工を行った。【事例 1-1①】の経験に基づき、緩い勾配

で切土したにもかかわらず、断層破砕帯の存在などにより表層崩壊が発生した（図-1､2）。地質：泥質混

在岩・頁岩・メランジ（複雑に入り乱れた地質構造）、平面図：図-1､2、断面図：図-3～5。変状発生原因：

1）【事例 1-1①】の経験に基づき、1：1.2 のやや緩い勾配で切土した。2）法面にほぼ直交する断層破砕

帯が存在した（図-1､2、写真-1）。3）排水ボーリング時の採取試料から、破砕帯は法面から水平 6m まで

粘性土層、その奥が軟岩破砕層、その奥が頁岩層である。4）断層破砕帯が土砂化しているため、地山側

から供給される地下水が破砕帯で遮断されるか、あるいは集中して滞水する状況になり間隙水圧が発生

した（地層状況・湧水量から、地下水が被圧している可能性はないと判断した）。5）排土工に伴う地山

の膨張により強度が低下した。6）4）、5）の原因で表層崩壊が発生したと推定した。7）孔内傾斜計の計

測で、すべり面は浅いことを確認した。8）断層破砕帯を掘削前に把握することは困難であり、当初の想

定より、さらに弱い地層であった。応急対策：排水ボーリング（頁岩層までの 20m）、土のうなど。恒久

対策：法枠とロックボルト工。教訓：1）切土施工中に断層破砕帯の早期の把握と対策を行う。2）切土

施工中の湧水状況の把握と対策。3）地質が悪い部分での特に慎重な掘削。
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図-1 平面図（全体の状況）

図-2 平面図（上部排土部分）

写真-1 鉛直方向の断層破砕帯           図-3 断面図（全体の状況）
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図-4 応急対策工           図-5 恒久対策工（法枠＋ロックボルト）

5）斜面上部の見えにくい不安定岩塊の把握

【事例 1-1⑦】 2007 年 7 月、国道 305 号 丹生郡越前町玉川

自然斜面の高さ約 50m の位置から、高さ約 10m・厚さ約 3～5ｍの岩盤が崩落した。最大寸法 3×1.4×1.8m

の多数の落石が国道上に散乱した（写真-1、図-1）。斜面上部に多数の不安定岩塊が認められたため（写

真-2､3）、国道が通行止めとされた。重要路線で観光シーズンでもあるため早期復旧・交通開放が要請さ

れた。地質：凝灰角礫岩、平面図：図-1、断面図：図-1､3。崩壊発生原因：1）不安定岩塊部分の下部亀

裂が拡大して崩落した。斜面下部の崖錘堆積物上で止まらずに国道まで到達した（図-1）。応急対策：1）

斜面下部の崖錘堆積物を無人化ショベルで除去してポケットを造った（図-3、写真-4､5）。2）1）の終了

後、斜面上部に残る多数の不安定岩塊を岩塊破砕薬剤（ガンサイザー）と人力で除去した（写真-6）。落

下させた岩石は写真-5 の崖錘堆積物上のポケットで停止して国道に出ることはなかった。3）1）,2）の処

置の後、国道の中央線上に H 型鋼と横矢板で防護柵を造成した。防護柵完成時点で片側交通開放した。

恒久対策：1）崩落箇所周辺の広い範囲で不安定箇所を把握した（図-4）。2）1）の状況と、応急対策 2）

で不安定岩塊の完全な除去は困難だったので、斜面上部の対策と斜面下部での待ち受け対策が必要にな

った。3）DDA（不連続変形法）による落石シミュレーションで落石エネルギーや跳躍量を推定した（図

-5）。4）3）に基づいて待ち受け対策工法の比較検討を行い（図-8､9）、最も経済的な繊維補強落石防護柵

（ジオロックウォール）を採用した。5）斜面上部・中部にロープネットを敷設した（写真-7､8）。その後、

斜面下部の崖錘堆積物を有人施工で完全に除去した。6）国道ぎわにジオロックウォールを造成した（写

真-10）。7）上部転石除去、落石ネット、コンクリート根固めなどを施工した（写真-9）。8）調査中に、

災害箇所北側斜面が極めて不安定なことが判明し、同時期の対策が必要になった。教訓：1）斜面下部に

ある空き地（ポケット）は斜面防災上で貴重な資源である。崖錘堆積物などを定期的に除去してポケッ

トの機能を維持する。2）無人化ショベルは高価であるが、作業能力は高い。3）斜面上部の見えにくい

不安定岩塊の把握と対策を行う。
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写真-1 崩落状況      写真-2 崩落箇所付近の斜面状況

図-1 崩落経路の推定（崖錘の影響）     写真-3 崩落箇所付近の斜面状況
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図-2 平面図

図-3 応急対策計画



29

写真-4 無人化ショベルによる崖錘の除去  写真-5 崖錘除去と土のうによる下部対策（応急対策）

写真-6 斜面上部の不安定岩塊の除去（事前：左と事後：右）
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図-4 崩落箇所周辺の状況

図-5 待ち受け対策工法選定のための DDA 解析
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図-6 待ち受け対策工法の比較

図-7 待ち受け対策工法の比較
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写真-7 ロープネットによる上部対策 写真-8 ロープネットによる中段対策

写真-9 コンクリート根固めによる下部対策 写真-10 ジオロックウォールによる待ち受け対策

【事例 1-1⑧】 2007 年 8 月、国道 305 号 丹生郡越前町玉川

【事例 1-1⑦】調査中に、隣接北側の自然斜面で多数の不安定岩盤や浮石・転石の存在が把握された（写

真-1～3）。斜面上の全ての不安定岩塊、浮石・転石を把握し（図-1）、除去・固定などの判定を行った。

大規模岩盤崩落の可能性がある岩塊（写真-2）は、将来にグラウンドアンカー工などの対策を行うとし、

それまでは伸縮計・玉コロ検知器・目視で計測管理を行う。除去できない大型岩塊はロープ固定工とし

た。浮石・転石は小割りして、できるかぎり除去することとした。除去できない浮石・転石について、

道路線形迂回・ロックシェッド・落石対策工を比較して落石対策工を採用した。落石対策工として、ジ

オロックウォール・ワイヤーロープ伏せ工・高エネルギー吸収型落石防護ネット・高エネルギー吸収型

落石防護柵（RSS 工法・HRF 工法）・高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網を比較し、高エネルギー

吸収型落石防護柵（RSS 工法）を採用した。法尻部ボーリングにより、高エネルギー吸収型落石防護柵

の支持力に限界があることが判明し、防護柵の落石エネルギー吸収能力に制約が生じた。除去できない

浮石・転石重量についてヒストグラムを作り（図-2）、落石シミュレーション（不連続変形法：DDA）を

行って（図-3）、高エネルギー吸収型落石防護柵の落石エネルギー吸収能力と斜面上での固定工の組合せ

での全体コストを最小にする防護柵規模を決定した（図-5､6）。植物が繁茂している時期には、斜面下部

からの目視や斜面上部での現地踏査でも不安定岩塊の発見や評価は困難である。できるだけ現地に近づ

いた踏査が重要である。教訓：全体コストを最小にする、落石の発生源対策と待ち受け対策のバランス

を検討する。
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写真-1 斜面の全景（不安定な岩塊は見えない） 写真-2 不安定な岩盤の状況

写真-3 不安定な岩盤、岩塊の状況        図-1 不安定な岩盤、岩塊の分布

図-2 浮石・転石の累積度数        図-3 DDA による落石エネルギーの算出
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図-5 斜面下部での高エネルギー吸収柵の比較 図-6 発生源対策と待ち受け対策のバランス比較

1-2 地形

1）大規模切土では地すべり地形・過去の崩壊地形の判読が重要

【事例 1-1①】 1995 年 10 月、国道 8 号 道の駅河野

【事例 1-1①】の図-9､10 に示すように、過去の大規模な崩壊地形の内部での切土掘削を避ける。

【事例 1-2①】

道路のための切土掘削を行って下部擁壁を完成した後に、斜面の広い範囲で表層崩壊が生じた（写真-1）。

過去の（比較的新しい）崩壊土砂の堆積部分を標準勾配で掘削したため、斜面の強度が不足した。教訓：

1）地形図から、過去の崩壊地形であることは比較的容易に読み取られる地形であった。2）緩傾斜の土

砂斜面の切土掘削を行う場合は、強度試験などを実施することが望ましい。

写真-1 崩壊状況
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2）活断層付近での地層調査には特に注意

【事例 1-1①】 1995 年 10 月、国道 8 号 道の駅河野

【事例 1-1①】の位置は甲楽城断層（活断層、B 級）の近傍であり地層構成が複雑であった。活断層付

近での地層調査には特に注意する必要がある。

3）道路横断方向だけでなく地形によっては縦断方向の安定性も検討

【事例 1-2②】 2004 年 3 月、国道 162 号 小浜市田烏

切土施工後 1 年 8 ヶ月後の斜面で最大長さ約 150m・最大幅約 100m（面積約 12,500m2）の道路縦断方

向のすべりが生じて下部の道路面が隆起した（写真-1､2）。地質：下部からチャート・砂岩・凝灰岩・泥

岩・崩積土、平面図：図-1,2、断面図：図-3。当初の調査・設計・施工：ボーリングは上・下段部の 2 本。

ボーリング中に高い地下水位が観測されているが、切土施工中に湧水は観測されなかったので、地下水

位については配慮していない。側部に小規模な竹林や崖錘が存在したが、地すべり地形などは認められ

ず、道路縦断方向のすべりは想定しなかった。切土施工中に下段で小規模な表層剥離があった。今回の

調査結果：弾性波探査では全体として風化層が厚く、混合層粘土の存在など、切土による応力解放の影

響を受けやすい地層である（図-5）。岩石試料の吸水膨張特性はみられなかった。粘土鉱物の X 線分析で

膨潤性粘土のモンモリロナイトは検出されなかった。すべり面付近で、膨潤性のある混合層粘土が少量

ずつ検出された。ボーリング調査でも厚い風化層が確認された。パイプひずみ計によりすべり面位置が

求められた。通常時の地下水位はすべり面位置から 4～5m 程度上である（図-4）。地すべりの状況：地下

水位は短期間の降雨の影響はあまり受けないが、2 日程度以上継続する降雨に対しては数 m の上昇が観

測されている（図-4）。この特性から、融雪時期には地下水位が上昇する可能性が高い。地すべり土塊の

移動量は降雨の影響を受ける（図-4）。平成 14 年 7 月に切土が完了して、切土斜面は融雪時期を 2 回経験

している。地すべりの原因：①風化層が厚く堆積しており、切土に伴う応力解放の影響を受けやすい地層

であった。②今回の切土を行うことで、道路縦断方向のすべりに対する側面の抵抗が減少し、地層の傾

斜方向もあり、3 次元的にみて不安定な地形となった。③継続的な降雨や融雪により地下水位の上昇が繰

り返された可能性が強く、①と相俟って切土斜面の劣化を進行させた。④融雪に伴う地下水位の上昇が

有効応力低下による地盤の強度低下をもたらし、今回の地すべりの直接の誘因となった可能性が強い。

⑤切土を行った後、①～③の特性により地盤の劣化が時間とともに進行し、切土施工後 1 年 8 ヶ月を経

過して④により今回の崩壊に至ったと推定される。対策：排土、グラウンドアンカーなどの工法が検討

された。教訓：通常の道路横断方向の安定性だけでなく、地形によっては縦断方向の安定性も検討する。

写真-1 すべりブロック            写真-2 側面部での崩壊
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図-1 平面図               図-2 すべり面の等高線図

図-3 道路横断面図

図-4 降雨、地下水位、伸縮計変位の関係        図-5 弾性波探査結果

切土面

すべり
ブロック
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【事例 1-2③】 2011 年 3 月、桝谷ダム管理用道路

切土施工後 17 年を経過した吹付けモルタル法面で斜面崩壊が発生し、切土設計の妥当性が問題となっ

た（写真-1､2）。地質：砂岩（下部）・粘板岩。崩壊下部の崩壊箇所左側の下から 5 段目小段から右側の 1

段目小段にかけて吹付けモルタルに大きな亀裂（写真-1）があり、地山が砂岩と粘板岩の地層境界または

破砕帯で直線的に数 10cm すべり移動したと推定した。4 段目小段などで、この亀裂からかなりの湧水が

ある。このすべり部分の下部に自由端がないので、極端に大きなすべり移動は発生しないと推定した。

このすべり面の斜面奥行き方向の傾斜角度は不明であるが、道路縦断方向のすべり変位に比べて、道路

横断方向（斜面直交方向）の変位が小さいことと、湧水が見られることから、斜面奥行き方向の傾斜角

度は大きくないと推定した。崩壊上部の今回のすべり面は土砂で、局所的に軟岩層の露出が見られる（写

真-2、湧水は見られない）。崩壊原因：切土施工後 17 年を経過して、上記の岩盤すべり面の亀裂が拡大し

てきた状態で、本年 3 月に融雪水などが岩盤すべり面に浸透して大きな地下水圧が生じた。この水圧に

より、岩盤すべり面のせん断強度が低下し、岩盤すべり面上部が道路縦断方向に数 10cm すべり移動した。

この移動により、岩盤すべり面上部の急勾配の表土層（土砂）が緩んで強度が低下して崩壊したと推定

した。切土前の弾性波探査（図-1）と今回実施した弾性波探査（図-2）の 2 つの弾性波探査結果と岩質区

分を重ねた図（図-3）で、切土前と比べて現在の弾性波速度は、特に斜面の表面近くで大きく低下してい

る。今回崩壊箇所では凍結融解の繰り返しによる岩盤の風化も考えられる。当初設計・施工の評価：図-1

の弾性波探査に基づいて岩質区分を判定し、道路土工指針の最急勾配で切土勾配を決定した。設計段階

で中硬岩とした層が施工段階で軟岩Ⅱと判定され、ロックボルトを施工したと推定された（図-4、表層崩

壊対策であり、今回の岩盤すべりに対する対策ではない）。当時の資料と現在の資料に基づくと、切土勾

配の決定には技術的な面からやや無理があると判断されるが、今回の斜面崩壊は主に道路縦断方向の岩

盤すべりに起因する特殊な現象である。切土勾配をやや緩く設計していたとしても、今回の崩壊メカニ

ズムが生じた場合、上部土砂層の崩壊を避けることは困難と推定される。対策：1）斜面下部の岩盤すべ

りは地下水圧上昇により今後も継続する可能性が高く、斜面上部のみを修復しても、同じ崩壊が起きる

可能性が高い。2）岩盤すべりが道路縦断方向であるため、グラウンドアンカーなどで固定できるかどう

か不明である。3）不安定部分の除去量は相当大きくなる。4）崩壊上部の不安定箇所の整形と植生吹付

けなどの最低限の対策を行い、道路に防護柵を設置して、斜面から離れた位置に道路線形を変える方法

も考えられる。教訓：1）切土勾配の決定方法に注意が必要。2）道路縦断方向へのすべりに注意する。

写真-1 崩壊箇所全景              写真-2 崩壊箇所上部
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図-1 切土前の弾性波探査結果          図-2 現時点での弾性波探査結果

図-3 図-1､2 の重ね合わせ      図-4 切土施工中の岩区分判定とロックボルト施工

1-3 地質

1）調査ボーリングで膨張性の頁岩・泥岩に注意

【事例 1-1②】 1997 年 10 月、勝山市北谷町杉山地内

【事例 1-1②】の図-4 に示したように、切土では調査ボーリングを法尻高さまで行うとともに、膨張性
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の頁岩や泥岩がないかを確認する。

【事例 1-3①】 2013 年 9 月、国道 27 号 若狭町倉見

切土施工の最終段階の掘削部分で表層崩壊が発生した（図-2､3、写真-1～11）。斜面下部に局所的に分

布する黒色泥岩（通称）の影響が問題となった。地質：混在岩、泥岩・頁岩・砂岩（図-1）、平面図：図

-2、断面図：図-3、崩壊の特徴：図-7、写真-12～14。既往ボーリング結果の確認（図-14～17：ボーリン

グコアでは黒色泥岩は把握されていない）。変状発生原因：切土最下段に、固結が十分でなく吸水膨張性

の高い黒色泥岩が分布している。掘削による応力開放と掘削面からの降雨水の浸透により、黒色泥岩が

吸水膨張して強度が低下して崩落し、これに伴って上部の土砂部が崩落したと推定される。崩落箇所は

今回の崩落前にも小規模な崩落を起こしたとのことで、黒色泥岩がやや広範囲に集中して分布していた

ようである。崩落前に降雨日が連続しており、崩落前日のまとまった降雨により吸水膨張が加速したこ

とが直接の誘因となったと推定される。ボーリング結果では 2 月時点でも地下水位は低く、切土施工中

に生じた湧水量も降雨によりほとんど変化しないとのことで、地下水位の上昇が誘因となった可能性は

低い。崩落箇所付近で 2 本のボーリングが行われており、固結した頁岩は把握されているが、斜面表面

の目視観察では、黒色泥岩の分布は局所的であり、点のデータであるボーリングでは黒色泥岩の存在を

把握できなかったようである。設計で、切土面上部の土砂層に法枠と鉄筋挿入工が計画されているが、

崩落時点では法枠と鉄筋挿入工は施工されていなかった。法枠と鉄筋挿入工を施工していたとしても、

最下段の黒色泥岩の崩落を防止することはできなかったと推定される。応急対策：大型土のうによる押

え（図-5､6）と、崩落土砂を用いた押え盛土が施工されており当面の問題はない。崩落箇所東側・西側の

法面にも黒色泥岩が分布しており崩落の可能性がある。黒色泥岩の吸水膨張抑制のため斜面内部への降

雨水の浸透を防止する必要があり、特に小段部分に注意してブルーシートを完全に敷設する。崩落箇所

東側・西側でも崩落の可能性があるので、道路側部のスペースを利用して H 型鋼と横矢板による仮設防

護柵を設置する。仮設防護柵が完成するまでの対処として、崩落箇所の東側・西側の法面最下段にもた

れ形式で土のうを設置する。照明とビデオを準備して 24 時間の監視体制を実施する。伸縮計を 2 基設置

して計測監視を行う。伸縮計の管理値は【事例 1-6④】を準用する。調査試験：黒色泥岩の分布を法面表

面の目視で把握する。頁岩、泥岩の吸水膨張試験（2 種類）を実施する。試料は風化程度の異なるものを

3 種類程度採取して行う。恒久対策：基本計画（図-10､11）。黒色泥岩の強度 c、φ の逆算（図-13）。対策

工法の比較（表-2、図-12）。①現在の切土形状を維持して上部は法枠と鉄筋挿入、黒色泥岩部分は法枠と

グラウンドアンカーとする方法（法枠の間は雨水の浸透が防止できるモルタル吹付けなど）、②緩い勾配

で切土を全面的にやり直すなどの案を比較検討する。参考事例として舞鶴若狭自動車道の舞鶴 IC では 1：

1.8 を採用している。教訓：嶺南地域で頁岩に遭遇した場合には吸水膨張性を調べておく。施工中に吸水

膨張性の高い泥岩に遭遇した場合は直ちに抜本的な対策工を検討する。
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図-1 地質図（ネット）            図-2 崩壊箇所平面図

図-3 崩壊箇所断面図          図-4 降雨状況テレメータ倉見

表-1 崩壊の経緯
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写真-1 9/4 PM5：00

土砂部シート、凹部粘土層、湧水パイプ：降雨で湧水量変化なし

写真-2 9/4 PM7：00

写真-3 9/4 PM7：00

写真-4 9/5 AM8：00
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写真-5 9/5 AM8：00

写真-6 9/5 PM0：30～1：00

写真-7 9/5 PM0：30～1：00

写真-8 9/5 PM0：30～1：00

写真-9 9/5 PM0：30～1：00
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写真-10 9/6 応急処置終了

写真-11 9/6 応急処置終了

図-5 応急処置平面図                             図-6 応急処置断面図

図-7 崩壊の特徴
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図-8 吸水膨張試験

図-9 黒色泥岩の分布

図-10 復旧計画全体平面図                    図-11 崩壊パターンと対策工
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表-2 対策工法の比較

図-12 第 2 案（推奨案）
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写真-12 崩壊面の特徴

写真-13 崩壊面の特徴
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写真-14 崩壊面の特徴          写真-15 吸水膨張試験

図-13 強度定数 c、φの逆算
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図-14 既往ボーリング位置           図-15 既往ボーリング結果

図-16 既往ボーリング結果 B-2
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図-17 既往ボーリング結果 B-1

2）N 値からの強度推定は薄い弱層がある場合に問題、ボーリングコアの入念な観察を併用

【事例 1-3②】 2014 年 11 月、永平寺大野道路 轟地係（その 1）

切土斜面を施工中に法面の亀裂、小段コンクリートの亀裂、変位の進行などの変状が発生した（図-7、

写真-1）。土質試験と N 値による地山強度推定では把握できない地山弱層の評価が問題となった。地質：

安山岩、平面図：図-8、断面図：図-5。変状発生原因：1）元の設計（図-5）の根拠となる地山強度定数

は土質試験、N 値、PS 検層結果を総合的に勘案して決定。DL 層は 3 軸圧縮試験結果を採用。DM 層、

DH 層は N 値からの NEXCO 推定式に基づいて推定した粘着力（表-2）を、応力解放による強度低減（図

-13）を考慮して 1/3 にした数値を設計に用いている（表-3）。2）今回想定したすべり面から逆算した DM

層、DH 層の粘着力は、元の設計で用いた数値より大幅に小さい。3）追加ボーリング（図-14、図-16～18）

のコア観察により、DM 層、DH 層に厚さ数 10cm 前後の薄い弱層が把握された。当初の地盤調査（表-1、

図-6）では、この薄い弱層が全く認識されていなかった。4）追加ボーリングで把握された弱層を考慮し

たすべり面で DM 層、DH 層の粘着力を逆算した（表-3）。5）当該個所は多数の変質帯が存在する地質的

に揉まれた箇所であることは認識されていたが（図-3）、追加ボーリングで把握された DM 層、DH 層に

おける薄い弱層は当初のボーリングコアでは認識されていなかった。N 値からの平均的な強度推定方法

は、薄い弱層が存在する場合に問題がある。応急対策：1）最下段の盛土と第 4 段の大型土のうによる押

え盛土の実施（写真-3､4）。この押え盛土により変位の進行はほぼ停止した（図-11､12）。2）変状発生原

因を調べるため追加ボーリング実施（図-14）。3）他の箇所の施工作業を継続するため、当該斜面の下の

道路で工事車両を通行させる必要があり、伸縮計と追加ボーリング中の孔内傾斜計で計測管理を実施（図

-15）。押え盛土の効果により伸縮計と孔内傾斜計に大きな変化は生じなかった。4）弱層の性状を調べる

ためのスレーキング試験を実施（図-19､20）。弱層のスレーキング指数＝3。恒久対策（図-9～11）：1）追

加ボーリングで把握された DM 層、DH 層における弱層を考慮した強度定数で、斜面安定対策工法を検討

し、グラウンドアンカー工法を採用（表-4）。2）グラウンドアンカー施工段階における斜面の安定性を検
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討し（図-21）、完工した（写真-5）。2）グラウンドアンカー緊張力が大きく受圧板の面積・構造が課題と

なった。3）グラウンドアンカー削孔が孔内傾斜計に当たって、孔内傾斜計の孔上部から削孔水が噴き出

す事故があった。教訓：N 値からの平均的な強度推定方法は、薄い弱層が存在する場合に問題がある。

ボーリングコアの入念な観察を併用する必要がある。

図-1 位置                     図-2 地質

図-3 周辺の地質                図-4 周辺の地形
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図-5 元の設計断面

表-1 元の地層判断
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図-6 元のボーリングコア判断

図-7 施工斜面の変状
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写真-1 切土施工斜面の変状          図-8 トータルステーションによる変位観測結果

図-9 トータルステーションによる水平変位量 図-10 トータルステーションによる鉛直変位量

写真-2 すべり破壊領域の推定              写真-3 押え盛土（大型土のう）
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写真-4 押え盛土（大型土のう）     図-11 トータルステーションによる変位観測結果

図-12 トータルステーションによる変位観測結果（施工者）
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表-2 元の地山強度定数

図-13 元の地盤強度定数推定のための強度低減
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表-3 今回すべり面を考慮した地山強度定数逆算

図-14 追加ボーリングの提案              図-15 他の施工作業継続のための計測管理

（伸縮計、トータルステーション、クラックゲージ）

図-16 追加ボーリングによる弱層の発見と、それに基づく今回のすべり面の想定
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図-17 追加ボーリングによる弱層の発見

図-18 追加ボーリングによる弱層の発見
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図-19 追加ボーリングで発見された弱層のスレーキング試験

図-20 追加ボーリングで発見された弱層のスレーキング試験
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表-4 対策工法の比較（グラウンドアンカー工を採用）

図-21 グラウンドアンカー施工過程における安定性の検討



60

写真-5 対策工の完了

3）変質帯がある場合は吸水膨張特性を調査

【事例 1-3③】 2015 年 1 月、永平寺大野道路 轟地係（その 2）

【事例 1-3②】付近の切土施工中の仮設斜面（1：0.8）で、法面の亀裂などの変状が発生した（写真-1

～5）。この箇所の法面では緑灰色の変質帯が見られ（図-1､2）、その性状や強度が問題となった。この時

点では【事例 1-3④】における岩脈・変質帯との関連は把握できなかった。地質：安山岩、平面図：図-1､

2、断面図：図-5､6。変質帯の評価：1）変質帯表層でブロックサンプリングと一軸圧縮試験（図-4～7）

を行って性状と強度を評価した。変質帯の強度は、当該個所の従来の地層区分 DL-Up 層、DL-Lo 層の強

度と大きな差はなかった。仮設斜面における亀裂などの変状は仮設切土掘削勾配が 1：0.8 と急勾配であ

ったことによると判断された。2）斜面設計のために変質帯と DL-Up 層、DL-Lo 層の関係、地層区分位

置が課題となった。変質帯の分布確認と【事例 1-3②】の弱層有無の確認のために、当該個所で追加ボー

リングを実施した（図-8～10）。この結果、弱層は確認されず、DL-Up 層、DL-Lo 層の位置関係を少し修

正したが、設計変更の必要はなかった。この段階では変質帯の生成原因は不明であった。また、比較的

平坦な部分でブロックサンプリングを実施したため変質帯が吸水膨張しておらず、比較的高い強度が得

られたと考えられる。変質帯の評価については【事例 1-3④】の変状を待って初めて明らかになった。【事

例 1-3④】における岩脈は、この付近では見られなかった。教訓：変質帯の吸水膨張性を把握する。

写真-1 変質帯箇所                       写真-2 変質帯箇所
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写真-3 変質帯箇所                          写真-4 変質帯

写真-5 亀裂などの変状

図-1 変質帯の位置
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図-2 変質帯箇所のスケッチ

図-3 轟地区の想定地質平面図                 図-4 ブロックサンプリング位置

図-5 ブロックサンプリング位置             図-6 ブロックサンプリング位置（拡大）
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図-7 三軸圧縮試験（UU）の結果

図-8 追加ボーリング位置                   図-9 追加ボーリング位置と結果

図-10 追加ボーリング結果とコアの例
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4）軟岩層が狭く鉛直に分布する場合は貫入岩脈の可能性、岩脈周辺の熱水変質帯を調査

【事例 1-3④】 永平寺大野道路 轟地係（その 3）

【事例 1-3②】付近の切土施工中の仮設斜面（1：0.8）で小規模な表層崩壊が発生した（写真-2）。この

箇所の仮設法面では緑灰色の変質帯や岩脈が多数見られ（写真-1、図-3、写真-3～8）、その性状や安定性

が問題となった。この時点で初めて【事例 1-3③】における変質帯との関連が把握された。地質：安山岩、

平面図：図-1､3、断面図：図-2､5。変質帯と岩脈の評価：1）この時点で岩脈が初めて確認された。岩脈

は安山岩の地下からの貫入によるもの、緑灰色変質帯は岩脈の貫入による周辺地盤の熱水変質によるも

のと認識された。【事例 1-3③】における変質帯も同様な成因と推定された。この確認のために、変質帯

と岩脈の鉱物分析が実施された（図-4）。【事例 1-3②】における薄い弱層は、この変質帯とは無関係であ

るが、大きな地盤変動作用を受けた結果と推定される。2）岩脈は礫状で強度上の問題はないと判断され

たが、岩脈から水が周辺の変質帯に浸透して変質帯を劣化させる恐れがあり、岩脈表面の止水が必要と

考えられた。3）変質帯については、今回の崩壊箇所付近でブロックサンプリングと一軸圧縮試験（図-4

～7）を行って性状と強度を評価した（図-11､12）。【事例 1-3③】で実施した変質帯の一軸圧縮試験結果も

合わせて整理した。この結果、変質帯の強度は含水比で変化し、吸水膨張により強度が低下することが

分かった（図-12）。このため、変質帯が露出する法面表面の止水が課題となった。4）今回の変質帯にお

ける崩壊は、崩壊面に多数のガリー侵食が見られることから（写真-9）、崩壊箇所に降雨表流水が集中し

て変質帯が吸水膨張して強度が低下したこと、斜面高さ（9m）、斜面急勾配（1：0.8）が原因と判断され

た（図-5）。対策：1）【事例 1-3②】の弱層、【事例 1-3③】の変質帯の存在を受けて、この付近で過去に

実施した全てのボーリングコアの見直しを行い、弱層と変質帯の有無を確認した（図-6､7）。2）1）に基

づき、全ての既往断面における地層区分の再設定を行った（図-8～10）。3）2）と変質帯の一軸圧縮試験

結果に基づき、全ての既往断面における斜面安定解析の見直しを行った（図-13）。4）3）に基づき、全て

の既往断面における設計断面の見直しを行い、必要な斜面安定対策工法を検討した（図-14～17）。5）4）

と合わせて、変質帯が法面に出る断面について、変質帯の劣化抑制のための止水工法を検討した（図-18）。

法面に、十分な止水効果があるシート敷設を採用案とした。6）当該個所は地層分布が複雑に変化してい

るため、切土掘削中に地層の状況を十分に確認して施工を進め、必要に応じて設計の見直しを行うこと

とした。また、変質帯が法面に露出する期間を長くしないように注意することとした。課題：1）当該個

所の切土掘削がほぼ終了した後で、主に変質帯が法面に露出する場所で法面のはらみや段差・小段シー

ルコンのずれや亀裂などの変状が生じた（写真-10､11）。工事施工の都合で、変質帯が法面に露出する部

分を数ヶ月間放置したことが原因と推定された。法面のはらみや段差部分は、元々ロックボルトを施工

する部分であったので、特に新たな対策は行わずにロックボルトや法面止水シートの施工を急ぐことと

なった。湧水を法面外に排水する処置は行うこととした。2）工事完成後の状況（写真-12､13）。ロックボ

ルトの施工は予定のとおり。法面止水シートは表面侵食防止用フィルターに変更されており、変質帯の

劣化の可能性があるので今後の点検監視が必要である。教訓：1）軟岩層と見られる地層の幅が数 m と狭

く、ほぼ鉛直に近く分布する場合には、貫入した岩脈の可能性を検討する。2）岩脈の周辺には、熱水変

質した変質帯の存在を検討する。変質帯は吸水膨張により劣化しやすい。
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写真-1 全景（写真の奥）                             図-1 平面図

図-2 断面図                               写真-2 変質帯の小崩壊

図-3 変質帯と岩脈の分布                            写真-3 変質帯
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写真-4 変質帯                           写真-5 変質帯

         写真-6 岩脈                              写真-7 岩脈

写真-8 岩脈の拡大
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図-4 変質帯と岩脈の鉱物分析
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写真-9 崩壊部のガリー侵食跡

図-5 崩壊原因                              図-6 既往ボーリング位置

図-7 既往ボーリングコアの再確認
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図-8 既往断面における地層区分の再設定       図-9 既往断面における地層区分の再設定

図-10 既往断面における地層区分の再設定（詳細例）
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図-11 変質帯におけるブロックサンプリングと一軸圧縮試験
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図-12 一軸圧縮試験の結果：含水比と粘着力の関係

図-13 斜面安定解析の見直し

図-14 変質帯分布箇所における設計断面の見直し
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図-15 流れ盤と受け盤の分布

図-16 変質帯の長期変化状況を考慮した斜面安定工法の比較
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図-17 変質帯における斜面安定対策工法の比較

図-18 変質帯の劣化防止工法の比較
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写真-10 変質帯箇所掘削後の変状

写真-11 変質帯箇所掘削後の変状

写真-12 完成法面：ロックボルト＋フィルター   写真-13 フィルターのみ
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1-4 地下水位

1）切土設計段階で斜面内地下水位の状況を十分に把握

【事例 1-4①】 1992 年 6 月、福井市清水町島寺（ふくい健康の森）

切土掘削中の斜面で亀裂などの変状が発生した（図-1､2）。変状発生原因：1）上部から強風化岩・弱風

化岩・軟岩と自然な地層であり、平均切土勾配 1：2 と緩い勾配である（図-5､6）。2）切土掘削中に活動

的な亀裂が発生し、斜面中段で当初計画の排水ボーリングを施工したが、亀裂拡大が止まらなかった。3）

パイプひずみ計、伸縮計、変位杭観測結果から、せん断すべり破壊ではなく、横断方向への大岩塊の移

動による変状と推定された。原因は切土掘削による応力解放と地下水圧である。応急対策：切土斜面下

段での大規模な排水ボーリングを追加して（図-4～7）、パイプひずみ計、伸縮計、変位杭観測で変状を継

続監視した。下段での排水ボーリング後に伸縮計には変化が見られなかった。パイプひずみ計にも有意

な変化は見られなかった。亀裂変位に若干の増加が見られたが、ほぼ落ち着いている（図-8）。この結果

から、斜面の変状の進行は収まったと判断した。教訓：図-6 に示すように、切土前の斜面勾配は極めて

緩い勾配であり、切土設計段階で斜面内地下水位の状況を十分に把握し、施工段階でも地下水位の状況

を十分に把握する必要がある。

図-1 斜面全体図                図-2 地質分布

図-3 変状箇所の分布           図-4 排水ボーリングの平面位置
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図-5 排水ボーリングの断面位置

図-6 排水ボーリングと地下水位観測井戸

図-7 地下水位と排水量の経時変化         図-8 亀裂変位の経時変化

2）特に集水地形で緩勾配斜面の切土では斜面内地下水位に注意

【事例 1-4②】 1988 年 2 月、福井市クリーンセンター

切土斜面造成中の融雪時期に幅約 50m、長さ約 50m の斜面崩壊が生じた。崩壊発生原因：切土前の斜
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面が集水地形で、勾配の小さな斜面であった。この自然勾配が地下水位上昇を含めた安定勾配であった

と推定される。ボーリングコア、標準貫入試験、スウェーデン式サウンディング、地下水検層（図-4）か

ら 1 次・2 次のすべり面を推定した。三軸圧縮試験 CU：c’=1.5tf/m2・φ’=33°。逆算 c’=0.7tf/m2・φ’=28°。

集水地形で、融雪による地下水位の上昇により切土後の斜面安定性が低下したと推定された（図-3）。対

策：崩壊部および未崩壊部に排水ボーリング（図-1､2）を実施した。変位杭による対策中の管理を行った

（図-5,6）。鉄筋挿入工法による補強が行なわれた。教訓：集水地形で緩勾配斜面の切土では、斜面内の

地下水位が高い可能性があり注意が必要である。融雪時期の地下水位上昇を考慮した切土勾配・対策工

法の決定が必要である。

図-1 平面図と排水ボーリング配置           図-2 断面図

図-3 気象条件と地下水位             図-4 地下水検層の結果

図-5 変位杭測定結果（その 1）    図-6 変位杭測定結果（その 2：ひずみ速度）
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3）施工段階でも地下水位の状況を十分に把握

【事例 1-4①】 1992 年 6 月、福井市清水町島寺（ふくい健康の森）

【事例 1-4①】で、施工段階でも地下水位の状況に十分に注意する必要がある。

4）全体的に地下水がなくても降雨により局所的に地下水位が上昇する可能性

【事例 1-4③】 2002 年 7 月、大野郡和泉村

法枠＋グラウンドアンカー工の施工中に、上段の法枠をアンカーで固定せずに 2 段連続して法枠を施

工したところ、上段の法枠が崩落した（写真-1､2、作業員 1 名死亡）。地質：流紋岩・崖錘性堆積物、平

面図：図-1、断面図：図-2､3。崩壊発生原因：1）地表踏査・弾性波探査（図-4）・ボーリング結果（図-3）

から、厚く堆積した崖錘性堆積物が風化岩盤層に沿って崩落したと推定された。2）崩落後の地下水位観

測結果では、今回の崩壊箇所でのみ降雨後に地下水位が上昇し、他の箇所では上昇しない（図-5）。3）飽

和不飽和浸透流解析により、降雨による地下水位上昇を再現し、今回の崩壊時の地下水位を推定した（図

-6）。4）この結果と今回の崩壊状況から、強度定数 c、φ を逆算し、斜面安定計算を行った（図-6）。5）

地下水位が上昇しないときの斜面の安全率は 1.05 となり、降雨がなければ崩壊は生じなかったと推定さ

れる（図-6）。6）崩壊前の降雨による地下水位上昇が今回の崩壊の直接の原因と推定される。崩壊箇所の

他の箇所では、降雨により地下水位が上昇しないので、この付近一帯で地下水位が上昇しないと判断し

ていたようである。今回の崩壊箇所でのみ、地層・地形条件の特性から、降雨による地下水位上昇が局

所的に起きる地点と推定される。教訓：全体的にみて地下水がないと判断していても、降雨により沢部

などでは局所的に地下水位が上昇することがあることを考慮して、各段ごとに法枠を固定する原則を守

る必要がある。

写真-1 法枠の崩落         写真-2 作業員が落下岩石と防護柵に挟まれて死亡
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写真-3 巨礫主体の崩落土         写真-4 崩落面付近の地質状況

図-1 平面図
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図-2 法枠とグラウンドアンカー設計断面図   図-3 法枠崩落後の地質断面図

（上段の法枠が崩落した）

図-4 弾性波探査の結果

a)崩落部以外では降雨で地下水位が上昇しない  b)崩落部では降雨で地下水位が敏感に上昇

図-5 降雨と地下水位の関係
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図-6 飽和不飽和浸透流解析による法枠崩落箇所での崩落時の地下水位の再現

a) 地下水位が上昇したとき：安全率 1.0  b) 地下水位が上昇しなかったとき：安全率 1.05

図-7 法枠崩落箇所での斜面安定計算結果

5）施工後の地下水位上昇を考慮して切土勾配を決定

【事例 1-4④】 1986 年 3 月、福井市本堂町

住宅近傍の切土斜面で融雪時期に斜面崩壊が生じた。地質：表土（粘性土）・凝灰岩、平面図：図-1、

断面図：図-2。崩壊発生原因：1）スウェーデン式サウンディング、レイリー波探査、ボーリング、標準

貫入試験結果から崩壊土層厚、地層厚さを推定した（図-3）。2）一軸圧縮試験、三軸圧縮試験 UU、スウ

ェーデン式サウンディング、逆算の cu は大きな差があった。三軸圧縮試験 CU、逆算の c’、φ’はほぼ一

致したので有効応力解析を採用した。3）融雪などによる地下水位の上昇で斜面安定性が低下したと推定

された。対策：崩壊斜面については琲土工と排水ボーリング工による対策を（図-4､5）、未崩壊部の長期

安定対策として排水ボーリング工を提案した。教訓：1）地下水位の上昇を考慮した切土・盛土勾配の決
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定が必要である。2）融雪時期の地下水位上昇に注意する。3）土砂の切土斜面については標準勾配だけ

ではではなく、できるかぎり土質試験や弾性波探査を実施して設計する。

図-1 崩壊箇所平面図と調査地点

図-2 崩壊断面図                図-3 地層断面図

図-4 排水ボーリングの断面位置        図-5 排水ボーリングの平面位置
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6）融雪水による地下水位上昇に注意

【事例 1-4②】 1988 年 2 月、福井市クリーンセンター

【事例 1-4④】 1986 年 3 月、福井市本堂町

【事例 1-4⑤】 1980 年 3 月、福井市清水町

【事例 1-4②】、【事例 1-4④】、【事例 1-4⑤】の斜面変状は、融雪水による地下水位の上昇が直接の誘因

である。集水地形や緩勾配斜面では、融雪水による地下水位の上昇を考慮した切土設計が必要である。

【事例 1-4⑥】 1998 年 2 月、宮崎村熊谷地区

幅 200m・長さ 300m 程度の大規模な土砂斜面崩壊が発生し、下部の道路と熊谷川に崩壊土砂が堆積し

た。崩壊土砂の移動や新たな崩落などにより熊谷川が閉塞し、土石流が発生して下流の集落に被害を与

える恐れが生じた（写真-1～5）。住民避難基準を中心とする検討会が設置された（崩壊の原因調査・対策

には関与しなかった）。地質：礫混じり土、風化流紋岩、平面図：図-1、断面図：図-2。崩壊原因：1）崩

壊上部の鞍部に馬蹄形の沢筋があり、過去に地すべりが生じた区域。2）流れ盤。3）1/31 の降雨（69.8mm）、

2 月上旬の融雪と降雨による地下水位の上昇。避難体制：避難勧告のために図-3 のセンサーを配置した。

避難対象区域の設定：写真-6、宮崎村熊谷区（18 戸）・古屋区（16 戸）、下流の織田町下河原区は川べり

農作業者を対象（織田町：有線放送・広報車）。避難準備：1）大雨警報が発令されたとき：①役場は有線

放送により大雨警報の発令を伝え、いつでも避難できるように注意を促す。②高齢者を若竹壮に移送す

る。③現地を巡回して危険と判断された場合は朝日土木事務所に通報して専門家の助言を得る。④大雨

警報が解除されて問題がない場合は避難準備を直ちに解除する。2）小曽原雨量観測所の連続雨量が 80mm

に達したとき。①～③は 1）と同じ。④降雨なしが 24 時間継続した後、さらに 24 時間後の定点観測状況

をみてから避難準備を解除する。避難勧告：3）崩壊感知センサーが切断したとき：①上記 1）、2）のどち

らかが満たされている場合、有線放送と広報車で避難開始を呼びかける。②高齢者を若竹壮に移送する。

③昼夜に関係なく、役場と朝日土木事務所が越前町側から現地に行き、対岸の歩径路から現地を見る。

誤作動のときは避難勧告を解除する。④上記 1）、2）のどちらの条件も満たされていないとき、崩壊が発

生して河道に新たな土砂堆積が起きた場合は専門家と協議する。⑤避難勧告の解除は専門家と協議する。

4）土石流感知センサーが切断したとき：①直ちに避難する。②昼夜に関係なく、役場と朝日土木事務所

が越前町側から現地に行き、対岸の歩径路から現地を見る。誤作動のときは避難勧告を解除する。③土

石流が発生しているときは専門家と協議する。④避難勧告の解除は専門家と協議する。災害現地立入り基

準（工事関係者）：1）大雨警報が発令されたとき：①全面立入り禁止。②越前町側から現地に行き、現

地調査（午前・午後 1 回づつ）。③大雨警報が解除されたら立入り禁止を直ちに解除する。2）小曽原雨

量観測所の連続雨量が 80mm に達したとき（0mm が 6 時間以上継続した場合を区切りとする）：①全面立

入り禁止。②越前町側から現地に行き現地調査（午前・午後 1 回づつ）。③降雨なしが 24 時間継続した

後、さらに 24 時間後の定点観測状況をみてから立入り禁止を解除する。④異状があれば専門家と協議す

る。3）崩壊感知センサーが切断したとき：①現地調査。②現地調査で異状があれば立入り禁止。③誤作

動のときは崩壊感知センサーを補修。④解除は専門家と協議する。4）土石流感知センサーが切断したと

き：①全面立入り禁止。②越前町側から現地に行き現地調査。③現地調査で異状がなければ解除。誤作
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動のときは土石流感知センサーを補修。④解除は専門家と協議する。恒久対策（斜面崩壊）：1）下部の

排水ボーリングと排土工、上部の滑落崖は法枠と植生基材吹付け。2）法上部から法枠にかけての 2 次的

な崩壊が発生しグラウンドアンカー工を追加したようである（写真-7）。教訓：1）全ての関係者からなる

避難体制が確立された。2）避難基準の参考例である。3）実際に土石流が発生することはなく避難は行

われなかった。4）切土設計・施工中の地下水位の把握が重要である。5）崩壊が上部へ進行しやすい場

合、崩壊上部の対策工の選定が重要である。

図-1 全体平面図（図面下部が県道と熊谷川）

図-2 断面図
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写真-1 崩壊部全景（上：正面、下：側面）

写真-2 すべり土塊の移動状況       写真-3 すべり土塊が県道を覆った状況

（沢の反対側斜面にまで到達）

写真-4 河川を閉塞した状況（上流側）      写真-5 河川を閉塞した状況（下流側）
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写真-6 熊谷川の下流域（図左側が崩壊箇所） 図-3 予告センサー、土石流感知センサーの配置

写真-7 崩壊上端部（対策した法枠の破壊）

1-5 表流水排水

1）斜面上部・法面の表流水排水設備の設置と維持管理

【事例 1-5①】 1993 年 7 月、滋賀県大津市真野谷口町地先

豪雨による斜面崩壊で寺院本堂が倒壊し、斜面崩壊原因と斜面の管理責任が争点となった（写真-1～5）。

地質：盛土（砂礫）・崩積土（粘性土）、平面図：図-1､2、断面図：図-3。斜面崩壊原因：1）崩壊直前ま

でに 631mm/月の長雨があった（図-4）、2）表流水処理設備がなく、自然の水路も小崩落で閉塞して崩壊

箇所付近に表流水が流れる状況になった（図-2）、3）上部の擁壁と下部の小段を含む斜面全体が擁壁表面

を上にして崩壊した（写真-3～5）。表流水が擁壁背後の空隙に流入して擁壁に水圧かかったとする見解も

あるが、擁壁背後の上部粘性土、玉石空隙の目詰まりにより、表流水が短時間に流入する状況ではなか

った（写真-6､7）。擁壁背後に水圧が生じたときの崩壊形式は実際の破壊状況と異なることで、この可能

性は低い。表流水の浸透可能性などを考慮したうえで、長雨と表流水浸透により擁壁背後地盤全体での

地下水位が上昇して斜面全体がすべり破壊したとする解釈が実際に近いと判断した（図-6､7）。教訓：1）

斜面上部の表流水の排水設備を十分に整備する。2）擁壁背後の砕石排水層は目詰まりの可能性が高いの
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で注意が必要である。

写真-1 崩壊上部             写真-2 擁壁の崩落

写真-3 崩落の全景              写真-4 崩落面の状況

写真-5 崩落の全景
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図-1 平面図（流域図）          図-2 平面図（崩落箇所付近）

図-3 断面図（崩落前と後）           図-4 降雨の状況

写真-6 擁壁背後の状況（側面）   写真-7 擁壁背後の状況（上面）

【事例 1-5②】 1999 年 8 月、国道 27 号 三方町気山地先

切土斜面で法面の亀裂・陥没、法枠変形、擁壁の亀裂などの変状が発生し、斜面崩壊の恐れがあり国

道 27 号が全面通行止めとなった。早急に交通開放するための応急対策と復旧工法が問題となった（写真

-1～5）。地質：段丘堆積物・砂岩・粘板岩、平面図：図-1､2、断面図：図-3。1963 年に切土法面施工、1983
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年に斜面滑動復旧として上部 1:1.2 法枠、下部 1:0.4 のブロック積み擁壁を施工している。斜面上部で幅

110m にわたる亀裂と陥没・滑動（写真-2､3）、下部擁壁で幅 80m にわたる亀裂とはらみ出し（写真-4）

が生じた。変状原因：前日からの 350mm を越える降雨（図-4、最大時間雨量 49mm）により斜面内の地

下水位が上昇し、高透水性の段丘堆積物と難透水性の砂岩層の境界で滑動が生じたと推定される。1 次応

急対策：近隣の工事で使用する大型コンクリートブロック（下部に H 型鋼設置）を押え盛土として法尻

に配置した（写真-5、図-1､3）。計測管理を行って片側交通開放した。計測内容は伸縮計による斜面変位、

亀裂幅などである。計測管理基準として【事例 3-3③】の数値を参考とした。2 次応急対策：道路面に H

型鋼による防護柵を設置した（図-3）。恒久対策：次の対策を提案した。切土勾配を 1:1.2 から 1:1.5 に変更

し中間に小段を設ける。斜面上段は吹付け法枠と厚層基材吹付けを施工する。下段は法枠と厚層基材吹

付けを施工するとともに、法枠とロックボルトを設置する。排水溝を法肩・小段・法尻に設置して縦排

水工で接続する（図-5）。教訓：法面の表流水排水設備を十分に設置するとともに維持管理を行う。同時

期に発生した付近の斜面崩壊状況も写真-6 に示す。

写真-1 全景

写真-2 法枠はらみ出し 20cm          写真-3 法面上段

写真-4 擁壁下部のクラック、はらみ出し  写真-5 押えブロック
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図-1 全体図と押えブロックの配置

図-2 ボーリングと伸縮計の位置

図-3 断面図                図-4 降雨状況
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図-5 恒久対策

写真-6 同じ降雨により付近（国道 27 号）で発生した切土斜面・盛土斜面の表層崩壊
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2）自然斜面は排水設備がなく集中豪雨時に表層崩壊が生じやすい

【事例 1-5③】 2004 年 7 月、福井市安波賀町 朝倉氏遺跡

平成 16 年 7 月福井豪雨により朝倉氏遺跡全域も大きな被害を受けた（図-5、写真-4）。遺跡全体の復旧、

特に館跡裏の斜面で生じた幅約 26m、長さ約 15m の表層崩壊の復旧と景観の調整が問題となった（写真

-1～3）。地質：風化土砂・変朽安山岩、平面図：図-1､2、断面図：図-3。崩壊発生原因：自然斜面で排水

設備がなく降雨表流水が集まりやすい地形であった。旧崩壊土砂層斜面が降雨表流水の浸食と浸透によ

り表層崩壊を起したと推定した（平成 16 年 7 月福井豪雨で多数見られた現象である）。対策：崩壊前の

形状を保存するため、安定勾配 1:1.4 での補強盛土工法（ジオグリッド補強材 1.5m 間隔、不織布 0.3m 間

隔）とする（図-3）。法尻はジオグリッド製フトン籠、法肩はヤシ土嚢で押える（図-3）。小段排水路（U

字溝）などの表面排水設備を十分に設置する（図-3）。マット状野芝（ネット付き）による法面緑化、小

段・土嚢部に既存種のポット植栽、フトン籠前面にツタ類植栽とする（図-4）。施工時の注意点：すべり

面に残る浮いた土砂撤去、地山部分の段切り、地山からの湧水調査と排水対策、法肩ヤシ土のうと地山

の隙間に注意、降雨時の作業中止、コーン指数による締固め管理。景観を考慮しながらも、安全性を優

先した対策工法が採用された。教訓：排水路のない自然斜面は豪雨により表層崩壊を起こしやすい。

写真-1 全景（対象斜面は中央部）

写真-2 崩壊状況（土のう設置）  写真-3 写真-2 と同じ
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図-1 全体平面図（対象斜面は中央部）      図-2 平面図（対象斜面は緑部分）

図-3 復旧断面図                 図-4 植栽計画

図-5 遺跡全域の被害個所分布
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写真-4 朝倉氏遺跡における被害個所の例

【事例 1-5④】 2004 年 10 月、国道 27 号 小浜市上中町神谷地先、太興寺地先

切土斜面 2 箇所で、台風 23 号と秋雨前線による豪雨後に類似の斜面崩壊が生じた。神谷地先では幅約

13m、高さ約 6m の表層崩壊により、崩壊土砂が落石防護柵に堆積した（写真-1､2）。太興寺地先では表層

崩壊により、崩壊土砂が道路上に流出した（写真-3）。地質：風化土、チャート・粘板岩、平面図（図-1、

4）、断面図（図-2、5）。崩壊原因：2 箇所とも、切土勾配 1:1.0 の土砂斜面が豪雨による表流水の浸透に

より、表層崩壊を起こしたと推定される。すべり面の深さは 1～2m である。応急対策（神谷）：斜面や落

石防護柵に荷重をかけない方法で防護柵背後の崩壊土砂を除去する。恒久対策完了まで、崩壊箇所上部

に設置した伸縮計による計測管理を行う。応急対策（太興寺）：岩盤上の薄い表土層が滑り落ちたと推定

されたので、1 断面 3 箇所程度の動的コーン貫入試験を行って表土層の厚さを把握する。崩壊表土層の排

土を行う。恒久対策：表層崩壊であるため、現地形からみて可能な範囲で、切土勾配を 1:1.2 とするか、

切土勾配 1：1 と吹付け法枠工とし、植生工などで表面処理を行うことを提案した（図-3､6）。教訓：自然

斜面でも、降雨表流水の排水設備を十分に設置する必要がある。
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写真-1 崩落状況（神谷）

    写真-2 崩落状況（神谷）        図-1 平面図（神谷）

図-2 崩壊後断面図（神谷）           図-3 対策工（神谷）

写真-3 崩壊状況（太興寺）
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図-4 平面図（太興寺）       図-5 崩壊後断面図（太興寺）

図-6 対策工（太興寺）

3）集中豪雨の表流水が流れ込む沢地形斜面に特に注意

【事例 1-5⑤】 2011 年 5 月、国道 27 号 小浜市青井

集中豪雨（図-2）により自然斜面が崩壊し、土砂が道路に流出した（写真-1～3）。崩壊部分から道路ま

で距離があることから、土のうを積んで両側交通開放としていたが、当面の応急対策の妥当性の確認と、

厚い表土層の表層に飽和帯が形成される場合の恒久対策工法が課題となった。地質：凝灰質砂岩、風化

土砂、平面図：図-1、断面図：図-3。崩壊原因：崩壊箇所は凹部（沢地形）で降雨表流水が集中して流れ

たことで、表層に飽和帯が生じたことにより、比較的浅い表層崩壊が生じた。飽和した崩壊土砂の流動

距離が大きいため道路まで流出したと推定された。崩壊後の形状から、豪雨がないかぎり崩壊部分が新

たな崩壊を起こす可能性は低いと見られたので、土のうによる応急対策で妥当と判断した。恒久対策：1）

斜面勾配が緩いことと、表土層が厚いことで支持層まで挿入する鉄筋挿入工法が不経済になる。今回崩

壊と類似の崩壊メカニズムを想定し、表流水浸透に伴う表層飽和層の表面からの深さを変えた斜面安定

解析を行った（図-4､5）。表層飽和層の表面からの深さが 2.5～3m で安全率が 1.0 を下回るので、この深

さの崩壊を抑止する深さまでの鉄筋挿入工法＋法枠とした。2）表層飽和層の表面からの深さが鉄筋挿入

工より深くなる可能性も考えられるが、降雨表流水の斜面内への浸透を極力抑制する対策を行うことで、

この可能性を小さくした。3）崩壊部分の周囲に排水溝を設置して、周囲の降雨表流水が崩壊部分に流入

しないようにした（図-6）。4）法枠の間の適切な表面止水材がなく、やむをえずモルタル吹付けとした（図

-6）。教訓：集中豪雨で見られる自然斜面の表層崩壊の典型例である。集中豪雨の表流水が流れ込む沢部

に特に注意する。
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図-1 踏査平面図

    写真-1 斜面崩壊状況              写真-2 崩壊土砂の道路への流出

  写真-3 崩壊土砂の道路への流出           図-2 降雨状況
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図-3 弾性波探査結果と断面図（複数断面）

図-4 強度定数 c、φの逆算
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図-5 表流水浸透に伴う表層飽和層の深さを変えた斜面安定解析

図-6 表流水の浸透抑制対策
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4）沢部からの土石流流出に注意

【事例 1-5⑥】 2013 年 9 月、国道 8 号 敦賀市金ヶ崎地先（旧道）

平成 25 年台風 18 号の豪雨により、沢部で土石流が発生して旧国道 8 号に流出した（写真-1～8）。国道

8 号（旧道）が閉鎖され、早期の交通開放の可否と応急対策・恒久対策が課題となった。断面図：図-2、

4。崩壊の原因：敦賀に向かって道路左側（山側）斜面上部に渓流があり、降雨表流水が渓流に集中して、

かなりの規模の土石流を発生させたようである。道路左側の擁壁の上部に平坦地があり、この平坦地に、

今回の土石流によると思われる土砂が相当量堆積している。この平坦地から溢れた土石流が国道に流れ

落ちた。この土石流により、敦賀セメントが使用していた通水管 2 本も破損している。以前の豪雨時に

も同様な被害を受けたようである。応急対策（工事、図-1､2）：上述の渓流は、通常時は上述の平坦地付

近で伏流していたそうである。上述の平坦地に堆積している土石流堆積物を、できるだけ除去する。こ

の平坦地に、土石流が国道に流れ落ちることを防止するために、大型土のうを 2 段程度積む。渓流の流

水をコルゲートパイプなどで導き、敦賀セメントの貯水施設に流入させるか、あるいは排水管で国道に

流下させて道路側溝で処理する。今回破損した敦賀セメント使用の通水管 2 本を修理し、水が国道に落

ちないようにする。これらの対策完了後に交通開放とする。恒久対策（図-3～5）：擁壁上部に法面があり

（上述の平坦地の下部）、法枠などで補強しておく。この代わりに、既設の落石防護柵をトンネル坑口ま

で延長しておく案もある。渓流からの土石流が国道に流下しないように、蛇篭などによる防護壁を平坦

地に設置する必要がある。教訓：沢部からの土石流流出に注意する。

写真-1 敦賀セメント排水管の落下      写真-2 土石流の流下

写真-3 土石流の流下           写真-4 土石流の流下
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写真-5 土石流の流下        写真-6 土石流発生の沢部

写真-7 土石流発生の沢部       写真-8 土石流発生の沢部

写真-9 応急対策（大型土のう）  写真-10 応急対策（耐候性大型土のう）

写真-11 旧国道 8 号（右側が被災斜面）



102

図-1 応急対策平面図           図-2 応急対策断面図（図-1 A-A 断面）

図-3 対策工の概要（平面図）         図-4 対策工の概要（断面図）

図-5 対策工の概要（谷止め工）
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5）強風による樹木の揺れと、表流水浸透による地層表面強度低下の複合作用

【事例 1-5⑦】 2013 年 9 月、国道 8 号 杉津

平成 25 年台風 18 号の暴風と豪雨により、近接する 2 個所で切土斜面が崩落した（図-1、写真-1､2）。

国道 8 号が閉鎖され、早期の交通開放の可否と応急対策、恒久対策が課題となった。地質：花崗岩。断

面図：図-4､5､9。模式図：図-5。変状発生原因：崩壊箇所 2 箇所とも崩壊地層は土砂層、崩壊面の深さは

1m 程度。崩壊土砂量は少ないが、崩落した樹木の量は極めて多い。降雨表流水が斜面表層に浸透して表

層を緩めたこと、台風による強風で樹木が揺すられて樹木の根が表層を緩めたことが重なって表層崩壊

を起こしたと推定。崩壊面の深さは、樹木の根の深さに近いと推定。崩壊箇所はやや凹地形となってい

た可能性もある。近接した 2 箇所の崩壊が大規模な崩壊の両端となっていないかを確認するために、崩

壊箇所上部を目視観察したが、崩壊箇所上部は傾斜の緩い平坦に近い斜面であり、亀裂なども見られず、

大規模崩壊の可能性はないと判断された。応急対策：崩壊面上部と側部の不安定化樹木の伐採。崩壊面

上部の多数の転石の除去。崩壊面上部をブルーシートで覆って降雨水の浸透を抑制。大型土のう 3 段積

み（写真-3）。既設の落石防護柵付近に H 型鋼と横矢板による防護柵（高さ 3m、根入れ 1m 程度）を設置

し両側交通開放とする（写真-4）。調査状況（写真-5､6）。恒久対策：1）基本方針（表-1）。中間未崩壊層

への対処（図-6）。安定計算結果（図-7）。対策工案の比較（崩壊部：表-2、未崩壊：表-3）。2）恒久対策

工（図-8､9）。教訓：1）集中豪雨による、顕著な集水地形ではない斜面での崩壊事例。2）強風による樹

木の揺れと、表流水浸透による地層表面強度低下の複合作用。

図-1 地質図（位置：T03、花崗岩）         図-2 降雨状況

写真-1 空中写真
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写真-2 被災状況

写真-3 大型土のう設置（3 段）
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写真-4 防護柵設置

写真-5 応急対策・調査

写真-6 応急対策・調査
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図-3 弾性波探査測線

図-4 弾性波探査と簡易動的コーン貫入試験の結果

非崩壊
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図-5 模式図

表-1 恒久対策工の基本方針

図-6 中間未崩壊層への対処
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図-7 安定計算結果

表-2 崩壊部対策工案の比較
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表-3 未崩壊部対策工案の比較

図-8 対策工平面図
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図-9 対策工断面図

6）崩壊箇所下部の地形により高含水比崩壊土砂の土石流化

【事例 1-5⑧】 1998 年 10 月、国道 365 号 梅浦トンネル東側

豪雨により斜面下部の沢の流量が増加し、斜面下部を洗掘したため斜面崩壊が発生したと推定される。

崩壊土砂はほぼ水平な地盤（農地）を数百 m 流動して国道に到達した。流動土砂により、道路で信号待

ちをしていた乗用車の運転者 1 名が逃げられずに死亡した（写真-1～6）。教訓：含水比の高い崩壊土砂の

移動距離（土砂流）に注意する。

写真-1 崩落面（手前は崩落土砂）   写真-2 崩落面の下の沢
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写真-3 崩落面の下の沢と崩落土砂   写真-4 崩落土砂・樹木の流動跡（道路までの途中）

写真-5 崩落土砂が左側から道路に到達 写真-6 写真-5 の右側の擁壁まで崩落土砂が到達した跡

【事例 1-5⑨】 2013 年 9 月、国道 27 号 金山バイパス金山地先

平成 25 年台風 18 号の豪雨により、やや規模の大きい自然斜面崩壊が発生して土石流となり、施工中

の金山バイパスまで土砂が流出した（図-1､2、写真-1～6）。応急対策、恒久対策が課題となった。崩壊原

因：金山 BP の北側に 200m 程度離れた、やや急勾配の自然斜面が崩壊した（地質は風化土砂）。この上

部に幅 3m 程度の未舗装道路がある。この自然斜面と金山 BP の間（田辺牧場）は緩い下り勾配の段差地

形である。自然斜面の崩壊面の中段西側にかなりの量の湧水がある。崩壊箇所上部の道路は崩壊箇所付

近でやや低くなっており、この部分に降雨表流水が集中した可能性が高い。台風 18 号に伴う降雨で、①

降雨表流水が今回の崩壊箇所上部に集中して斜面内部に浸透したことと、②上述の崩壊面中段西側の浸

透水量が増加し斜面内部全体がほぼ飽和状態となり（地下水位が斜面上部まで到達）、有効応力の減少で

強度低下して崩壊したと推定される。このため、豪雨により一般に見られる浅い表層崩壊と異なり、や

や深いすべり面（崩壊面）が生じて大量の土砂が崩落した。飽和状態に近い斜面が崩壊し、下部が下り

勾配となっている場合、崩壊土砂の移動量は極めて大きくなることが多く、崩壊土砂が 200m 程度移動し

て一部が金山 BP まで到達した。崩壊箇所と金山 BP の間の土砂は、自然斜面の崩壊箇所の土砂が移動し

て堆積した。応急対策：1）崩壊箇所の土砂が移動して堆積した土砂が、今後の降雨などにより金山 BP

に流出しないように、金山 BP に面する擁壁から 10m 程度以上離した位置に大型土のうを 3 段程度積み

上げる。土のうの中詰めには、移動して堆積した土砂を利用。大型土のうの裏側には今後の土砂流出を

考慮し堆積ヤード（ポケット）を設けておく。2）崩壊土砂が堆積している区域に滞水箇所があり、素掘
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りの仮排水路を設けて土のうの隙間を通じて排水する。恒久対策：用地の制約などにより、土石流発生

源の崩壊斜面や流下土砂には対策を行わず、応急対策の土のう位置付近に、補強土工法や地盤改良工法

などを用いた土堰堤を設置する。土堰堤の材料として崩壊土砂が堆積した土砂を利用すれば効率的であ

る。対策工平面図（図-3）・断面図（図-4）、補強土壁の断面図・平面図（図-5）。補強土壁への衝撃力の

計算：崩壊土砂到達距離・高低差（図-6,7）、衝撃力の算出条件と算出位置（図-8）、衝撃力の計算結果（表

-1）、衝撃力計算結果の解釈（表-2）。教訓：崩壊箇所下部の地形による、高含水比の崩壊土砂の土石流化

に注意する。

図-1 崩壊前の地形と崩壊部（赤色部分）

図-2 崩壊の概略断面図

写真-1 崩壊末端部（金山バイパスへの土砂流出）
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写真-2 崩壊部

写真-3 崩壊部

写真-4 流動部

写真-5 流動部

写真-6 崩壊土砂の流出状況（土石流跡）
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図-3 対策工平面図            図-4 対策工断面図（上が崩壊斜面）

図-5 補強土壁の断面図と平面図

図-6 崩壊土砂到達距離 112m、崩壊箇所頭部との  図-7 崩壊土砂の到達距離（防災科学研究所

高低差 44.2m、勾配 30°               ：防災基礎講座基礎知識編）



115

図-8 衝撃力の算出条件と算出位置（全国地すべりがけ崩れ対策協議会：

崩壊土砂による衝撃力と崩壊土砂量を考慮した待受け擁壁の設計計算事例、2004）

表-1 図-7①地点での衝撃力（上表）、②地点での衝撃力（下表）

表-2 衝撃力計算結果の解釈

7）その他

福井県内の豪雨表流水による切土・自然斜面崩壊については下記の報告書に多数の事例が記載されて
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いる。本報告書では、下記報告書の事例は、その後に詳細調査を行った場合を除いて記載していない。

1）（社）地盤工学会緊急調査団：平成 16 年 7 月福井豪雨による地盤災害調査報告書、地盤工学会、2005,5.

2）地盤工学会関西支部・福井地質調査業協会・NPO 福井地域地盤防災研究所合同調査団：平成 25 年

台風 18 号地盤災害調査報告書（福井県嶺南地域）、（公財）福井県建設技術公社、2014,10.

3）地盤工学会関西支部・福井地質調査業協会・NPO 福井地域地盤防災研究所合同調査団：平成 30 年

7 月豪雨による地盤災害調査報告書（福井県嶺北地域）、（公財）福井県建設技術公社、2019,1.

1-6 吹付けモルタル斜面

1）吹付けモルタルの調査・点検頻度を高めた維持管理が必要

【事例 1-6①】 1996 年 10 月、国道 27 号 小浜市青井地区

長大斜面の吹付けモルタルに多数の亀裂や幅広い亀裂が発生し斜面崩壊の恐れがあった（写真-1～3）。

地質：泥質岩（粘板岩）、平面図：図-1、断面図：図-2。亀裂発生原因：1）過去の崩壊地形の上にモルタ

ル吹付けを行っている。2）打音検査、熱赤外線映像調査の結果（図-3、写真-1）。3）中段左側の変状の

大きい開口クラックについて、①元々風化程度が高かった地山に吹付けを行ったか、②亀裂から流入し

た降雨表流水などにより土砂化が進んだかの原因で背後地山が土砂状態であり、吹付けモルタルが下方

へ大きく移動している。4）3）以外の部分でも、広い範囲で空洞が生じている。5）モルタル自体にも凍

結融解や収縮などによる亀裂が多数生じている。対策：当面の道路災害の可能性は小さいが、下段左側

の変状の大きい開口クラックを含む部分については吹付けモルタルを撤去し、法枠と厚層基材吹付け工

を施工することを提案した。教訓：吹付けモルタルの老朽化について、調査・点検の頻度を高める必要

がある。

図-1 平面図（中段・左部のモルタルに大きな亀裂）   図-2 中段・排水溝部の状況
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図-3 熱赤外線影像法結果と打音検査、   写真-1 上部の全景、熱赤外線影像法結果と

ボーリング位置               打音検査、コアコアボーリング位置

写真-2 モルタル亀裂の状況（右は拡大写真）

写真-3 法尻排水溝部でのモルタル移動の状況   写真-4 斜面の側面での土砂化の状況
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【事例 1-6②】 2008 年 1 月、国道 27 号 敦賀市坂尻

モルタル吹付け斜面で、吹付けモルタルが広範囲に渡ってズリ落ち、これに伴って排水溝や階段にも

移動が生じた（写真-1～13）。地質：風化凝灰岩、平面図：図-1､2、断面図：図-3。変状原因：1）モルタ

ル吹付け背後斜面の風化の進行・土砂化により、吹付けモルタルが地層傾斜方向に沿って移動した。2）

変状範囲は過去の航空写真から判読した地すべり地形範囲と重なるようである（図-4～7）。対策：1）標

準貫入試験、簡易動的コーン貫入試験により、土砂化した層の厚さの分布を把握した。局所的に土砂層

が 4m 程度となる部分もあった（図-6～9）。2）移動した吹付けモルタルは撤去とした。撤去の範囲につ

いては、現地切り窓検査などでモルタルの密着状況を確認しながら決める（図-10､11）。3）吹付け法枠と

鉄筋挿入工を基本とした。法枠間はモルタル吹付けを基本とし、表層の状況を見て植生基材吹付けも検

討する（図-12､13）。4）モルタル密着状況が良い場合、吹付けモルタルを撤去しないで、そのまま補強す

る工法も採用する。教訓：1）モルタル吹付け斜面の点検維持管理。

写真-1 吹付け法面の全景           写真-2 階段（図-2 の②）

写真-3 小段             写真-4 縦排水路

写真-5 開口亀裂③
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写真-6 開口部の段差③           写真-7 中央部の亀裂と段差④

写真-8 小段横排水路⑤          写真-9 法面中央部⑥

写真-10 法面上部⑥         写真-11 法面上部⑦法肩の段差

写真-12 倒木⑧           写真-13 開口亀裂⑨
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図-1 平面図            図-2 変状の位置（写真-1～13 の番号に対応）

図-3 断面図

図-4 航空写真からの旧地すべりブロックの推定（断面）
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図-5 航空写真からの旧地すべりブロック推定

図-6 調査計画            図-7 旧地すべりブロックを考慮した調査結果

図-8 調査結果                  図-9 調査結果
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図-10 吹付けモルタル背後の調査   図-11 吹付けモルタル背後の調査計画（図-10 と対応）

図-12 対策工断面図                図-13 対策工平面図

【事例 1-6③】 2009 年 1 月、国道 305 号 丹生郡越前町厨

1 月 20 日 24:00 頃、モルタル吹付け法面で高さ約 5m・幅約 8m の崩落（写真-1）、21 日 8:30 頃、法面

中央付近・標高 25～40m で幅 10～15m・崩壊土砂量約 300m3 の崩落が生じた（写真-2）。法面土砂除去作

業中の 25 日 16:38 頃、幅約 10m・長さ約 40m・高さ約 10m・崩壊土砂量約 2000m3 の土砂崩壊が発生し

て国道が閉塞した（写真-3）。重要路線のため早期復旧・交通開放が要請された。地質：風化土砂・流紋

岩・凝灰角礫岩、平面図：図-1､2、断面図：図-10。崩壊発生原因：1）崩壊斜面背後で 305 号バイパス掘

削工事を施工中であった。この掘削面の観察から、図-1､2 に示す破砕帯の存在など複雑な地質状況が推

定された。2）弾性波探査（図-5～7）・ボーリング結果（図-2～4）から斜面上部が土砂であり、斜面内下

部にも極端に土砂化した層の存在が把握された。地下水は認められなかった。3）モルタル吹付けは 40

年程度前に施工されており、風化の進行に伴う地盤とモルタルの劣化が崩落原因と推定した。対策：1）

「福井県土木部：斜面防災マニュアル」による安定勾配で斜面を切土し直すことを基本とした（表-1、図

-10）。2）上段土砂部の三軸圧縮試験（UU）は c=31.2kN/m2・φ=7.91°で、表-1 の切土勾配で安全である

ことを確認した。3）道路土工指針に従って表-1 の法面保護工を基本とした（ラス網を法面全面に敷設し
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たうえで、土砂層は植生基材吹付け、軟岩層は法枠と短繊維入り植生基材吹付け、法枠とモルタル吹付

け）。4）複雑な地質状況であるため、検討会メンバーが掘削面を確認しながら表面処理工法を検討した

（写真-4～9、図-11､12）。5）礫部の厚層基材吹付け部分には受圧板付き鉄筋挿入工を局部的に施工した

（写真-8、上から 2 段目）。6）地元漁協の協力を得て沿岸部を一時的に埋め立てて仮設道路（1 車線）を

造成し、国道にコンクリートブロックで防護柵を設置して交通開放した。上記の復旧工事完了後に仮設

道路を撤去した（図-8､9）。教訓：1）高度経済成長時代に造成されたモルタル吹付け斜面の老朽化の時期

となってきた。吹付けの背後の状況が分かりにくい問題がある（写真-10、図-13､14）。2）1 月 21 日の崩

壊部分（モルタル背後）は受け盤の岩盤に見えた。このため、上部の土砂除去作業を行っていた 1 月 25

日、その部分の土砂が崩壊した。難しい課題であるが、斜面内部地層の慎重な把握・工事中の安全を確

保できる調査・施工の手順に注意する必要がある。3）1 月 20 日、1 月 21 日の小規模崩落時に地元住民

からの迅速な通報があり、丹南土木事務所が直ちに通行止めや監視などの対処を行ったことで、人的災

害を防止できた。

写真-1 1 月 20 日の崩落   写真-2 1 月 21 日の崩落（上部）

写真-3 1 月 25 日に生じた崩落
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図-1 崩壊箇所（下部メッシュ）付近の全体的地形  図-2 崩壊箇所の平面図、

崩壊箇所への断層破砕帯、上部は 305 号バイパス   ボーリング（BV-1、BV-2）、伸縮計の配置

図-4 ボーリング BV-2、深さ 13～16m の砂層に注意    図-5 弾性波探査測線の配置
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図-6 弾性波探査結果（B 測線）        図-7 弾性波探査結果（平面）

図-8 海中への迂回路             図-9 海中への迂回路（断面）

表-1 切土勾配と法面保護工の当初設計

法面保護工決定のための土壌硬度指数
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図-10 地質断面と切土勾配

写真-4 上部 6、7 段切土面の地質分布    写真-5 中段部の掘削状況
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写真-6 掘削中の中段法面の状況（軟岩）     写真-7 下段部の掘削状況

写真-8 全体的な掘削状況         写真-9 完成した法面

図-11 上部 6、7 段切土面の地質分布        図-12 法面全体の地質分布
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図-13 法面全体の地質分布

写真-10 崩落

前の状況

図-14 崩落前の道路斜面点検
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図-15 崩落前の道路斜面点検

【事例 1-6④】 2012 年 2 月、国道 8 号 南越前町大良地先

吹付けモルタルと背面土砂がやや大規模に崩落した（幅 30m・高さ 10m 程度、図-1、写真-2､3）。交通

開放の可否と応急対策、恒久対策が課題となった。地質：ヒン岩（図-2）、断面図：図-4、模式図：図-5。

崩落前の状況（写真-1、図-3）。変状発生原因（写真-5）：1）崩落部上部の土砂・軟岩層やモルタル亀裂

からの降雨水流入による風化の進行、樹木の根の侵入による風化の促進。2）モルタル背面が法面にほぼ

平行な流れ盤であり、風化の進行により節理面の強度が低下した（図-5）。3）崩落部下部にある変質帯に

より、上部からの降雨浸透水が滞留して風化を促進させた可能性、変質帯の強度低下により上部を支え

られなくなった可能性も考えられる。応急対策：1）既設の落石防護柵は、今回の崩落によりほとんど損

傷していない（既設防護柵の内側に残っていた旧い防護柵も役に立った）。今後直ちに大規模な崩落の可

能性が低いことと、既設防護柵の効果から、崩落モルタルや土砂を撤去して交通開放した。道路幅にも

余裕があった。24 時間で見張り員が常駐した（写真-9）。2）崩落部周辺モルタルの不安定ブロックを把

握し、崩壊の可能性が高いモルタルをハツリ撤去し、応急のモルタル吹付けを行った（写真-9～11）。恒

久対策（図-6）：風化抑制のための遮水が課題。1）今回の崩落面は堅固な岩盤であるため、コンクリート

吹付け。崩壊部分上部の軟岩層は法枠＋鉄筋挿入工。最上部の土砂層は表面を改質土で覆うとともに排

水管を設置する。2）1）の案は、土砂層からの降雨浸透水を十分に排除できない恐れがあった。実際に

は用地を買収できたので土砂・軟岩層を排土した（上部排土工の平面図：図-7、断面図：図-8）。教訓：

モルタル吹付け部上部からの降雨浸透水によるモルタル背面表層部の劣化に注意する。部分的な吹付け

モルタル崩落に対する応急対策の手順。
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図-1 位置                   図-2 地質

写真-1 崩落前の状況
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図-3 崩落前の防災カルテ

写真-2 崩落の状況
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写真-3 崩落の状況

写真-4 弾性波探査位置
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図-4 弾性波探査の結果

図-5 崩落の模式図
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写真-5 崩落の原因

写真-6 現状の把握
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写真-7 不安定ブロック      写真-8 崩壊の可能性が高いモルタル

写真-9 崩落モルタル撤去と交通開放管理

写真-10 応急のモルタル吹付け
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写真-11 応急のモルタル吹付けと既設吹付けモルタルのハツリ撤去

図-6 対策工（案）
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図-7 上部排土工の平面図

図-8 上部排土工の断面図

1-7 劣化と維持管理

1）斜面対策を行う箇所の優先順序付けと調査が必要

【事例 1-7①】 1989 年 7 月、国道 305 号 越前町玉川地先

最大高さ 25m・最大幅 30m、崩落地山土量 1,100m3の岩盤崩落により落石覆工（ロックシェッド）15m

区間とポケット型落石覆工 15m 区間が破壊し、マイクロバスの乗客全員 15 名が死亡した（写真-1～3）。

地質：下位より流紋岩質凝灰岩、凝灰角礫岩、凝灰質礫岩、凝灰質砂岩、凝灰角礫岩、凝灰質頁岩（図-6）。

別件調査による甲楽城断層（活断層 B 級）の調査結果：平面図（図-1）、断面図（図-2）、縦ずれ長さ約

200m（図-2）は海岸段丘の高さ約 200m とほぼ一致する（図-3）。崩落前の状況（写真-4）。崩落個所の状

況：平面図（図-4）、断面図（図-5）、地層断面図（図-6）。崩落崖面の状況：写真-5、図-7､8、亀裂の傾向

（シュミットネット図、図-10）。崩落発生原因：1）水平・斜めボーリングから崩落部分下部は空洞に崖

錘堆積物がある状況（図-5）。斜面内部奥行き方向約 5m 間隔で、ほぼ鉛直方向の連続した亀裂の存在も

確認した。2）崩落岩塊背後の亀裂の存在と、亀裂内の地下水位上昇による水圧、湿潤の繰り返しによる

亀裂部分の拡大と岩石強度の低下（図-7､8）が生じたと推定された。金属工学専門家による岩石疲労破壊

の指摘があった（図-9）。3）目撃者証言はトップリング（転倒破壊）。4）数値解析とモデル実験から、支
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持岩盤が強固な場合は転倒破壊、軟弱な場合はすべり破壊が生じると推定された（図-12､13）。5）トップ

リングを表した 3 次元画像解析（図-14）と目撃者証言が一致する結果を得た。6）降雨（図-15）を契機

とした亀裂の完全な破断と初期すべりが生じ、それに引き続く転倒破壊が生じたと推定。対策：1）恒久

対策としてバイパストンネル新設（図-16）。2）トンネル完成まで現道を供用する必要があり、特に不安

定な斜面 23 箇所を選び、ワイヤーロープ掛け工の鉄筋計、伸縮計、目視、写真撮影による監視。吹付け

コンクリートの再施工。教訓：1）斜面対策実施箇所の優先順序付けと、このための調査が重要である。

2）岩盤崩落の前兆把握・予測が困難なので計測管理による予測を検討する。3）調査・設計における道

路安全性の客観的基準が確立されていない。4）観光からみた景観保全と道路通行の安全性を両立させる

必要がある。5）既往の災害記録のデータベースを作成する必要がある（約 30 年前に近接斜面で類似の

岩盤崩落の新聞記事があった）。

図-1 甲楽城断層の平面図           図-2 甲楽城断層の断面図

図-3 崩落箇所の地形断面図             写真-1 崩落直後の状況
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写真-2 崩落直後の状況             写真-3 崩落箇所の状況

図-4 崩落個所の平面図          図-5 崩落箇所の断面図

（横ボーリングによるオーバーハングと崖推の把握）
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図-6 崩落箇所の地層断面図

写真-4 崩落前の状況
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写真-5 崩落面の状況               図-7 崩落面の地層

図-8 崩落面の状況              図-9 岩石の疲労破壊の状況



142

図-10 シュミットネット図          図-11 岩石試験の結果

図-12 ベースフリクションモデルによるトップリングの再現
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図-13 個別要素法によるトップリングの再現    図-15 崩落前の降雨の状況

図-14 3 次元画像解析
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図-16 バイパストンネルの平面図

2）点検・評価結果や過去の災害記録が利用されにくいのでデータベース作成が必要

【事例 1-7①】 1989 年 7 月、国道 305 号 越前町玉川地先

【事例 1-7①】で、約 30 年前に近接斜面で生じた類似の岩盤崩落の教訓が生かされていなかった。

【事例 1-7②】 2000 年 3 月、国道 305 号 丹生郡越廼村大味～越前町午房ヶ平

上記区間の斜面安全性、対策の優先度を評価した。１．調査項目：1）大小落石（フェンス・擁壁の高さ・

強度不足、フェンス・擁壁なし）⇒ 調査：道路への近接度合い、転石の有無・大きさ・個数・浮き具

合、対策：継ぎ足し（原則 2m→3m）、補強、新設。2）中小規模岩盤崩落、オーバーハング⇒ 調査：道

路への近接度合い、崩落規模、亀裂状況、対策：工法検討。3）大規模岩盤崩落⇒ 調査：道路への近接

度合い、崩落規模、亀裂状況、対策工の有無、対策：工法検討。4）吹付けコンクリート劣化⇒ 調査：

劣化程度・範囲、対策：別工法を含めた対策工法検討。5）ロープネットの老朽化⇒ 調査：老朽化程度・

範囲、対策：別工法を含めた対策工法検討。6）フェンス・ロックシェッドなどの老朽化⇒ 調査：老朽

化程度・範囲、対策：別工法を含めた対策工法検討。２．ランク付けのための要素：1）想定される災害規模：

①大規模岩盤崩落、②中小規模岩盤崩落、③落石大、④落石小。2）想定される災害頻度：①大、②中、

③小。3）道路災害発生可能性：①極めて強い、②強い、③やや強い、④やや低い。a)道路への近接度合

い：①極めて近い、②近い、③やや遠い、b)斜面の傾斜：①極めて急、②急、③やや緩い、c)崩落高さ：

①極めて高い、②高い、③やや低い、d)ポケット有無：①ほとんど無い、②少し有る、③ある程度有る、

e)既設対策工有無：①無い、②極めて不十分、③ある程度有効、f)過去の崩落有無：①しばしば有る、②

有る、③無い。３．ランク付け：1）詳細調査の緊急性：A 大至急、B なるべく早く、C やや余裕あり、D ほ

ぼ今までの調査でよい。2）対策の緊急性：a 大至急、b なるべく早く、c やや余裕あり、d 不明（調査結

果待ち）。以上の評価方法を適用した結果を別表に示す（図-1､2、表-1～3）。教訓：点検・評価結果が一

時的な利用に終わり、後へ継続・蓄積されにくい。データベース作成が期待される。
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図-1 点検管理箇所（北部）
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表-1 過去の点検結果
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表-2 緊急性ランク表

3）風化切土・自然斜面の点検維持管理の頻度向上と高度化が必要

【事例 1-1④】 2006 年 7 月、国道 161 号 敦賀市駄口

【事例 1-1④】参照。

【事例 1-7③】 1999 年 9 月、国道 8 号 大谷地区
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道路横の自然斜面で幅 15m、高さ 20m の小規模な表層崩壊が生じた。道路は高架区間となっており、

崩壊は高架の下部まで及んだ（写真-1）。地質：堆積岩、平面図：図-1、断面図：図-2。斜面崩壊原因：1）

表層土（崖錐堆積物）が経年的な風化の進行・緩みにより、土砂の強度低下が進行して表層崩壊したと

推定した。甲楽城断層延長線に近い場所である。応急対策：1）高架区間なので当面は道路の安全性の問

題はない。高架橋の基礎にも当面の問題はない。恒久対策：1）斜面勾配が急なので、放置すると崩壊箇

所が拡大する可能性が高い。高架橋の橋脚や基礎にも影響する恐れがある。2）全体的に急傾斜の地形な

ので切土はできない。3）法枠とグラウンドアンカーまたはロックボルトを基本とする（図-3）。4）でき

れば横断方向の弾性波探査とボーリングを追加して、対策工法選定の詳細な検討を行う。教訓：風化に

よる斜面の劣化の把握が必要である。

写真-1 崩壊状況                  図-1 平面図

図-2 対策工（案 2：法枠＋グラウンドアンカー）

【事例 1-7④】 2001 年 10 月、福井大森河野線 福井市上一光、一光トンネル上一光側坑口部

高さ約 20m、延長約 15m、崩壊土砂量約 150m3 の岩盤崩落により、スノーシェルターと道路施設が破

損した（写真-1～3）。地質：砂岩・礫岩・頁岩・弱いシルト岩層、平面図：図-1、断面図：図-2。崩壊発

生原因：1）典型的な流れ盤であり（図-2）、今回の崩落部分下部に粘土状の弱いシルト岩層がある。2）1）



149

の弱いシルト岩層からの漏水により、恒常的な地下水位はない。3）崩落面には、崩落以前からの古い亀

裂面が多数認められた（図-5）。崩落箇所上部に風化した不安定岩塊が存在し、移動量も観測されたので

相当緩んでいる。4）FEM 安定解析によると、今回の崩落面上部に数 m の亀裂が入ると、1）の弱いシル

ト岩層がせん断破壊する。5）今回の崩落面の亀裂に流入した降雨表流水や降雨浸透水による静水圧や凍

結により亀裂が拡大し、崩壊前日の降雨を直接の誘因として崩壊したと推定される。対策：1）下部の弱

いシルト岩層を通る深い大規模な崩壊が想定されるので、法枠とグラウンドアンカーなどの対策工を提

案した。教訓：切土斜面の維持点検管理の頻度向上と高度化が必要である。

写真-1 全体の崩壊状況

写真-2 スノーシェルターの破壊状況         写真-3 崩壊面の状況

図-1 平面図                   図-2 断面図
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図-3 弾性波探査結果       図-4 ボアホールカメラによる撮影結果の例

図-5 崩壊面の観察結果

4）斜面下部の空き地の堆積物を定期的に除去してポケット機能を維持

【事例 1-1⑦】 2007 年 7 月、国道 305 号 丹生郡越前町玉川

【事例 1-1⑦】の図-1 に示すように、斜面下部の空き地（ポケット）は斜面防災上で貴重な資源である。
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崖錘堆積物などを定期的に除去してポケット機能を維持する。

5）小規模崩落の通報や維持管理における住民協力体制が重要

【事例 1-6③】 2009 年 1 月、国道 305 号 丹生郡越前町厨

【事例 1-6③】で、小規模崩落段階で住民からの通報があり管理者の早期対応ができた。

6）劣化した法面対策工の評価・補修が必要

【事例 1-7⑤】 2009 年 11 月、国道 8 号 敦賀市阿曽地内

大型トレーラーが海岸側斜面に転落し、グラウンドアンカーのヘッド 2 箇所、法枠フレーム 8 箇所、

ロックボルト 27 本を損傷させた（トレーラー運転手が軽傷、写真-1､2）。これらの法面工の復旧方法が課

題となった。１．グランドアンカー損傷（2 本）：1）A14、B16 の両方とも、目視確認では支圧板のずれ・

損傷が全く認められないことから内部の損傷はないと判断した。したがって、アンカーの緊張試験を行

う必要はない。2）対策は損傷したヘッドキャップ、ジョイントプレートの交換のみでよい。定着具にあ

る錆は除去する。3）今後１年間は、半年に 1 回程度、変状がないかを確認（出来ればヘッドキャップを

外して）しておく方がよい。２．法枠工の損傷（梁 6 箇所、鉄筋挿入 25 本）：1）鉄筋挿入工について、

定着板が少しでも動いたものは施工をやり直すべきである。鉄筋が少しでも抜けた場合、全く動かない

状態である付着力ではなく、変形を生じる摩擦力で抵抗する状態になっている。仮に引き抜き試験によ

り強度を確認できたとしても、変形を許すことになるため、当初の設計条件とは異なる可能性がある。

鉄筋周囲のモルタルも破損している可能性が高いので、防食効果も低下しており、融雪剤や波の塩分が

浸入する恐れもある。2）定着板が動いていない鉄筋挿入工（キャップのみの破損）については、キャッ

プのみの交換でよい。鉄筋と防錆材に隙間が生じて防錆効果が低下している可能性があるので、キャッ

プを外して防錆材の状況を確認しておく。3）鉄筋応力に影響の少ない法枠梁部分の損傷（鉄筋の付着が

確認され、法枠梁断面のみが欠損している部分）については断面補修でよい。4）鉄筋が切断、または露

出・変形している法枠梁部分の損傷については、鉄筋挿入工からの荷重がかかる範囲（十字形）を取り

壊してやり直す必要がある。5）変形した鉄筋は、その部分を切除し、既設鉄筋に継手長を確保できるま

ではつり取ってその部分を新たに構築する。はつりの際に鉄筋挿入工に振動を与えないように留意する。

教訓：本事例の法面工は数年前に施工されているが、老朽化した法面工の評価・補修に参考となる。

写真-1 福井新聞記事（左下がトレーラー）
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写真-2 代表的な損傷状況

図-1 平面図             図-2 断面図（損傷したグラウンドアンカー）
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図-3 断面図（損傷した法枠）            図-4 地層断面図

図-6 既設アンカーの詳細            図-7 既設鉄筋挿入工の詳細

7）橋梁点検において橋脚基礎地盤にも注意

【事例 1-7⑥】 2008 年 6 月、国道 157 号 東山橋橋脚基礎部 勝山市北谷町東山

橋脚基礎近傍で斜面崩壊が発生した（写真-1～3）。橋脚基礎の安定性が問題となり交通開放が課題とな

った。地質：砂岩・頁岩の互層（図-4､5）、平面図：図-2､3、断面図：図-1,4､5。崩壊発生原因：次の要因

が重なった斜面の劣化と推定。1）建設当初から表層崩壊が発生していたようである。2）流れ盤であり、

頁岩の風化が特に進行している（図-4､5）。3）斜面下部の河川浸食による不安定化（図-1）。4）道路や橋

脚上部からの降雨表流水の斜面への流入。応急対策：1）橋脚基礎近傍の岩盤亀裂にモルタル充填（雨水

浸透防止、写真-4）。2）斜面崩壊の拡大を防止するためラス網入りモルタル吹付け（吹付け施工までは雨

水浸透防止のため斜面崩壊面をブルーシートで覆う）。3）橋脚付近と上部法面からの降雨表流水が斜面

に流れないように、パイプ・サニーホースなどで安全な箇所まで排水。4）朝・昼・夕方にレベルで基礎

付近の高さの変動を計測監視。5）走行試験として、土砂積載大型ダンプトラックを走行させて、レベル

で基礎付近の高さの変動を計測する。6）以上の措置のうえで当分の間、片側交互通行とする。恒久対策：

1）側線とボーリング孔の配置（図-2,3）。2）調査結果：ボーリングとボアホールカメラ（図-6、弾性波

探査とボーリング（図-7､8）、地層断面の想定（図-4､5）。3）想定される崩壊パターン（図-9）と対策工

の基本方針（図-10）、4）地盤定数の推定（図-11）、5）グラウンドアンカーの配置と定着位置の確認（図

-12、ボアホールカメラ）。6）グラウンドアンカー緊張力の決定：①常時の必要力（図-13）、②地震時の

必要力、③斜面の剛性不十分のため、アンカー緊張力による地盤の変形をチェック（FEM、図-14）、④地
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震時支持力確保のための鉛直アンカー設置（図-15）、⑤①～④を考慮して、常時の必要力をアンカー緊張

力に決定。7）グラウンドアンカーの平面配置（図-16）。教訓：橋梁点検における橋脚基礎地盤に注意。

写真-1 崩壊状況       写真-2 橋脚基礎部の崩壊状況

写真-3 崩壊面の状況（土砂部） 写真-4 橋脚基礎近傍の岩盤亀裂にモルタル充填（雨水浸透防止）

図-1 全体の断面図（既往の資料、崩壊は左側斜面）
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図-2 平面図（崩壊箇所と方向の可能性）  図-3 既往ボーリングと新規ボーリングの配置

図-4 地層の想定（図-2 ①－①‘ 断面）

図-5 地層の想定（図-2 ③－③‘ 断面）
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図-6 ボアホールカメラの結果

図-7 弾性波探査結果（図-2①－①` 断面）   図-8 弾性波探査結果（図-2③－③` 断面）

図-9 想定される崩壊パターン    図-10 対策工の基本方針（グラウンドアンカーと掘削除去）
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図-11 地盤強度定数（既往資料と逆算）   図-12 ﾎﾞｱﾎｰﾙｶﾒﾗ結果などを利用したｱﾝｶｰ定着位置確認

図-13 グラウンドアンカー緊張力の計算

図-14 グラウンドアンカー緊張力による変形量の FEM 計算
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図-15 地震時支持力不足対応の後施工鉛直アンカー

   図-16 グラウンドアンカーの平面的配置
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8）花崗岩斜面の風化に注意、法枠間の被覆も重要

【事例 1-7⑦】 2017 年 12 月、主要地方道武生美山線 福井市蔵作町

切土斜面で幅 50m・長さ 60m 程度の大規模な斜面崩壊が発生した（図-1、写真-1～4）。大規模崩壊前

に部分的な崩落が生じた段階で伸縮計を設置し、斜面崩壊時期をほぼ正確に予測できた事例である。斜

面崩壊時期と降雨の関係が、降雨による災害採択の基準（最大 24 時間雨量 80mm 以上など）を満たさな

かった（図-4）。一時の降雨などを直接の原因としない、風化が進行した斜面の地すべりの事例である（図

-25）。地形：図-8、地質：花崗岩（図-7）、平面図：図-9、断面図：図-24。変状発生原因：1）リニアメ

ントに挟まれた、地質的に揉まれた地すべり地域である（図-5､6）。2）1）により破砕帯が形成され地下

水が供給されやすい状況であった。3）花崗岩の風化が進行して斜面の劣化が進行していた。4）1）～3）

を素因として、降雨水や融雪水の斜面内への流入により地下水位が上昇したことが誘因となって崩壊に

至ったと推定。5）破砕帯での逸水によると推定されるが、降雨などによる明瞭な地下水位上昇は観測さ

れていない。6）現地踏査（図-10～12）による変状箇所の把握、定点観測（図-13、14）により地すべり

の範囲を確定した。7）鉛直ボーリング（図-15）、パイプひずみ計（図-16～18）におけるひずみ、弾性

波探査（図-20､21）により、全体的なすべり面位置を把握した。8）当初は、鉛直ボーリング BV29-1、

BV29-2 の結果からすべり面位置を想定していたが、国土交通省の指導により BV29-3 を追加し、末端部

すべり面位置が把握され、風化岩地すべりとして国の災害復旧事業の対象となった（当初は、作業者の

安全のために崩壊区域内でのボーリングを実施しなかったが、崩壊数ヶ月後に BV29-3 を追加した）。9）

当初は崩壊区域内でのボーリングを実施できなかったため電気探査で地下水位の把握を試みたが、明瞭

な地下水位を把握できなかった（図-22）。応急対策：1）既設の橋梁と市道を利用した緊急の迂回道路が

設置された（1/8～3/7）。2）斜面崩壊箇所の道路は閉鎖され周辺への影響もなかった。3）大型車が通行

可能な、対岸への仮橋を含む鵜飼い道路が設置された（3/8～）。恒久対策（図-27､28）：対策工法を比較

検討し、今回の斜面崩壊箇所の周辺に地すべり地形が多数みられることから（図-8）、新たに迂回道路を

建設することとなった（図-28 第 5 案）。教訓：1）花崗岩の風化による斜面安定性の低下。2）早期の伸

縮計設置による崩壊時期の予測。3）斜面崩壊直後は当該個所の斜面は不安定であるが、1 ヶ月程度経過

すると崩壊面からの排水が進んで地下水位が低下するため斜面は安定な状態になる。

図-1 位置                  図-2 発生経緯
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写真-1 発生の経緯

写真-2 発生の経緯
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写真-3 発生の状況

写真-4 発生の状況

図-3 崩壊時期の予測
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図-4 降雨の状況

図-5 リニアメント
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図-6 リニアメント

図-7 地質
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図-8 地形

図-9 調査項目
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図-10 周辺状況踏査

図-11 周辺状況踏査（変状の範囲）
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図-12 湧水の状況

図-13 定点観測の配置
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図-14 定点観測の結果

図-15(a) ボーリングコア観察（BV29-3 掘削以前）
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図-15(b) ボーリングコア観察（BV29-3 追加）

図-16 パイプひずみ計観測結果
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図-17 パイプひずみ計観測結果

図-18 パイプひずみ計観測結果
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図-19 伸縮計観測結果

図-20 弾性波探査の結果
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図-21 弾性波探査の結果

図-22 電気探査の結果
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図-23 孔内地下水位の状況

図-24 すべり面位置の推定
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図-25 地すべりブロックの妥当性（(社)日本地すべり学会：地すべり地形 地質的認識と用語）

図-26 地すべりの発生原因
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図-27 対策工案（その 1）

図-28 対策工案（その 2）

【事例 1-7⑧】 2018 年 3 月、一般県道越前織田線 越前町道口

約 20 年前に斜面崩壊後の対策として施工した斜面上部の法枠部分全体が崩落した（幅 40m、長さ 50m

程度）。下部のモルタル吹付け工部分はほとんど変状がなかった（写真-1～7）。恒久対策までの暫定対策
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として、崩壊発生 3 日後から上部（法肩など）斜面整形・下部（崩壊面内）掘削・ラス網張りが実施さ

れた（表-1）。崩壊発生 30 日後に、崩壊面内で表層崩壊と大きな亀裂が生じた（写真-10）。4）斜面崩壊

時期と降雨の関係が、降雨による災害採択の基準（最大 24 時間雨量 80mm 以上など）を満たさなかった。

降雨などを直接の原因としない、風化の進行による斜面崩壊の事例である。地質：花崗岩、平面図：図-3、

断面図：図-4。調査結果：崩落場所付近の地表面近くの地層は花崗岩が風化してマサ土の状態で分布して

おり、大小の礫が浮石・転石状態で残るとともに、地表面は風化により粘土化している部分もある（図-5､

6、写真-8）。崩落斜面下部にモルタル吹付け（道路開通は 30 年程度前、モルタル吹付の施工時期は不詳）、

斜面上部に法枠（フリーフレーム、アンカーなし）が 20 年程度前に施工されており、今回は法枠部分全

体が崩落している。崩落部分の厚さは 5m 程度と推定されている（図-4）。法枠の枠内にモルタル吹付は

なかった。崩落前の写真では法枠部分に大量の樹木が繁茂している（写真-9）。崩落個所下部のモルタル

吹付け部分は上部法枠部分の崩落により小段の法肩が部分的に破損しているが、モルタル吹付け部分全

体としては安定した状態である（写真-5）。崩落個所上部でのボーリング結果から、地表面から 1.9m：表

土、1.9～4.7m：固結度の低いマサ土、4.7～7.5m：固結度中のマサ土、7.5～12m：固結度の高いマサ土、

12m～：風化花崗岩となっており、地表面に近いほど風化が進んでいる（図-6、写真-8）。弾性波探査の

結果、地表面から 3～5m 程度の厚さで弾性波速度 0.4km/sec 以下のマサ土、その下に数 m の厚さで弾性

波速度 0.4～0.5km/sec の強風化花崗岩が、崩落した法枠部分全体にわたり存在している（図-5）。崩落個

所下部のモルタル吹付け部分の地山の弾性波速度はほぼ 0.8km/sec 以上となっており、モルタル吹付け部

分の地山の風化は、法枠部分ほどには進行していない（図-5）。崩落個所のすべり面の上半分程度は粘土

化しているようであり、すべり面の下半分程度はマサ土の状態と見られる。崩落土砂はマサ土であり、

風化で残った大小の多量の礫が含まれている。今回の崩落は、固結度の低いマサ土で、弾性波速度

0.4km/sec以下のマサ土と、弾性波速度 0.4～0.5km/secの強風化花崗岩の境界付近で発生したとみられる。

今回の崩落前の降雨状況は、3 月 23 日の午前 1 時までに 78.0mm の連続雨量が観測されている（図-2）。

崩落前 14 日間は積雪深さ 0 となっている。崩落斜面下部のモルタル吹付け部分で少量の湧水が観測され

ている。崩落個所上部の伸縮計、パイプひずみ計、地下水位計の変化はほとんどなかった。崩落の原因：

崩落場所付近は花崗岩の風化が進んでマサ土化しており、崩落個所上部から降雨水が浸透しやすい地

形・地質であった。崩落した法枠の間はモルタル吹付されていなかったため、降雨水が浸透しやすい状

態であった。法枠の間に樹木が繁茂していたため、樹木の根が侵入してマサ土を緩めたり、樹木の根が

腐ることで、マサ土部分の風化をさらに進行させた可能性がある。これらが長年継続することによりマ

サ土の風化や地山の劣化が進行した可能性が高い。降雨浸透水が、モルタル吹付け部分の上部（法枠部

分の下端）で一時的に滞留して、この部分の地山の劣化を促進した可能性も考えられる。平成 7 年に斜

面上部が一度崩落している。上記の風化作用が長年にわたって継続して安定限界となっていた状態で、

降雨を誘因として崩落した推定される。したがって、今回の崩落は地すべり分類における「風化岩地す

べり」に属すると判断される。このような、花崗岩の「風化岩地すべり」の事例は全国的にもいくつか

見られている。斜面崩壊発生 30 日後の、崩壊面内で表層崩壊と大きな亀裂が生じた原因は、崩壊面の降

雨表流水が崩壊面の中央部（凹部）に集中して崩壊面内の地下水位が上昇したことによると推定。応急

対策：崩壊面にブルーシート設置、ブルーシート押えのネット設置、崩壊面からの落石対策としてブル

ーシート下にラス網を再設置（図-11）。パイプひずみ計、地下水位観測、伸縮計（図-7）、定点観測、降

雨量基準に基づく計測管理。恒久対策（図-9～11、写真-12）：花崗岩の風化抑制のための遮水が基本方針。
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崩壊部分上部の整形と吹付け。法枠＋鉄筋挿入工。法枠の間は遮水工として防草マルチング吹付け。下

段のモルタル吹付け部分は補修してそのまま利用。教訓：花崗岩では法枠の間を通常の緑化としておく

と、降雨表流水が斜面内に浸透して花崗岩の風化を促進するので法枠間の遮水が重要。斜面下段のモル

タル吹付け部分は法枠部分ほどは風化が進行していない。防災カルテはモルタル吹付け部分に注目して

法枠部分の風化に注意していない（図-8）。

表-1 経緯                  図-1 位置

図-2 降雨状況               写真-1 崩壊前の状況

写真-2 崩壊直後             写真-3 崩壊直後（崩壊面内）
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写真-4 崩壊直後

写真-5 崩壊直後

写真-6 斜面上部の段差・亀裂
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写真-7 崩壊後の状況 崩落土砂撤去、法肩整形、崩壊面内排土

図-3 平面図                   図-4 断面図

図-5 弾性波探査結果
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図-6 鉛直ボーリングと N 値

写真-8 鉛直ボーリングコア
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図-7 伸縮計と鉛直ボーリング位置

図-8 防災カルテ

写真-9 崩壊前の植生状況



181

写真-10 3/25 崩壊から時間経過後の崩壊面内変状

写真-11 応急対策                             図-9 恒久対策平面図

図-10 恒久対策断面図



182

図-11 防草マルチング工法        表-2 地すべりによる地すべり防止施設災害の採択範囲

写真-12 恒久対策（法枠）完成後。吹付モルタル小段部は鉄筋挿入工で補強（2020 年 7 月完了）

1-8 管理、計測管理

1）岩盤崩落の予測が困難なので計測管理を検討

【事例 1-7①】 1989 年 7 月、国道 305 号 越前町玉川地先

【事例 1-7①】におけるように、岩盤崩落の予測は困難なので計測管理を検討する。
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2）局所的なわずかな変状でも、抜き板などによる簡便な計測を採用

【事例 7-1⑤】 2007 年 10 月、国道 8 号 道の駅河野

【事例 7-1⑤】におけるように、局所的なわずかな変状でも、抜き板などによる簡便な計測を継続する

と大規模な変状を早期に把握できる。

3）交通開放基準の参考例

【事例 1-1③】 1999 年 6 月、国道 8 号 大谷第一トンネル

【事例 1-1③】参照。

【事例 1-5②】 1999 年 8 月、国道 27 号 三方町気山地先

【事例 1-5②】参照。

4）避難基準の参考例

【事例 1-4⑥】 1998 年 2 月、宮崎村熊谷地区

【事例 1-4⑥】参照。土石流に対する住民避難。

【事例 3-3⑤ 】1998 年 7 月、福井市 下一光採石場

【事例 3-3⑤】参照。土石流に対する住民避難。

【事例 1-8①】 1997 年 7 月、鯖江市入町地区（平和台）

幅 80m・長さ 70m 程度の大規模な地すべりが発生しかかり、斜面下部の 31 所帯が避難した（写真-1～

7、図-3~6）。住民避難・解除基準を中心とする検討会が設置された。地質：礫混じり粘性土、安山岩・火

山礫凝灰岩、平面図：図-1、断面図：図-2。地すべり発生原因：連続降雨（5 日間累積雨量 150mm）によ

る地下水位上昇、斜面下部の市道での下水道掘削工事を誘因として、以前から生じていた地すべりが活

動したと推定された。避難基準：地すべり下部の市道側部の擁壁にコンクリートブロック 80 個を設置し

て擁壁を押え、次の条件で避難勧告を解除することを提案した。1）避難対象区域の設定：31 所帯・101

人 。2）再避難の条件：①大雨警報が発令されたとき、②伸縮計変位量が 3mm/h 以上で 2 時間以上継続

したとき（警報ブザー・サイレン）。3）再避難解除の条件：③大雨警報が解除されて②の条件以下のと

き、④伸縮計変位量が 0.5mm/h 以下で 24 時間以上継続したとき、⑤専門家の確認。応急対策：1）今回

活動した地すべり下端の道路で施工していた下水道掘削部分の補強・埋め戻しを至急行う。2）市道側部

の擁壁にコンクリートブロック 80 個を設置して擁壁を押える。恒久対策：図-7。1）地すべり上部排土工、

排水ボーリング、グラウンドアンカー。2）地すべり上部排土工の終了時点で避難解除とする提案もあっ

た。3）住民聞き取り調査から地すべり範囲が下部の広範囲の住宅地に及ぶ可能性もあり、今後の監視を

行う。教訓：1）斜面下部での掘削工事に注意する。2）避難基準の参考例である。
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写真-1 地すべり頭部の亀裂      写真-2 西側擁壁の亀裂

写真-3 地すべり下部土間コンクリート浮き上がり 写真-4 東側階段の古い亀裂

写真-5 電柱の傾き         写真-6 末端部の土質

写真-7 末端市道より下部の擁壁はらみ          図-1 平面図
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図-2 地質断面図

図-3 地下水位の経時変化

図-4 伸縮計データの経時変化
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図-5 パイプひずみ計データの経時変化
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図-6 孔内傾斜計データの経時変化

図-7 対策工の断面図

5）道路管理区域外の管理者との情報交換による斜面上部を含めた道路維持管理

【事例 2-1①】 2004 年 6 月、国道 8 号 敦賀市金ヶ崎町

【事例 2-1①】におけるように道路管理区域外の浮石・転石の処理に対して、区域外の管理者との情報

交換により斜面上部を含めた道路維持管理を行う。

6）災害防止のための全ての関係者からなる対策検討と避難体制

【事例 1-4⑥】 1998 年 2 月、宮崎村熊谷地区

【事例 1-4⑥】参照。土石流に対する住民避難。

【事例 1-8①】 1997 年 7 月、鯖江市入町地区（平和台）

【事例 1-8①】参照。地すべりに対する住民避難。

【事例 3-3③】 1998 年 7 月、福井市下一光採石場

【事例 3-3③】参照。土石流に対する住民避難。
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1-9 設計・施工

1）切土は標準勾配だけでなく土質試験や弾性波探査を実施して慎重に設計

【事例 1-4④】 1986 年 3 月、福井市本堂町

【事例 1-4④】におけるように融雪時期の地下水位上昇を考慮した切土勾配の設計が必要である。

【事例 1-2③】 2011 年 3 月、桝谷ダム管理用道路

【事例 1-2③】におけるように斜面の風化を考慮した安全側の切土勾配の設計が必要である。

【事例 1-2①】 今立

【事例 1-2①】におけるように崩積土地形などを考慮した切土勾配の設計が必要である。

【事例 1-9①】 2000 年 1 月、丸岡町上久米田採石場

砕石場の掘削斜面で 2 回の斜面崩落が起こり、1 回目の崩落土の処理を行っていた採石場職員 1 名が 2

回目の崩落で犠牲となった（写真-1～7）。地質：緑色岩・チャートの破砕帯、平面図：図-1、断面図：図

-2。斜面崩落原因：1）岩盤上の風化した表層土砂の崩落である。2）斜面上部に 2 年程前からクラックが

生じていた（写真-2､3）。小規模な崩落が過去に生じていた（図-3）。3）三軸圧縮試験結果 cd 30kN/m2、

φd=30.4°）。5）無限斜面へのモデル化（図-5）、表層土厚さ 8.3m は既往断面図の平均、無限斜面の安全率

を 1 とする地下水位は 3.8m であり、実際に起こりうる数値である。6）1 月 21～22 日に降雪、1 月 21～

24 日に積雪があった。1 月 24 日に気温上昇があり融雪が生じたと推定。7）1）、2)のように不安定な状態

にあった表層内で地下水位が融雪により上昇し、今回の表層土砂部の大規模な崩落が生じたと推定した。

教訓：1）斜面上部にクラックが生じた時点か、過去に崩落が生じた時点で安定勾配で掘削するなどの対

処が必要であった。2）切土勾配の慎重な決定。3）斜面崩壊が生じた後の 2 次的な崩壊に注意する。

写真-1 崩落前        写真-2 崩落前の斜面上部の亀裂（上部から撮影、2 年ほど前）

写真-3 崩落前の斜面上部の亀裂（上部から撮影、2 年ほど前） 写真-4 崩落前の斜面上部
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写真-5 1 月 24 日の第 1 回崩落直後     写真-6 1 月 24 日の第 2 回崩落直後

写真-7 1 月 27 日の状況            図-1 平面図

図-2 断面図（関西電力提供）          図-3 断面図（関西電力提供）



190

図-4 掘削計画と推定断面図           図-5 安定計算の断面図

2）調査・設計における道路安全性の客観的基準の確立

【事例 1-7①】 1989 年 7 月、国道 305 号 越前町玉川地先

【事例 1-7①】で、調査・設計における一般的な安全性を求める基準が課題となった。

3）景観保全と斜面安全性の両立

【事例 1-7①】 1989 年 7 月、国道 305 号 越前町玉川地先

【事例 1-7①】で観光のためにバイパストンネル建設ができない経緯があった。

【事例 1-5③】 2004 年 7 月、福井市安波賀町 朝倉氏遺跡

【事例 1-5③】で遺跡保存と安全性を両立させる設計が必要であった。

【事例 1-9②】 2008 年 3 月、福井市安波賀町 朝倉氏遺跡

遺跡内の「つづら折れ水路」付近で表層崩壊が発生した（写真-1～4）。地質：風化土砂・変朽安山岩、

平面図：図-2、断面図：図-1,2。崩壊発生原因：1）沢部の末端斜面であり浅い層は軟弱な土砂が堆積し

ている（図-1 Dt1､Dt2 層）。地下水が集まる地形である。崩壊斜面は戦国時代に形成されたと推定され

るが、遺跡が発掘されるまで埋もれていたため崩壊が生じなかったようである。2）融雪水や降雨水によ

る斜面内地下水位の上昇により風化表層土が崩壊したと推定した。応急対策：1）すでに実施されていた

植生土のうによる崩壊面の押えの範囲を拡大（写真-3）。2）崩壊面上部の段差付近をブルーシートで覆う。

3）斜面上方にある貯水池（図-2、写真-5）の水を水中ポンプで排水するとともに、不透水シートを敷い

て溜まり水の地下浸透を抑制する。4）つづら折れ水路付近から大量の湧水が見られたが、遺跡保全のた

め応急対策はできなかった（写真-3）。5）翌年の植樹祭の修景のため、植生マットで崩壊部分を一時的に

覆う。恒久対策：1）遺跡の保存が最優先される。2）斜面内の地下水位をできるだけ上昇させないため

次の対策を行う。①降雨表流水を地下に浸透させないように水路を整備する（図-4～7）。②崩壊斜面直上
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の平坦部表面を不透水にする（図-8）。③斜面上方にある貯水池の底部や側面を不透水にする（図-3）。④

排水ボーリングを実施する（図-9）。3）崩壊部分の補強：①斜面安定計算（図-11)。逆算で Dt1 層の c､φ

を決定。計画安全率 1.2 を満たす必要抑止力＝0.8kN/m。②ジオファイバー工法と比較して木杭工法を採

用した（図-12）。斜面崩壊部分を除去した後、版築工法で元の斜面形状に修復し表層を植生シートで覆う

（ 図 -13 ､ 14 ）。 ③ 木 杭 の 設 計 ： 木 杭 の 必 要 断 面 積 ＝ 必 要 抑 止 力 ／ 木 杭 せ ん 断 強 度 ＝

0.8/(7.8×103kN/m2)=10-4m2 ⇒奥行き 1m 当り 0.012 本。木杭間の土のすり抜け防止のため直径 10cm の杭

を杭芯間隔 20cm で配置（実際には千鳥配置）。④木杭の施工状況（写真-6～10、図-14～16）。⑤版築の施

工状況（写真-11～15）。⑥版築の下層には排水材を敷設（写真-12､13）。4）つづら折れ水路の修復（図-17､

18、写真-16～21）。5）崩壊斜面下部の修復（写真-22）。6）修復完了後と整備時の比較（写真-23､24）。

教訓：景観を考慮しながら総合的な斜面安定対策が実施された。

写真-1 崩壊部の全体的な状況    写真-2 崩壊直後の状況と崩壊領域（赤線）

写真-3 土のうによる押さえ（赤枠は大量湧水箇所）  写真-4 崩壊上部の段差

図-1 地層断面図
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図-2 平面図（赤：崩壊部分、右の青：貯水池）

写真-5 園路、斜面上部の貯水池    図-3 斜面上部の貯水池の水の地中浸透防止対策
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図-4 水路と流域面積

図-5 排水路・施設の変更           図-6 排水路・施設
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図-7 排水路・施設

図-8 崩壊斜面直上の平坦部表面の不透水化     図-9 排水ボーリングの配置
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図-10 排水ボーリング施工後の地下水位の低下         図-11 安定計算

図-12 木杭とジオファイバー工法の比較
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図-13 斜面修復の基本方針           図-14 斜面修復の基本方針

写真-6 木杭施工状況（千鳥配列）    写真-7 木杭施工状況（先行掘削）

写真-8 木杭施工状況（エアハンマー打設） 写真-9 木杭施工状況（鉄筋棒による地層確認）
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図-15 木杭の配置計画            図-16 最終的な木杭の配置

写真-10 木杭の施工終了         写真-11 版築の施工（版木の設置）

写真-12 版築の施工（排水材設置） 写真-13 版築の施工（排水ボーリングのパイプと排水材接続）

写真-14 版築施工完了       写真-15 版築に表層粘土の貼り付け
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図-17 つづら折れ水路の破損状況       写真-16 つづら折れ水路の破損状況

図-18 つづら折れ水路の状況把握  写真-17 3 次元レーダー測量によるつづら折れ水路の状況把握

写真-18 つづら折れ水路の修復前   写真-19 つづら折れ水路修復（石の据え直しと底部修復）
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写真-20 つづら折れ水路修復（笏谷石据え直し） 写真-21 つづら折れ水路修復（植生マット敷設）

写真-22 崩壊斜面下部の修復      写真-23 つづら折れ水路修復完了後と整備時の比較

昭和 46 年               完了後

写真-24 斜面崩壊部分修復完了後と整備時の比較

4）計画断面だけでなく切土施工段階の安定性を考慮した施工

【事例 1-9③】 1990 年 5 月、国道 162 号 遠敷郡名田庄村納田終地係

切土掘削中の斜面表層が大規模に崩壊した。地質：表土・粘板岩・砂岩、平面図：図-1、断面図：図-2
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～6。斜面崩壊原因：1）崩壊の 5 日前まで 5 日連続のかなりの降雨があった。2）崩壊の半年前に伐採を

行っており樹木の根が表層地盤を緩めた可能性がある。3）施工の準備的な掘削が表層地盤を緩めた可能

性がある。4）表土・風化土の弾性波速度が小さく（図-2）、「道路土工指針」の標準的な法勾配の採用に

問題があった。標準的な強度定数を用いた円形すべり面法安定解析では必要な安全率を得られない。対

策：1）計画切土断面は表層部ではなく軟岩層に入っているので、当初の計画に従って掘削を行う（図-3

～6）。2）切土施工中に軟岩層の亀裂・強度などの確認を行う。教訓：計画切土断面が安全としても、途

中の切土施工段階の表層部の安定性を考慮した施工が必要である。

図-1 平面図              図-2 弾性波探査結果と切土勾配

図-3 崩壊状況と計画掘削面（その 1）     図-4 崩壊状況と計画掘削面（その 2）
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図-5 崩壊状況と計画掘削面（その 3）     図-6 崩壊状況と計画掘削面（その 4）

5）斜面下部の掘削による斜面崩壊に注意

【事例 1-8①】 1997 年 7 月、鯖江市入町地区（平和台）

【事例 1-8①】で地すべり下部を掘削したことが、地すべり活動開始の誘因となった。

6）斜面上部のクラック・小規模崩落で、安定勾配で掘削するなどの対処

【事例 1-9①】 2000 年 1 月、丸岡町上久米田採石場

【事例 1-9①】で、大規模崩壊の前に斜面上部のクラック・小規模崩落などの現象が見られた。

7）流れ盤での作業中の岩盤崩落に注意

【事例 1-9④】 大野市

モルタル吹付け作業中に小規模な岩盤崩落が発生し作業者が足の甲を失った（写真-1～3）。写真-2 の流

れ盤節理面上の岩塊（写真-1）が崩落した。教訓：作業中の、流れ盤での岩盤崩落に注意する。

写真-1 崩落前のオーバーハング岩塊  写真-2 崩落跡（流れ盤）   写真-3 崩落跡（流れ盤）
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8）掘削土砂の置き場所に注意

【事例 1-9⑤】 勝山市 林道

林道造成のための切土で発生した土砂を、切土と反対側の斜面に放置した。この土砂が降雨時に崩落

した。崩落土砂が斜面下部の杉植林箇所に流出し、直径 10cm 程度の杉（当時の価格約 1 万円／本）が約

1,000 本倒壊した（写真-1～3）。放置土砂内で、降雨により地下水位が上昇して崩壊したと推定された。

教訓：掘削土砂の置き場所に注意する。

写真-1 崩落面（盛土前の地山、    写真-2 上から見た状況  写真-3 下から見た状況

左上部に林道

1-10 対策工

1）押え盛土は地すべり対策として有効

【事例 1-1①】 1995 年 10 月、国道 8 号 道の駅河野

【事例 1-1①】参照。

【事例 3-3⑤】 1998 年 7 月、福井市下一光採石場

【事例 3-3⑤】参照。

2）排水ボーリングは位置の選定が重要

【事例 3-3⑤】 1998 年 7 月、福井市下一光採石場

【事例 3-3⑤】参照。

3）落石防護柵は小規模斜面崩壊にも有効

【事例 1-1④】 2006 年 7 月、国道 161 号 敦賀市駄口

【事例 1-1④】参照。

【事例 1-1⑤】 2007 年 3 月、国道 8 号 敦賀市江良

【事例 1-1⑤】参照。
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4）無人化ショベルは高価であるが、作業能力は高い

【事例 1-1⑦】 2007 年 7 月、国道 305 号 丹生郡越前町玉川

【事例 1-1⑦】参照。

5）斜面崩壊が生じた後の 2 次的な崩壊に注意

【事例 1-9①】 2000 年 1 月、丸岡町上久米田採石場

【事例 1-9①】参照。

6）急傾斜の崩壊面での対策工の施工方法に注意

【事例 1-10①】 2009 年 7 月、国道 158 号（旧道）福井市小和清水町

幅約 20m、高さ約 25m（崩落土砂量約 200m3）の斜面崩壊が発生して国道を埋めた（写真-1～11）。地

質：砂岩・凝灰岩（図-2）、平面図：図-1、断面図：図-2､3。崩壊発生原因：1）崩壊面を写真-2 A～E

部で表す。A 部はオーバーハング状に残っている（写真-5～7）。C 部面は B 部面とほぼ直交して斜面奥に

入っており、このクサビ状の亀裂面で挟まれた砂岩部分が崩落している（写真-4）。D､E 部はオーバーハ

ング状に浮いている（写真-8～11）。2）層理面は受け盤である（図-2）。3）崩壊前に、まとまった降雨は

ない。4）1）～3）から、風化した上部砂岩の緩みが進行してクサビ状崩壊を起こしたと推定した。5）

最初の崩落から約 1 ヶ月後、残っていた写真-2 A 部の右部分（C 部の上部）の表層土砂部分が崩落した

（写真-6）。応急対策：1）旧道で交通量が多くはないので、プレキャスト擁壁と土のうで片側通行とした

（写真-12）。2）対策工作業中の安全監視のために、D・E 部に玉コロ傾斜検知器を設置した。恒久対策：

1）写真-13：A～C 部は無人化施工で不安定部分を除去した後、吹付け法枠とロックボルトで対処した。

2）1）の施工完了後に、写真-2 D・E 部の下部にコンクリートの受け台を造成（写真-14、受け台荷重に

対する支持力・沈下と、受け台と D・E 部との隙間が生じない対策を検討）。教訓：1）急傾斜の崩壊面で

の対策工の施工方法。2）崩壊し残った不安定部分に対する調査・対策施工時の安全性確保。

写真-1 崩壊前                写真-2 崩壊直後
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写真-3 崩壊面と A～E 部     写真-4 B、C 部のクサビ状崩壊面

写真-5 下部 B 部と上部 A 部   写真-6 A 部右部分の 2 次崩壊

写真-7 A 部土砂部オーバーハング    写真-8 D 部

写真-9 D 部と E 部     写真-10 D 部背面亀裂（北側） 写真-11 E 部背面亀裂（南側）
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写真-12 応急対策：プレキャスト L 型擁壁と  写真-13 恒久対策：法枠とロックボルト（A～C 部）

土のう設置で片側交通開放

写真-14 恒久対策：コンクリート受け台（D、E 部）    図-1 平面図

図-2 崩壊断面のスケッチ             図-3 断面図
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図-4 弾性波探査の結果（測線は図-1）

7）崩壊し残った不安定部分に対する調査・対策施工時の安全確保

【事例 1-6③】 2009 年 1 月、国道 305 号 丹生郡越前町厨

【事例 1-6③】で、小規模崩壊部の法肩整形時に大規模崩壊が生じた。対策工は十分な調査検討実施後

に施工する必要がある。

【事例 1-10①】 2009 年 7 月、国道 158 号（旧道）福井市小和清水町

【事例 1-10①】で、十分な調査と監視により対策工の施工を行った。

8）落石の発生源対策と待ち受け対策のバランスで全体コストを最小化

【事例 1-1⑧】 2007 年 8 月、国道 305 号 丹生郡越前町玉川

【事例 1-1⑧】参照。

9）崩壊が上部へ進行しやすい場合の崩壊上部の対策工の選定に注意

【事例 1-4⑥】 1998 年 2 月、宮崎村熊谷地区

【事例 1-4⑥】参照。
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２．落石

2-1 調査、点検

1）簡便で精度の高い落石予知方法が必要

【事例 2-1①】 2004 年 6 月、国道 8 号 敦賀市金ヶ崎町

斜面から 0.4×0.4×0.3m の落石が普通乗用車の屋根に衝突した（写真-1～4、助手席同乗者 1 名が重傷）。

地質：砂岩・頁岩とそれらを覆う未固結の崖錐堆積物、平面図：図-1、断面図：図-2。落石原因：1）崖

錐堆積層上に浮石・転石が点在していた（写真-4､5、図-1）。2）今回発生した落石があった位置を特定し、

傾斜などの状況を把握した（写真-4、図-3）。3）トップリングの可能性は小さい（図-5）。4）一面せん断

試験などから求めた c・φ、原位置せん断試験から求めた c・φでは、落石がすべり出すために、0.2～0.6kN

の外力が必要である。5）降雨による地盤の緩みや表流水の影響、動物による可能性が挙げられた。6）

落石発生後の落下経路や運動を落石シミュレーションにより検討した結果、約 3％の確率で防護柵を越え

て道路に落下する（図-4）。7）崖錐堆積層の表層すべりの可能性が指摘された（図-2､6）。応急対策：立

木を利用した落石防護ネット設置、浮石・転石の分布を調査し（図-1）、容易に除去できるものは除去し、

交通規制。恒久対策：浮石・転石の固定、切土などの対策工を提案した。教訓：1）落石防護柵は法面へ

の直高で 2ｍ以上を確保する。2）簡便で精度の高い落石予知方法が必要である。3）斜面上の浮石・転石

などの点検頻度を高めることと、定期的な除去が必要。4）管理区域外の管理者との密な情報交換などに

よる、斜面上部を含めた道路維持管理が必要である。

写真-1 落石発生地点   写真-2 落石発生箇所の防護柵   写真-3 落下した石

写真-4 落石発生箇所の状況、上部赤円部にも塊状の浮石がある
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図-1 平面図

  

図-2 断面図（弾性波速度）          図-3 断面図（落石発生箇所）



209

図-4 落石シミュレーションの結果             図-5 安定図表

写真-5 落石発生斜面における浮石・転石の状況 図-6 落石発生斜面における不安定な表土層の分布

2）近傍に他の道路がある場合はロックシェッド上に防護柵が必要

【事例 2-1②】 2008 年 6 月、国道 8 号 赤萩ロックシェッド

約 0.3m 角の岩石が斜面からロックシェッド上に落下し、跳躍してロックシェッド下の国道 305 号に到

達した（写真-1～3）。平面図：図-1、断面図：図-2。原因：斜面上の転石の一部が亀裂の進行、周囲の土

砂洗掘などで不安定化して落下した。ロックシェッド上の落下位置・緩衝効果の不足により落石が跳躍

し、ロックシェッド上に防護柵がなかったため国道 305 号に到達したと推定された。ロックシェッド上

部斜面の調査で、現在のロックシェッドの設計で想定する以上の落石はないと判断された。応急対策：

ロックシェッド上にコンクリートブロック基礎で直高 2m の簡易防護柵を設置した（図-2、写真-4）。斜

面上部の大きな浮石はネットで覆った（写真-5）。教訓：ロックシェッド近傍に他の道路などがある場合

は、ロックシェッド上に落下防止の防護柵が必要である。
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写真-1 ロックシェッドと国道 8 号と 305 号 写真-2 国道 305 号からみたロックシェッド

写真-3 上部斜面の不安定な浮石

図-1 平面図          図-2 対策工（防護柵）断面図

写真-4 対策工（防護柵）       写真-5 発生源対策
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3）斜面上の浮石・転石などの点検頻度を高めて定期的に除去

【事例 2-1①】 2004 年 6 月、国道 8 号 敦賀市金ヶ崎町

【事例 2-1①】参照。

【事例 2-1③】 2004 年 11 月、国道 303 号 遠敷郡上中町熊川地先

2.5×2×1.9m の落石がワゴン車 1 台に衝突した（写真-1～3、死亡 1、重傷 1、軽傷 2）。地質：緑色岩・

チャートの破砕帯、平面図：図-1、断面図：図-2。落石発生原因：1）破砕帯でチャートが浮石・転石と

して残りやすい地質であった。2）落石発生箇所と推定される地点で、地盤の窪みと杉の傷から、落石は

杉に寄りかかっていたと推定された。杉の傷の高さ・長さと杉の傾斜・落石の沈下に対応がある（写真-4

～6）。傷は 4～5 年前にできたと推定される（森林管理課長）。3）1998 年の杉伐採作業時には巨石が杉に

寄りかかっていた状況はなかったことから（森林組合）、1998 年以降に、この状態が生じたと推定される。

4）当日の強風（東南東の換算風速約 10m）により、杉が揺すられて落石が発生した可能性が強い（図-3、

5）。落石が発生した後の落下経路や運動は DDA による落石シミュレーションにより検証されている（図

-5）。対策：浮石・転石の分布を調査し（図-6）、除去できるものは除去した。落石防護工、法面対策工を

実施した。教訓：1）平成 10 年の全国一斉斜面点検では、1 次点検（道路からの目視）で安全と判定され

斜面上部の点検が行われなかった。その後も斜面上部の点検は実施されなかったため、危険な状態の浮

石・転石を発見できなかった。近接した点検が必要である。2）斜面上部を含めた点検頻度を高める必要

がある。

写真-1 落石の自動車への衝突状況        写真-2 落石

写真-4 上部から見た落石経路    写真-5 落石の樹木への衝突
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写真-6 落下した石が寄りかかっていた樹木

図-1 平面図と落石痕跡            図-2 断面図と弾性波探査結果

図-3 降雨状況                 図-4 風速状況
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図-5 DDA による落石シミュレーション        図-6 浮石・転石の分布

4）落石防護柵は法面への直高で 2ｍ以上を確保

【事例 2-1①】 2004 年 6 月、国道 8 号 敦賀市金ヶ崎町

【事例 2-1①】参照。

2-2 充実した調査の事例

1）詳細調査による対策工法の軽減事例

【事例 2-2①】 1997 年 8 月、国道 8 号 敦賀市阿曽・黒崎地区

上記区間のロックシェッドの性能、斜面安全性、対策工法を調査検討した。地質：流紋岩（黒崎）、ヒ

ン岩（黒崎山体）、斑上安山岩（阿曽）、段丘堆積層。平面図：地形（図-1）、地質（図-2）、断面図：図-3。

状況：1）浮石・転石・露岩などの不安定岩塊の分布（図-4）。2）岩盤割れ目系（シュミットネット、図

-5）。3）崩壊地形の分布（図-6）。4）安定上の問題：a）変状地形や地形の乱れがない、b）受け盤、c）

割れ目間隔 1m 程度以下、d）風化帯が薄いことから、大規模な地すべりや岩盤崩壊の可能性は低く小規

模崩壊や落石が問題となる。5）落石の規模：例（図-7）。6）黒崎トンネル福井側坑口上方斜面の写真解

析（図-8～10）。7）落石エネルギーの評価（図-11～14）。8）既設ロックシェッドの耐力（図-15～17）。9）

落石シミュレーション（DDA 解析、図-18､19））。対策：1）DDA 解析結果に基づく既設落石防護工の評

価と補強工法の提案（図-20～22）、2）補強工法の例：図-23～25、3）中・大規模岩盤崩落の監視として、

2）の対策完了後に、黒崎トンネルの北・南坑口斜面に、図-26 に示す計測器（地中変位計、設置型傾斜

計）を設置して計測を行った。教訓：詳細な調査を行うことにより、対策工法を大幅に軽減できた。
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写真-1 空中写真     写真-2 阿曽ロックシェッド    写真-3 黒崎トンネル

写真-4 黒崎ロックシェッド 写真-5 黒崎側の法面

図-1 地形図
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図-2 地質分布

図-3 地質断面

図-4 不安定岩塊の分布
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図-5 シュミットネットによる亀裂解析

図-6 崩壊地形の分布
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図-7 不安定岩塊の例            図-8 立体写真測量による鳥瞰図の例

図-9 立体写真測量による断面図の例        図-10 立体写真測量の原理
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図-11 落石重量と比高差の分布           図-12 落石重量と衝撃力の分布

図-13 落石重量と落石エネルギーの分布       図-14 落石重量と落石速度の分布

図-15 既設阿曽ロックシェッド落石防止土堤  図-16 既設阿曽ロックシェッド標準断面
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図-17 黒崎ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞのランディング計画標準断面

図-18 DDA 解析結果の例（その 1）     図-19 DDA 解析結果の例（その 2）

図-20 DDA 解析結果のまとめ
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図-21 DDA 解析結果の評価

図-22 DDA 解析結果による既設防護工の評価
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図-23 対策工（その 1）            図-24 対策工（その 2）

図-25 対策工（その 3）            図-26 計測器の配置

2）詳細調査による予防保全の実施例

【事例 2-2②】 1997 年 7 月、国道 8 号 敦賀市杉津地区

巨石群からなる浮石・転石対策の検討を行った（写真-1）。平面図：図-1、地質：花崗岩。状況：標高

60～90m に、径 5ｍ以上の岩塊が多数点在する（図-1､2）。岩塊周辺の基質は土砂化して岩塊が不安定化

している。ボーリング結果によると基質は深部まで軟質化している。既設ロックシェッドでは対処でき

ないことから対策工が必要とされた。鋼製ロックシェッド（1979）：設計衝撃力 155tf。コンクリートロ

ックシェッド（1991）：同 67tf。想定衝撃力（径 2m、高さ 40m）1078tf。対策：落石対策設計便覧の工

法選択フローチャートに従って各転石ごとに、①静的破砕工、②張りコンクリート＋アンカー工、③張

りコンクリート＋ロックボルト工を選定した（図-2）。張りコンクリートの施工が困難であることから、

覆い式ロックネットに変更した（写真-2～4）。教訓：詳細調査による予防保全の実施例である。
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写真-1 空中写真                 図-1 概要

図-2 浮石・転石の分布と対策工           写真-2 浮石、転石の状況

写真-3 浮石、転石の状況         写真-4 浮石、転石の状況

3）部分的でなく場所全体を見た対策工法を検討

【事例 1-1④】 2006 年 7 月、国道 161 号 敦賀市駄口

【事例 1-1④】参照。
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【事例 2-2③】 2004 年 3 月、南越前町糠 長嶋地区

土砂崩壊が生じて落石が家屋を破損させるとともに、1 個が民家 2 階に飛び込んだ（写真-1～7）。検討

会で斜面災害対策工を検討した。地質：崩積土（礫質土）・安山岩、平面図：図-1､2、断面図：図-4,5。

検討結果：1）以前から土砂崩壊・落石が発生しており、崩積土層上に多数の浮石・転石が点在する（図-3）。

2）全ての浮石・転石について位置・サイズ・安定度を把握した（図-1､2）。3）既設の対策工（ポケット

式ロックネット・発生源対策など）の性能を評価した（図-6､7）。4）落石対策便覧に基づき、φ300mm

以上の浮石・転石について落石エネルギーを計算した（表-1）。5）質点系落石シミュレーションにより、

φ300mm 以上の浮石・転石について落石エネルギー・落石経路・跳躍量などを計算した（表-1）。2004

年 3 月 9 日の落石経路を再現して、落石シミュレーションの信頼性を検証した（図-8）。6）3）～5）に基

づき既設対策工での対処の可否を判定した（表-1、図-9､10）。7）既設対策工で対処できない落石につい

て、斜面下部に待ち受け式構造物（ジオロックウォール：補強土擁壁）を設置する。補強土擁壁下部の

既設コンクリート擁壁はアンカーで補強する（図-11～13）。補強土擁壁上部に跳躍対策の落石防護柵を設

置する。8）φ150cm 以上の浮石は発生源対策とする。9）表層崩壊については、7）のポケットで対処す

る（図-14､15）。2004 年 3 月 9 日の崩壊土砂量 V=400m3、崩壊幅 W=3.94×4000.336=29.5m、単位幅当り必

要ポケット面積 A=V/W=13.6m2。教訓：部分的でなく場所全体を見た対策工法の検討の事例。

写真-1 崩壊箇所（赤色）の航空写真

写真-2 崩壊前           写真-3 崩壊後
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写真-4 崩壊状況               写真-5 崩壊状況

写真-6 上部から見た崩壊面と防護柵      写真-7 落石が当たった民家

写真-8 防護柵の補強
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図-1 平面図と浮石・転石の分布

図-2 特に問題となる浮石・転石の分布
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図-3 過去の災害状況の分布

図-4 地質断面図             図-5 地質断面図
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図-6 既設の対策施設（平面）

図-7 既設の対策施設（断面）
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図-8 落石シミュレーションの検証（2004 年 3 月 9 日に起きた実際の落石災害の再現）

表-1 落石シミュレーションと落石対策便覧による落石エネルギーの評価
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図-9 表-1 の評価の具体例            図-10 表-1 の評価の具体例

図-11 ジオロックウォールの落石跳躍量評価  図-12 ジオロックウォールの落石跳躍量評価

図-13 ジオロックウォール       図-14 2004 年 3 月 9 日の崩壊土砂量（約 400m3）
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図-15 必要なポケット容量の算出方法
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３．盛土

3-1 基礎地盤の調査

1）仮設工事でも基礎地盤などの調査を確実に実施

【事例 3-1①】 2002 年 5 月、高浜町高森地係

軟弱な基礎地盤上の仮置き盛土（高さ約 24m）が幅約 130m、長さ約 110m の範囲で崩壊し、海岸の護

岸が海側に最大で約 10m 押し出され、前面の海底が沖合約 25ｍまで隆起した（写真-1～4）。地質：沖積

堆積物・埋立て土、平面図：図-1、断面図：図-4。崩壊発生原因：1）埋立て基礎地盤に軟弱な沖積粘性

土が厚く分布していた（図-4）。2）埋立て地盤上に仮置き盛土を行って（図-5）、埋立て地盤の極限支持

力を越す荷重を与えたため、軟弱な沖積粘性土層が破壊して海側に移動した（図-2､3）。3）降雨による仮

置き盛土重量の増加、浚渫土釜場の掘削による仮置き盛土の緩み、敷地北西部で護岸間際まで盛土した

ことなどは崩壊の誘因としての可能性がある。対策：1）円形すべり面法安定解析による安全率 1.05～1.1

を満たす高さ（仮置き盛土天端 EL.15.4～9.5m）まで仮置き盛土を搬出する（図-6）。2）護岸はコンクリ

ートまたは鋼矢板の自立式で復旧する。教訓：仮設の仮置き盛土であっても、基礎地盤の調査を確実に

実施する。

写真-1 すべり面と段差の状況（下部の段差は仮設道路） 写真-2 海岸への押し出し

写真-3 海岸からの全景

写真-4 仮置き盛り土上部からの全景
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図-1 平面図（横断位置 A-A’）           図-2 伸縮計の計測結果

図-3 地中傾斜計の計測結果

図-4 地層断面と推定すべり面
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図-5 仮置き盛土の造成経過

図-6 仮置き盛土の必要な除去量の計算

2）盛土の基礎地盤に軟弱な地層がある場合は側方変形を考慮

【事例 3-1②】 2015 年 4 月、国道 8 号 丸岡町千田付近 五味川

H20～26 年に五味川と竹田川を渡る竹田川橋梁付近の工事施工（写真-1、図-1）。H21.09.15～H 23.03.15

に橋台・橋脚工事の仮橋設置（写真-2～4、図-2）。H25.8.14～H26.2.28 に橋台裏や周辺ヤードに約 2ｍの

盛土を実施（写真-5､6）。H27 年 4 月に橋台下から下流部にかけて、五味川護岸が河川側に約 10cm 移動

するなどの変状が生じたことを確認（写真-7～16、図-3､4）。変状発生原因：1）仮橋の H 型鋼打設によ

る護岸の変形は打設時に発生したはずであり、1 年以上経過後に護岸変状が生じた原因ではない。2）FEM

変形解析結果（図-8）は、橋台裏や周辺ヤードの盛土荷重により主に図-7 のシルト 2 層に側方変形が生

じ、護岸を含むシルト 2 層の上部地盤が河川側に約 6cm 移動する結果を示す。この FEM 解析は地盤を弾

性体とし、シルト 1、2 層のポアソン比を 0.49（非排水）とした単純なモデルであるが、実際の現象をあ

る程度再現している。3）2）の結果から、護岸変状の主な原因は、橋台裏や周辺ヤードの盛土によるシ

ルト 2 層の側方変形と推定される。護岸の実際の移動量（約 10cm）と FEM 解析結果（約 6cm）の差は、

FEM 解析における物性定数の数値、側方変形による護岸周辺地盤の緩みによる護岸背後斜面のすべりや

土圧増大による護岸の移動が考えられる。応急対策：1）橋台裏の盛土（高さ約 5m）が残っており、同
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様な側方変形が生じる可能性が強いため護岸の修復はできなかった。橋台裏の盛土完成までに、変状し

た護岸は何回かの出水時期を乗り切る必要があるため、護岸と背面斜面表面を布製型枠（内部にモルタ

ル注入）で被覆する応急対策を採用した（図-12、写真-17）。2）護岸天端変位の定点観測を行う。恒久対

策：1）定点観測の結果、護岸天端や橋梁下の法覆工に数 mm の移動が継続している（図-13）。護岸天端

が河川と反対方向に変形しているのは、護岸が中段部で折れて天端が背面側に移動していると推定され

る。2）橋台裏の盛土について、弾塑性 2 次元圧密沈下解析を行った（図-14～16）。地盤挙動のモデル化

の限界や物性定数のとり方などで必ずしも実際の現象を表現していない。3）橋台裏の盛土に起因する側

方変形により、護岸の変状だけでなく、既設橋台の基礎杭の損傷が問題となった（図-17）。4）側方変形

の影響を、より正確に評価するために追加ボーリングを実施した（図-18､19、表-2）。5）3 次元弾塑性圧

密沈下解析を行い橋台基礎杭の間の地盤のすり抜け効果を評価して、基礎杭に側方変形の影響を考慮し

ないという提案もなされたが、3 次元弾塑性圧密沈下解析による地盤のすり抜け効果の評価の不確実性に

より見送られた。6）橋台裏の盛土を普通土（無対策）、EPS、既設盛土の一部も EPS に置き換えた場合

について、橋台基礎杭への影響を検討した結果を示す（図-20､21）。この結果、基礎杭損傷防止のために

EPS 工法を含めて何らかの対策が必要となった。7）基準に基づいて縦断方向の側方変形対策工の範囲を

求めた（図-22､23）。8）側方変形対策工法を比較検討した結果（表-3～5）、橋台背面の既設盛土下部地盤

の地盤改良工法（低変位高圧噴射撹拌工法）を採用した（図-24、表-6､7）。9）橋台背面の盛土を、補強

土工法により鉛直盛土とし、横断方向の地盤改良工法の範囲を盛土幅とした（図-25､26）。10）当初計画

では河川管理用道路を盛土によって、橋台背面の盛土天端にすりつけて国道 8 号を横断する計画であっ

た（図-27）。この案では盛土による護岸や橋台基礎杭への影響が懸念されるため、新たな盛土を行わない

2 つの案が検討された（図-28､29）。教訓：盛土の基礎地盤に軟弱な地層がある場合は、側方変形を考慮

する。調査・設計の発注がこま切れに行われていて設計者が見落とした可能性もある。

  写真-1 竹田川橋梁位置と周辺の工事状況
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図-1 工事と護岸変状の経過

写真-2 仮橋設置状況     写真-3 護岸部での仮橋橋脚 H 鋼打設

写真-4 護岸部での仮橋橋脚 H 鋼設置状況        図-2 仮橋平面図
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写真-5 周辺ヤードの盛土施工前   写真-6 周辺ヤードの盛土施工後

図-3 護岸変状箇所（平面図）          図-4 護岸変状箇所（断面図）

写真-7 護岸変状 1：下流側から  写真-8 変状 2：上流側から法肩部開き

写真-9 上流側から護岸の折れ 写真-10 下流側から橋台前の護岸頭部の開き
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写真-11 上流側から橋台下張工と法部 写真-12 橋台下と下流部の護岸のずれ

写真-13 下流側から護岸頭部の開き  写真-14 写真-13 の拡大

写真-15 下流側から護岸の折れ    写真-16 下流側から法肩の段差

    手前の護岸は変状なし

        図-5 既往ボーリング資料
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図-6 既往ボーリング資料（詳細）

図-7 FEM 要素分割図             図-8 FEM による変位図

図-9 変形係数と N 値の関係    図-10 変形係数と N 値の関係

        地盤工学会：「地盤調査の方法と解説」より引用
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      表-1 FEM で用いた物性定数

N 値 変形係数

(kN/m2)

単位体積重量

(kN/m3)

既設盛土       5     2000       －

シルト 1       4     1600       －

シルト混じり砂       9     3600       －

シルト 2       3     1200       －

礫混じり砂質土      35    14000       －

新規盛土       4     1600       19

図-12 布製型枠の配置図

写真-17 布製型枠の設置状況

第 4 回計測までの変位             第 5 回計測までの変位

図-13 護岸変位の進行状況
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図-17 既設場所打ち杭       図-18 既存地盤調査位置と追加ボーリング位置

図-19 既存調査と追加ボーリング結果

表-2 追加ボーリングによる軟弱層厚の見直し

図-20(a) 橋台背面盛土による護岸変位量
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図-20(b) 橋台背面盛土による護岸変位量

図-21 橋台背面盛土による基礎杭の応力照査

図-22 側方変形対策工の範囲（縦断方向）    図-23 側方変形対策工の範囲（縦断方向）
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表-3 側方変形の対策工法一覧

表-4 側方変形の対策工法の比較（1）
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表-5 側方変形の対策工法の比較（2）

図-24 地盤改良工法（低変位高圧噴射撹拌工法）     表-6 地盤改良工法の特徴

表-7 地盤改良工法の工事工程
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図-25 対策工法の範囲（横断方向）    図-26 対策工法の範囲（縦断・横断方向）

図-27 河川管理用道路の位置（当初計画）      図-28 河川管理用道路の位置（案 1）

図-29 河川管理用道路の位置（案 2）

3-2 地形・表流水排水

1）地すべり区域内部での盛土を避ける

【事例 3-2①】 1996 年 8 月、国道 8 号 道の駅河野
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図-1 に示す道の駅工事全体の断面図で、駐車場の盛土部造成中に盛土上部の現道（国道 8 号）路肩に

亀裂が発生し、大規模な斜面崩壊が発生しかかった（図-2､3、聞き取り調査の結果のみを示す）。地質：

泥質混在岩・頁岩・メランジェ（複雑に入り乱れた地質構造）。変状発生原因：図-3 に変状発生の経緯を

示す。補強土壁による盛土が終了し、その上にコンクリートデッキと盛土を施工した段階で上記の変状

が発生した。このため、デッキを残して上部の盛土を撤去した。想定すべり面と鉛直ボーリング、孔内

傾斜計の配置を図-4 に示す。対策：撤去した上部の盛土部分に EPS を施工する（図-5）。補強土壁下部に

鋼管（中詰めコンクリート）による抑止杭を設置する（図-5）。教訓：【事例 1-1①】の初生すべり区域内

部で盛土を行ったことになる（図-1）。【事例 1-1①】の結果を踏まえて、盛土による新たな荷重をかけな

いことが必要だった。

図-1 全体断面図

図-2 変状の発生

図-3 変状発生の経緯       図-4 想定すべり面と鉛直ボーリング、孔内傾斜計の配置
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図-5 対策工の断面図

2）沢部盛土部への豪雨による表流水集中に注意

【事例 3-2②】 2005 年 10 月、県道泊小浜停車場線（エンゼルライン）小浜市阿納尻地区

道路盛土部分で崩壊堆積土砂量 10,530m3 の土砂崩壊が生じ、崩壊土砂が 246m 移動し、下流部の工場

が消失した（写真-1～3）。地質：頁岩の基盤上に礫質土の盛土、平面図：図-2、断面図：図-2､4。崩壊原

因：1）台風 23 号による降雨、2）落葉や土砂が堆積して側溝や排水管の通水能力が低下（図-3）。3）1)、

2)により、地形的に表流水が集まりやすかった崩壊箇所山側の側溝部分に表流水が滞留し盛土内へ浸透、

4）浸透流解析によると降雨のみでは盛土内の地下水位がほとんど上昇しないが、3)により、5m3/h 以上

の浸透を考慮すると地下水位が有意に上昇する結果となった（図-5）。5）4)の地下水位を考慮すると円形

すべり面法により、実際の崩壊発生をほぼ再現できた（図-6）。6）崩壊土砂の含水比が高かったことと地

形により崩壊土砂の移動距離が大きくなったと推定される。対策：応急的には大型土のうなどを用いた

盛土工法で早期に復旧した。教訓：1）実務的に困難な課題であるが、側溝や排水管の点検頻度を上げて、

排水・通水能力の維持・補修を行う必要がある。2）含水比の高い崩壊土砂の移動距離（土砂流）に注意

する。3）崩壊箇所は沢部で崩壊箇所を含む、より大規模なすべりが生じている痕跡があった（図-7）。

図-1 降雨状況
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写真-1 道路盛土の崩壊状況      写真-2 道路盛土の崩壊状況

写真-3 崩壊土砂の移動

図-2 平面図と縦断面図
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図-3 排水設備の状況

図-4 地層断面図
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図-5 飽和不飽和浸透流解析と地下水位

図-6 円形すべり面解析
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図-7 崩壊箇所上部・周辺の変状

【事例 3-2③】 2013 年 9 月、レインボーライン 5.2kp

台風 18 号豪雨により盛土斜面で大規模な崩壊が生じ、流出土砂は海面まで達した（図-1、写真-1～5）。

崩壊原因（当初）：①道路表流水がヘアピンカーブ部分で道路下の盛土法面に大量に流下した（写真-2）、

②崩壊前の斜面がやや急勾配であり、盛土としての施工管理がなされていない低強度であった、③谷埋

部からの地下水（写真-6）。応急対策：恒久対策前の交通開放が求められ、①道路表流水が道路下の盛土

法面に流れない処置行う、②崩落しなかった盛土斜面に路肩から伸縮計を設置して計測監視を行う（図-1）、

③頻繁な目視点検を行う 3 条件で片側交通解放とした。2 次崩壊：恒久対策のための調査ボーリング注水

開始とともに、伸縮計 S-1 と S-2 で 4mm/h 以上の変位が 24 時間程度計測され、崩落しなかった盛土斜面

上部が移動を始めた｡旧コンクリート擁壁と井桁擁壁（図-1、写真-7､8）にも微小な移動が見られた。①

道路通行停止、②井桁擁壁下部の移動を計測する仲縮計 S-3、S-4 設置、③井桁擁壁上部の斜面にブルー

シート敷設、④道路中央部に生じた舗装の亀裂の計測監視（写真-11）。井桁擁壁下部の斜面で表層崩壊が

生じ（写真-9）、伸縮計 S-3、S･4 は顕著な変位を示し（図-2）、井桁擁壁下部や周辺で多くの亀裂が発生

した。井桁擁壁下部に大型土のうを設置して押え盛土とすることを試みたが、井桁擁壁下部でさらに表

層崩壊が生じ、仲縮計 S-4 は数 cm/h の大きな変位を観測した（データでは数日中の崩壊が予測された）。

大型土のうの設置方法などを検討したが、作業中の安全性の問題で実施できなかった。その後、井桁擁

壁を含む大規模な表層崩壊が生じ、井桁擁壁は当初の崩落面中央部に落下した。ボーリング孔地下水位

は孔底に近い状態で変化がなく、2 次崩壊はボーリング注水が誘因であるが、基本的要因は当初の大規模

崩壊とその後の時間経過に伴う、崩落し残った部分の緩みである。恒久対策（図-3～6、写真-12）：道路

線形を山側に変更して交通開放する（図-3）。当初崩壊部上段は法枠＋鉄筋挿入（図-4､5、写真-13）、中

段は補強盛土とし下部から盛り立てる（図-5､6、写真-14､15、山側掘削土の流用検討）、下段は大型かご

枠とする（図-6、写真-16､17）。教訓：1）慎重な盛土法面勾配の検討。2）盛土工事・施工管理履歴の保
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存。3）適切な路面排水と盛土内排水。

図-1 平面図

写真-1 全体地形（崩壊箇所：中央）      写真-2 ヘアピンカーブ

写真-3 崩壊状況（当初）         写真-4 崩壊状況（当初）

井桁擁壁
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写真-5 崩壊状況（当初）        写真-6 沢部からの湧水

写真-7 井桁擁壁（当初）     写真-8 井桁擁壁付近の変形（2 次崩壊）

写真-9 道路中央部の亀裂（2 次崩壊） 写真-10 井桁擁壁下部の崩壊（2 次崩壊）

写真-11 井桁擁壁を含む大規模な表層崩壊（2 次崩壊）  図-2 伸縮計の変位（2 次崩壊）
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図-3 道路線形の変更と恒久対策工の平面図

図-4 対策工断面図：A 測線           図-5 対策工断面図：B 測線

図-6 対策工断面図：渓流線
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写真-12 対策工：全体        写真-13 対策工上段：法枠＋鉄筋挿入工

   写真-14 対策工中段：補強盛土        写真-15 対策工上・中段

写真-16 対策工下段：大型カゴ枠工     写真-17 対策工下段：末端排水工

3）含水比の高い崩壊土砂の移動距離（土砂流）に注意

【事例 3-2②】 2005 年 10 月、県道泊小浜停車場線（エンゼルライン）小浜市阿納尻地区

【事例 3-2②】参照。

4）沢部では崩壊箇所を含む大規模なすべりに注意

【事例 3-2②】 2005 年 10 月、県道泊小浜停車場線（エンゼルライン）小浜市阿納尻地区
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【事例 3-2②】図-6 参照：沢部での崩壊で、崩壊箇所を含む、より大規模なすべりが生じている痕跡が

あった。

5）豪雨で道路側溝の容量が不足し、溢れた水が危険箇所に流れる恐れ

【事例 3-2④】 2011 年 5 月、国道 27 号 小浜市東勢

集中豪雨（図-1）により道路盛土斜面が崩壊した。片側交通開放としていたが、渋滞が発生し早急な両

側交通開放が求められた（写真-1～3）。地質：盛土。崩壊原因：1）崩壊箇所は盛土斜面部と波返し部に

分けられる。波返し部は下部にコンクリート擁壁の波返しがあり、上部は張りブロックである。2）崩壊

斜面（海側）と反対側に細い道路が国道 27 号と合流しており、この道路から集中豪雨による多量の降雨

表流水が 27 号の陸側にある側溝に流入したと推定される。流入水が側溝の容量を超えて海側の盛土斜面

に流れて盛土斜面内に浸透したために盛土斜面が崩壊したと推定した。3）波返し部については、上記の

流入水が張りブロック下に浸透して上部斜面を不安定化したことと、浸透水により下部擁壁に水圧が作

用して擁壁が転倒したこと（どちらの現象が先行したかは不明）で斜面崩壊が起きたと推定した。応急

対策：1）盛土斜面部は、砂を詰めた土のうによる復旧が既に着手されていた（写真-4､5）。2）波返し部

は建設機械が入れない地形で土のうによる押さえができなかった。排水材を十分に敷設したうえでモル

タル吹付けを行うこととした（写真-6）。3）これらの対策の完成を待って両側交通開放とし、斜面上部の

道路法肩に伸縮計を 2 基設置して計測監視を行うこととした（写真-7）。計測監視基準は【事例 1-1③】

の基準を用いた。恒久対策：道路陸側の側溝の容量を拡大するなどして、降雨表流水が海側斜面に流れ

ない対策を提案した。教訓：近年の降雨状況の変化で道路側溝容量が不足する場合が多い。側溝を溢れ

た水が危険な箇所に流れる恐れがある場合は側溝を改良する必要がある。

写真-1 盛土部の崩壊状況（南側から）  写真-2 盛土部の崩壊状況（北側から）

写真-3 盛土部北側の波返し部の崩壊状況      図-1 降雨状況
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写真-4 盛土部復旧（砂を詰めた土のう） 写真-5 盛土部の復旧（土のうの上にブルーシート）

写真-6 波返し部の応急復旧（排水材を敷いたうえでモルタル吹付け）

写真-7 写真-6 上部の道路法肩にリアルタイム伸縮計 2 基を設置（赤矢印）

6）その他

福井県内の豪雨による盛土斜面崩壊の速報については下記の報告書に多数の事例が記載されている。

本報告では下記報告書にある事例は、その後の詳細調査を行った場合を除いて記載しなかった。

1）（社）地盤工学会緊急調査団：平成 16 年 7 月福井豪雨による地盤災害調査報告書、地盤工学会、2005,5.

2）地盤工学会関西支部・福井地質調査業協会・NPO 福井地域地盤防災研究所合同調査団：平成 25 年

台風 18 号地盤災害調査報告書（福井県嶺南地域）、（公財）福井県建設技術公社、2014,10.

3）地盤工学会関西支部・福井地質調査業協会・NPO 福井地域地盤防災研究所合同調査団：平成 30 年

7 月豪雨による地盤災害調査報告書（福井県嶺北地域）、（公財）福井県建設技術公社、2019,1.
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3-3 地下水位

1）地下水集水地形となる箇所には十分な盛土内・基盤排水設備を設置して維持管理

【事例 1-4⑤】 1980 年 3 月、福井市清水町

高さ約 10m の盛土斜面が崩壊した。法肩部の道路と住宅の安全性が問題となった。地質：盛土（粘性

土）、断面図：図-1。崩壊原因：1）平面的に地下水が集まりやすい地形であった。2）融雪水により斜面

内の地下水位が上昇したことが基本的な要因である。3）円形すべり面法による安全率の差が小さいこと

から、除雪した雪を法肩に置いたことは斜面崩壊の誘因としては考えられるが、大きな原因ではないと

判断した。4）浸透流解析による水圧は静水圧と大きな差はない。対策：排水ボーリングを実施するとと

もに、長期の維持管理を十分に行う。地下水位を低下させれば十分な安全率が得られる。教訓：1）土地

造成で地下水の集水地形となる箇所には、十分な盛土内排水設備と基盤排水設備を設置するとともに、

排水設備の維持管理を入念に行う必要がある。2）融雪水による地下水位上昇に注意する。

写真-1 崩壊部分（上部から撮影）          写真-2 すべり面の上部（滑落崖）

図-1 斜面破壊後の断面図            図-2 地形および湧水の状況
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図-3 斜面内地下水位の推定            図-4 斜面安定計算

2）長期間経過後の盛土下部排水機能の低下に注意

【事例 3-3①】 2006 年 7 月、福井市三十八社町 杉ノ木台ゴルフ場

ゴルフ場造成盛土部分で、幅約 60ｍ・長さ約 40ｍ・高さ約 30ｍの斜面が崩壊し、崩壊土砂が斜面下部

の住宅 2 戸を破壊した（死者 2 名、写真-1～6）。地質：岩盤上に粘性土・礫質土の盛土、平面図：図-1、

断面図：図-2。崩壊原因：1）崩壊前に 7 日間連続で累計約 440mm の降雨があった（福井市安保町）。2）

地形測量、スウェーデン式サウンディング、航空写真から崩壊前後の斜面形状・斜面内地層を推定した。

崩壊箇所は沢部の盛土であり、地下水が集まりやすい地形であった（図-1、写真-2）。3）ゴルフ場造成盛

土は 1974 年頃に造成されており 30 年以上が経過している。盛土下部には砕石による排水層があったと

推定されるが、長期間の経過により排水層が土砂で目詰まりして排水機能が低下していたようである。4）

崩壊後に行ったスウェーデン式サウンディング孔を利用した地下水位観測により、降雨がないときでも

斜面内地下水位が予想外に高いこと、まとまった降雨により地下水位が敏感に上昇することを把握した

（図-4）。5）2 次元飽和不飽和浸透流解析により、観測された通常の状態の地下水位を再現できるように、

斜面内地層の透水係数などを推定した。6）5）の結果に基づき、1）の降雨条件で浸透流解析を行うと、

斜面内で最大約 2ｍの地下水位上昇が推定された（図-3）。7）通常の地下水位と 6）の地下水位で円形す

べり面計算を行うと、6）の状態での安全率が 1 以下となることから、降雨による地下水位上昇が斜面崩

壊の主な原因と推定した（図-5）。8）ゴルフ場内の排水設備の老朽化なども指摘されたが、詳細な調査を

行わないと因果関係は不明である。対策：1）斜面下部の崩壊土砂を除去して基盤排水管を入れる、崩壊

面と斜面内に繊維排水材を十分に敷設する、斜面勾配を緩くして盛土工法で復旧を行うこととした（図-6､

7）。2）ゴルフ場内の排水系統を一部修正した。教訓：1）長期間経過後の盛土下部排水機能の低下を真

剣に検討する必要がある。2）降雨表流水の排水設備の維持管理を十分に行う。
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写真-1 崩壊全景     写真-2 崩壊後の航空写真（中央部が崩壊箇所）

写真-3 崩壊箇所の左側部    写真-4 崩壊箇所の右側部（岩盤露出）

写真-5 崩壊箇所下部の防護堰堤       写真-6 地中配水管の状況
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図-１ 崩壊箇所平面図

               図-2 断面図

図-3 飽和不飽和浸透流解析による地下水位の推定     図-4 地下水位の変動（実測）

    実線：常時、点線：長雨後

図-5 安定計算の結果 常時 1.13、長雨後 0.96      図-6 復旧工法の断面図
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c'=1.5tf/m2、φ'=33°γt=1.64 tf/m3

図-7 復旧後の安全率

3）盛土内の地下水位に注意

【事例 3-3⑤】 1998 年 7 月、福井市 下一光採石場

採石場内の幅 30m・高さ 10m 程度の斜面崩壊が発生し、崩壊土砂が岩谷川に流入して閉塞させた。左

岸の墓地に岩石が流入し下流の民家１戸が床下浸水した。岩谷川右岸の土砂が削られ、大量の岩石が岩

谷川内に堆積した。県道上一光大丹生線が通行止めとなった（写真-1～6）。対策工法・避難基準などが問

題となった。地質：凝灰岩・火山礫凝灰岩・凝灰角礫岩を主体とし、凝灰質砂岩・凝灰質礫岩を挟在。

採石場北半分では安山岩。平面図（図-1）、断面図（図-2）。崩壊発生原因：1）採石場内の採掘中に数回

の地すべりが発生し当時点でも滑動中である。地すべり規模は幅約 130m・長さ約 400m・厚さ約 20m と

大規模であり、押し出される末端部で今回のような比較的小規模な崩壊が生じている（写真-4～6）。2）

1985 年頃、1988 年頃に採石場背後地から崩壊土砂が大規模に堆積・移動した。背後地からの表層崩壊は

当時点でも生じていた。3）崩壊堆積土砂が大きなブロックごとに移動して地すべりが生じている（写真

-3、図-5）。4）約 5 ヶ月間の地表面移動量は地すべり上部域で 1～2m、末端域で 5～10m 以上と極端に大

きい（図-6）。移動速度は大量降雨・融雪時期で 10-6～10-７mm/min、少雨時期で 10-8～10-9mm/min で、

降水量の影響が大きい（図-8）。5）パイプひずみ計によると想定すべり面付近（地表面からの深さ約 20m）

でのひずみが大きく多くは計測不能となった。想定すべり面より浅い複数の部分でも変位が生じた（図-7）。

6）最高地下水位は地表面からの深さ 0.13～1.75m と極めて高い箇所が多く降雨に反応する。7）現場透水

試験で求めた透水係数 10-2～10-4 cm/s 程度であり、地下水排除工の効果が期待できる。避難基準：1）観

測：地表面移動量（伸縮計）、地中移動量（パイプひずみ計）、地下水位、定点観測（移動杭）、土石流感

知センサー、監視カメラ（監視照明）。2）斜面崩壊避難勧告地域：採石場隣接住宅 2 戸、土石流避難勧

告地域：下一光村・五太子地区。3）斜面崩壊避難勧告（図-9）。①条件：大雨警報が発令されたとき。県

道 3 号線の異常気象時通行止めが発令されたとき。後日、「現地に設置した計器が基準値（伸縮計 10mm/hr

以上・150mm/day 以上）に到達したとき」を追加。さらに後日、「現地の連続雨量が 80mm 以上に到達し

たとき」、「現地に設置した見通し杭に変動が見られ、斜面に異状が見られたとき」の 2 項目に変更。②

住民への対応：斜面崩壊避難勧告地域内の住民を直ちに避難させる。土石流避難勧告地域の高齢者など

を避難指定地に移送する。土石流避難勧告地域に注意を呼びかけ避難の準備をさせる。③福井土木事務

所・福井市の対応：上流側から現場を点検する。④解除：避難勧告の条件が解除され、かつ現場視察に

より安全が確認された場合。4）土石流避難勧告（図-10）①条件：土石流感知センサーが作動したとき。
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後日、「斜面崩壊が起きた後、岩谷川あるいは一光川が崩壊土砂でせき止められ、土石流発生の恐れがあ

るような状況が生じたとき」に変更。さらに後日、「流出土砂の堆積により、河道（一光川）が閉塞した

場合」に変更。②住民への対応：土石流避難勧告地域の住民を直ちに避難させる。③福井土木事務所・

福井市の対応：上流側から現場を点検する。④解除：崩壊土砂の除去などにより、十分な河積が確保さ

れたとき。⑤その他：斜面崩壊が起きた後、岩谷川あるいは一光川が崩壊土砂でせき止められ、後日、

土石流発生の恐れがあるような状況が生じたときは別の避難勧告案を検討する。5）監視体制：自動観測

システムを導入し、一光公民館に監視員（県職員、コンサルタント）が常駐して監視を行った。6）工事

関係者を対象とする全体的な監視基準・体制を別表に示す。対策：1）岩谷川上流部の既設の河川函渠（地

下水路）・のみ口の調査を行って長期使用が可能と判断した（写真-9）。2）地すべり末端部（岩谷川）に

既設の河川函渠吐き口の高さまで押え盛土を実施した。押え盛土上に可撓性の流路工・落差工（岩谷川）

を設置した（図-11､12、写真-7～9）。3）降雨表流水をできるだけ地中に浸透させないように、表流水路

を十分に設置した（写真-10）。4）地形上可能な位置から、できるだけ多くの排水ボーリングを実施した

（図-12）。5）地すべり区域の反対側（岩谷川左岸）に斜面があり、押え盛土移動を拘束する地形であっ

たため、安定計算で考慮した以上の押え盛土効果が生じたようである。一部の排水ボーリングから大量

の排水が生じ大幅な地下水位低下が観測された。これらの結果、計算上の安全率（1.05）は十分ではない

が、一応の安全性が確保されたといえる（図-13､14）。教訓：1）採石場の権利関係が複雑であること、地

すべり規模が大きいことから対策が遅れたが、全ての関係者が集まる検討会により対策が実現した。2）

避難基準の参考例である。3）押え盛土は地すべり対策として有効である。4）排水ボーリング位置の選

定が重要である。

写真-1 下側からの全景             写真-2 上側からの全景

写真-3 航空写真（図面下部が地すべりの下側）   写真-4 地すべり末端部（岩谷川）
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写真-5 地すべり末端部での崩落

写真-6 地すべり末端部での崩落（台風通過後）       図-1 全体平面図

図-2 全体断面図と想定すべり面
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図-3 弾性波探査の結果           図-4 高密度電気探査の結果

図-5 鉛直ボーリング、定点観測用測点の配置

図-6 定点観測による移動量の計測結果
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図-7 パイプひずみ計による計測結果の例  図-8 定点観測結果の移動速度による整理

図-9 斜面崩壊避難勧告基準
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図-10 土石流避難勧告基準

図-11 押え盛土、想定すべり面断面図

写真-7 押え盛土の施工状況

写真-8 岩谷川地下水路部と出口の状況    写真-9 押え盛土と岩谷川水路の完成
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図-12 排水ボーリングと押え盛土の配置

写真-10 場内排水路の完成      図-13 対策工完了後の想定地すべり範囲

図-14 対策工完了後の定点観測の結果

3-4 盛土の劣化

1）堤防や河川敷の地層状況に注意

【事例 3-4①】 1999 年 6 月、日野川右岸堤防 江端川合流点付近

堤防天端で延長 500m 以上に渡って縦断方向の大きな亀裂（幅 1cm 以上）が発生した（写真-1～8）。平

面図：図-1､2､7、断面図：図-5～7。亀裂発生原因（可能性の列挙）：1）前年度の出水時期に右岸で洗掘

が生じた。2）低水路右岸の護岸にはらみだしなどの変状が生じた（写真-9～12）。3）1)により、抑え効

果が小さくなり、図-7 に示すような軟弱層を通るすべり、または土塊移動が生じる可能性がある。4）2)､

3）により、堤防本体に引張り亀裂が生じる。対策（案）：1）亀裂の多い区間で、河川敷全面に高さ 1m 程
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度の盛土を行う。盛土施工前に図-7 に示す軟弱層の深さ・傾斜方向を確認する。図-1 に示す、河川敷が

高い区間では亀裂が生じていない。2）流水部での洗掘防止対策を行う。3）1)､2)の対策を行ったうえで、

低圧注入工法などで堤防本体を補強する。教訓：1）堤防や河川敷の地層状況の把握。

写真-1 上流から見た全景（右堤防に亀裂発生）   写真-2 上流から見た堤防天端

写真-3 上流から見た高水敷の状況      写真-4 上流から見た高水敷の状況

写真-5 下流から見た堤防天端   写真-6 堤防法肩の状況

写真-7 上流から見た全景        写真-8 下流から見た全景



269

写真-9 低水護岸ブロック下方のせり出し   写真-10 低水護岸頭部目地の開き

写真-11、12 低水護岸下部の変状（コンクリート上部のせり出し）

図-1 平面図（堤防天端の亀裂の分布）

図-2 平面図（堤防天端のトレンチ掘削箇所）
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写真-13 トレンチ掘削断面

図-3 トレンチ掘削断面のスケッチ

図-4 トレンチ掘削凸部の展開図      図-5 スウェーデン式サウンディング結果

図-6 スウェーデン式サウンディング結果      図-7 亀裂原因の推定
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図-8 平面図（古地図、上が上流部）

【事例 3-4②】 2012 年 11 月、日野川右岸堤防 10.6kp 付近

堤防天端に亀裂が発見され、亀裂の深さが 1m 程度あることが確認された。対象区間（図-1）を 3 次元

多配列レーダで計測したが（写真-1）、空洞の可能性のある異状信号は確認されなかった。堤防盛土部で

特異な波形（周辺盛土に比べて明らかな層の乱れ）も確認されなかった。トレンチ調査の結果（写真-2）：

堤防天端舗装の亀裂幅は数 cm と大きく縦断方向に連続。亀裂位置はやや河川側に寄っている。亀裂から

河川側の舗装は全体的に数 cm 沈下している。亀裂が生じている区間の舗装路肩部分は損傷が甚だしい箇

所が多い。堤防河川側の法面に変状はない。堤防の地質は上部からアスファルト舗装（約 5cm）、路盤（約

30cm）、砂層（約 70cm）、粘土層（層厚は不明であるが連続している）。天端舗装からの亀裂は路盤まで

入っているが、砂層には入ってはいない。亀裂の河川側の砂層はやや緩い状態で、河川と反対側の砂層

は締まった状態である。路盤は、河川側でやや緩んだ状態である。推定される原因：天端舗装に生じた亀

裂から雨水が浸透し、路盤内を河川側に流れて細粒分を流失させるなどして河川側の路盤を緩めた。浸

透した雨水は砂層にも浸透して河川側に流れて河川側の砂層を緩めた。河川側の路盤と砂層が緩んだ状

態で、繰り返し交通荷重を受けることにより、河川側の舗装部分が沈下して舗装の亀裂を拡大させた。

この現象が繰り返されて、舗装亀裂の拡大と河川側の沈下、路肩の損傷を生じさせたと推定。対策（案）：

1）路肩に杭を打つなどして、路盤と砂層の横方向への変形・緩みを拘束する。2）舗装と路盤の間に不

透水シートなどを敷設して路盤と砂層への雨水浸透を防止する。3）路盤をセメントなどで地盤改良して、

難透水層とする。復旧に当っては亀裂の河川側の緩んだ路盤と砂層（下部粘土層の上まで）を除去する

必要がある。当面の対策としてアスファルト乳剤により亀裂部の補修を実施し、亀裂からの雨水浸透を

防ぐ。

写真-1 3 次元多配列レーダ計測        図-1 位置図
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写真-2 トレンチ調査

2）吸い出し防止のための水位変動を考慮して護岸を設計

【事例 3-4③】 2003 年 11 月、九頭竜川下流部 山岸地区 片川左岸

河川近傍の複数の住宅地盤で不同沈下が生じた（写真-1～3）。地質：上部層（細砂・中砂堆積層）・下

部層（粘性土・砂層の互層堆積層）、平面図：図-1、断面図：図-2。沈下発生原因：1）護岸矢板が上流側・

河川側に傾き、護岸部分に隙間や亀裂が生じている。2）護岸矢板の根入れ長が十分ではなかったようで

ある。3）河川の大きな水位変動（図-3）により護岸背後部分の洗掘・吸い出しが生じ、軟弱な上部層（細

砂・中砂堆積層）をさらに緩めて住宅地部分の地盤沈下が生じたと推定される。4）3）の現象は今後さ

らに継続して地盤沈下量が増加する恐れがある。応急対策（案）：図-4。恒久対策（案）：図-5。教訓：水位

変動を考慮した護岸の設計が必要である。

写真-1 法尻、護岸天端付近の変状
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写真-2 法尻、護岸天端付近の変状

捨てコンクリート下の空洞        犬走りの傾斜と隙間

犬走り、砂の流出、隙間

写真-3 法上、住宅地盤の変状
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図-1 平面図（図面下部が住宅地）

図-2 断面図（上部が住宅地）

図-3 水位の変動
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図-4 応急対策（案）

図-5 恒久対策（案）
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3）長期間経過後の地下排水層・設備の目詰まりに注意

【事例 3-4④】 1980 年 7 月、福井大学グラウンド

旧グラウンド上に造成したグラウンド工事において、旧排水層・排水管の再利用などの会計検査院の

指摘を受けたので、新グラウンド工事の適切性について評価を行った（写真-1､2）。1）旧グラウンドは表

土層、炭ガラ層、礫層、粘性土層（旧水田）からなる（図-2、写真-1､2）。①粒度分析・変水位透水試験

（k=2.23×10-7cm/s）から表土層の透水性は極めて悪い（図-3）。②粒度分析・変水位透水試験（k=5×10-5cm/s）

から炭ガラ層の透水性も悪く、下部礫層への混入により設計厚さ 5cm から 2～3cm に低下している。③

礫層（5～10cm の玉石）の空隙には下部粘性土層からの粘性土が極めて密に詰まっており、不透水層に

なっている（玉石の沈下）。④旧排水管にも下部粘性土が流入しており破損もある。2）新グラウンドは

表土層・混合土層からなる。①排水管径・勾配・必要土かぶり厚さからみた表土高さ。②混合土層の変

水位透水試験（k=5×10-3cm/s、図-5）。③グラウンドの排水性能（降雨後約 1 日で表面水がなくなる）。④

保水性からみた必要厚さ。⑤グラウンドの安定性（粒度分析、図-4）。3）旧グラウンド排水層・設備の利

用は困難であり、現設計はグラウンドの機能を全て満足している。教訓：長期間経過後の排水層・設備

の目詰まりを考慮する必要がある。

図-1 掘削調査地点          写真-1 掘削箇所の状況

写真-2 掘削箇所の状況           図-2 地層断面
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図-3 旧表土層の粒径加積曲線          図-4 現表土層の粒径加積曲線

図-5 現表土層の透水係数           図-6 排水時間の算出

4）側溝や排水管の点検頻度を上げて排水・通水能力の維持補修

【事例 3-2①】 2005 年 10 月、県道泊小浜停車場線（エンゼルライン）小浜市阿納尻地区

【事例 3-2①】参照。

【事例 3-3①】 2006 年 7 月、福井市三十八社町 杉ノ木台ゴルフ場

【事例 3-3②】参照。
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４．擁壁

4-1 表流水

1）擁壁背後に水が流入すると水抜き孔があっても地下水圧が発生

【事例 4-1①】 2006 年 5 月、国道 8 号 具谷地先

斜面法尻の擁壁天端が水平方向に数 10cm 移動した。背後斜面内部でのトンネル掘削や積雪の影響、斜

面全体の不安定化などが懸念された。斜面は吹付け法枠と吹付けモルタルが施工されていた（写真-1）。

平面図：図-1、断面図：図-2。擁壁変状原因：1）斜面吹付けモルタルの打音検査とコア抜きの結果、局

所的な密着不良部などが見られたが、斜面の広範囲に及ぶものではなかった。2）伸縮計（図-7）、3 次元

変位計測（図-4）、クラックピンによる亀裂幅計測（図-5）、地表面傾斜計（図-6）の計測結果で顕著な変

動は見られなかった。擁壁と斜面を跨ぐ伸縮計でのみ小さな変位が見られた。3）1)､2)から、斜面全体の

不安定化の可能性はないと判断した。4）擁壁背後掘削調査（写真 2～4）から、背後は砂・礫であるが透

水性が必ずしも十分な状況ではなかった。擁壁背後地下水位計測から、長雨時には地下水位の上昇が見

られた。この地下水位を考慮すると、擁壁は設計上不安定となる。5）長期間経過により擁壁背後地盤の

透水性が低下したと推定される。対策（案）：擁壁背後に斜面上部からの表流水や地下浸透水が流入して

地下水位を上昇させない構造で擁壁を造り直す（図-3）。教訓：擁壁の上部から擁壁背後に水が流入する

場合、擁壁背後の透水性が十分でないと、水抜き孔があっても地下水圧が発生する（当擁壁にも水抜き

孔は十分に配置されていた）。

写真-1 全景と計測点の配置

写真-2 擁壁背面の張りコンクリートと空洞部の状況
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写真-3 擁壁背面の埋戻し土  写真-4 埋戻し土背後の岩盤の状況

写真-5 法枠下部は張りコンク  写真-6 落石防護柵基礎の嵩上げ擁壁と

リートまで、その下はモルタル吹付け  張りコンクリートのクラック

図-1 計測平面図
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図-2 擁壁背後の状況             図-3 対策工（案）

図-4 計測結果（光波測量による定点観測）    図-5 計測結果（クラックピンによる亀裂幅）
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図-6 計測結果（地表面傾斜計）   図-7 計測結果（伸縮計、擁壁を跨ぐ箇所のみ変位あり）

【事例 4-1②】 2006 年 4 月、福井市西天田町 足羽川左岸

福井豪雨災害復旧事業として造成した護岸上部が、護岸背後の水田に水を張った翌朝に、河川側に最

大 72cm 移動し原因究明と復旧方法が問題となった（写真-1）。地質：沖積砂礫層上に砂質粘性土、平面

図：図-1、断面図：図-2。状況：1）擁壁としての護岸の設計と施工に問題点はなかった。2）大型土のう

と玉石などで河川を締め切って実施した河床調査・護岸基礎調査で、フーチングの亀裂や目地部からの

漏水を除いて異状は認められなかった。3）護岸ブロックの水抜き孔は閉塞していなかった。トレンチ掘削

調査など土質調査：1）変状区間は、透水性の低い砂質土 As2 層が存在するなど地層構成が複雑である（図

-3～5）。2）護岸背後の水張り試験で、最大 20cm の地下水位上昇があったが（図-6）、護岸転倒条件まで

の上昇ではない。排水開始後に急激な地下水位上昇があり（図-6）、排水路とした護岸背後部分からの水

流入の可能性がある。3）護岸背後の水位は降雨・河川水位とほぼ連動している（図-7、地下水位が上昇

しても河川水位も上昇するので護岸は転倒しない）。4）変状箇所護岸背後の表層地盤でのみ粗粒材があ

り（図-8）、表層粘性土層は薄かった。5）変状箇所付近の表層粘性土部分で乾燥収縮などによる亀裂が認

められ、水の護岸背後への流入の可能性が予想された。飽和-不飽和浸透流解析：1）横断方向解析断面（図

-9、護岸背後の上部に水の流入部を想定する）、解析結果（図-10、護岸背後に飽和帯が生じ、護岸に静水

圧が作用することで転倒の可能性が示された）。2）縦断方向解析断面と結果（図-11、透水性の低い砂質

土 As2 層が滞水効果を与えており、上流部・下流部で地下水位が上昇することで転倒の可能性が示され

た）。3）実測した護岸背後の地下水位と、内挿推定した河川水位の差から、As2 層による若干のせり上が

り効果が見られる（図-12）。4）横断方向と縦断方向のこれらの作用が重なって護岸に変状が生じたと判

断した。応急対策：河川側からの押え盛土。恒久対策：護岸背後地盤の表層にシートで不透水層を設置

して水の流入を防止する（図-13）。この対策後の試験湛水で異常がないことを確認した。教訓：護岸・擁

壁の背後に上部から水が流入しないように不透水層を設ける。上部から浸透する地下水に対して、水抜

き孔による排水効果は十分に発揮されないようである。
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写真-1 変状直後の状況                 図-2 断面図

図-1 平面図

図-3 護岸背面のトレンチ調査位置
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図-4 土質縦断図（透水性の低い砂質土 As2 層に注意）

a）変状なし区間          b）変状区間：透水性の低い砂質土 As2 層に注意

図-5 トレンチ調査結果

図-6 水張り試験結果
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図-7 護岸背後の地下水位と降雨・河川水位との連動

図-8 護岸背面からの流入のプロセス    図-9 変状区間 FEM 要素分割

図-10 護岸背面から流入した場合の浸透流解析結果（横断方向）
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図-11 護岸背面から流入した場合の浸透流解析結果（縦断方向）

         （水位が上昇して、護岸に水圧が作用する）

図-12 河川水位（内挿推定）と護岸背面水位（実測）の差

    （As2 層によるせり上がり効果に基づく若干の水位差が見られる）

図-13 対策工法（遮水シートによる流入防止）
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【事例 4-1③】 2013 年 9 月、国道 27 号 美浜町佐田地先

平成 25 年台風 18 号の豪雨により新設の擁壁に亀裂や変形が生じた（写真-1～4、図-3）。交通開放の

可否と応急対策、恒久対策が課題となった。平面図：図-1、断面図：図-2。変状：変状が生じた擁壁は、

間知ブロック、胴込めコンクリート、裏込め砕石層からなる。間知ブロックの亀裂と、個々のブロック

間の目地の開きが連続的に発生した（写真-1､2、図-3）。佐田トンネル坑口に最も近いブロック積 A と、

次のブロック積 B の間に、最下端で約 6cm のズレが発生した（写真-4）。ブロック積 A の天端コンクリ

ート上面に約 150cm の亀裂が発生した。ブロック積 B の天端コンクリート上面に約 170cm の亀裂が発生

した。ブロック積 A の天端の背後に数 cm の隙間が生じた。ブロック積 A の上部に池があり集水地形で

あった。現地形は池を砂礫で埋め立てて盛土しており、表流水が浸透しやすい土質である。台風 18 号に

伴い降雨表流水と周辺地下水がブロック積 A 背後の砕石層に流入し、砕石層の地下水位を上昇させた。

ブロック積背後の砕石層に上部から水が流入する場合、上部からの流入水が擁壁の水抜き孔からは排水

されにくいことが過去の事例で知られている。流入水が砕石層の底から滞水して砕石層の地下水位が上

昇してくると、擁壁の水抜き孔から排水される（写真-1､2 参照、写真は台風 18 号の降雨終了直後に撮影

されているので、砕石層の地下水位は、水が出ている水抜き孔や目地付近まで上昇したとみられる）。変

状の原因：ブロック積 A 背後の砕石層の地下水位上昇により、設計で考慮していない静水圧がブロック

積に作用したため変状が生じた。静水圧によりブロック積に曲げが発生し、間知ブロックの亀裂とブロ

ック間の目地の開きが連続的に発生した。亀裂と目地の開き位置は、推定される砕石層の地下水位とほ

ぼ対応している。静水圧が作用したのはブロック積 A 部分とみられ、ブロック積 B はほとんど動かなか

ったため、ブロック積 B との間に最下端で約 6cm のズレが発生した。作用した静水圧の大きさがブロッ

ク積 A の中でも異なるため、天端コンクリート上面に約 150cm の亀裂が発生した。同じ理由でブロック

積 A に引っ張られて、ブロック積 B の天端コンクリート約 170cm の亀裂が発生した。ブロック積 A は静

水圧により全体として擁壁前方に移動したため、天端の背後に数 cm の隙間が生じた。ブロック積背後の

砕石層の地下水位が上昇した場合、ブロック積の下端に近いほど水圧が大きくなるので滑動が生じるこ

とが多いが、トンネル坑口側の側面と下端の拘束が強かったため、上述の変状が生じた。応急対策：ブ

ロック積天端の背後の隙間を早急に埋めるか、上部の法面も含めてブルーシートなどで被覆して表流水

の流入を防止する。今後の降雨でブロック積背後の砕石層の地下水位が再び上昇して変状が進行する可

能性があるため定期的な計測監視を行う。a）間知ブロック亀裂、ブロック間の目地の開き（クラックゲ

ージなどの）。b）ブロック積 A とブロック積 B の相対変位量。c）ブロック積 A 天端背後の隙間幅。d）

水抜き孔からの排水状況。e）可能であればブロック積 A の絶対変位量。この計測監視で変状が拡大進行

する場合は、大型土のうのもたれなどで押える。恒久対策：ブロック積背後への降雨表流水と地下水の

流入を抑止する必要がある。a）池のあった部分の山ぎわにコルゲートパイプなどで排水側溝をつくって

既設の側溝に導く。b）池のあった部分、ブロック積背後の上部など降雨表流水が浸透する可能性のある

部分をアスファルト舗装などで遮水する。これらの対策を行っても砕石層の地下水位上昇を完全に防止

することは地形的にみて困難のようであり、地下水位上昇を考慮したブロック積の補強が必要である。

間知ブロックの亀裂とブロック間の目地の開きが連続的に発生しているので、ブロック積の一体性は失

われており、地震時にブロック積が崩壊する恐れがある。ブロック積の基本的な対策が必要であり次の 2

案を比較検討する。a） ブロック積 A を造り直す場合、地下水位上昇を考慮に入れた転倒・滑動・躯体

の設計を行う。ブロック積背後の砕石層下部に十分な口径の排水管を設置する、ブロック積下部の水抜
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き孔を増設する。b）ブロック積 A を補強する場合、コンクリート格子枠をブロック積表面に配置する。

教訓：集中豪雨による表流水と地下水の擁壁背後の砕石層への流入。上部からの流入水は水抜き孔から

は抜けにくい。

図-1 被災箇所の平面図                         図-2 被災箇所の断面図

写真-1 被災箇所の全景           写真-2 擁壁の亀裂と擁壁背面からの浸出水跡

写真-3 擁壁の亀裂                          図-3 擁壁の亀裂の分布
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写真-4 擁壁目地部のズレ

写真-5 擁壁上部の埋立て部       写真-6 擁壁上部の盛土斜面

2）護岸・擁壁の背後に上部からの水流入を防止する不透水層の設置

【事例 4-1②】 2006 年 4 月、福井市西天田町 足羽川左岸

【事例 4-1②】の対策工として不透水層を設置した。

【事例 4-1⑤】 1993 年 3 月、美山町道路

新設した道路側部の擁壁底部が滑動した（写真-1､2）。時期が 3 月であり、大量の融雪水が道路面を流

れて擁壁背面の採石層に流入した可能性が高い（写真-3､4）。変状原因：擁壁には水抜き孔が設置されて

いるが、採石層への大量の流入水を排水することは困難であり、採石層に滞水したと推定される。一般

に擁壁の設計では水圧を考慮していないので、採石層に滞水すると滑動に対する安定条件が満足されな

くなったと推定される。滑動の前に小地震があった。教訓：擁壁背後の採石層に水を大量に流入させな

い対処が必要である。擁壁の水抜き孔は上部からの流入水の排水には十分に機能しない可能性がある。
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写真-1 手前の擁壁底部が前方に滑動   写真-2 奥の擁壁底部が前方に滑動

写真-3 大量の融雪水が流れている状況  写真-4 融雪水が擁壁背後に流入する状況

4-2 擁壁の劣化

1）擁壁背後の砕石排水層の目詰まりに注意

【事例 1-5①】 1993 年 7 月、滋賀県大津市真野谷口町地先

【事例 1-5①】参照。

2）主要構造物の付属構造物基礎の設計（支持力・沈下）に注意

【事例 4-2①】 2007 年 10 月、国道 8 号 福井市成和地先

国道 8 号の横断地下道で端部の擁壁の沈下・傾斜が生じ、原因究明と復旧方法が課題となった（写真-1

～5）。地質：沖積土層上の盛土、平面図：図-1、断面図：図-2。沈下・傾斜原因：1）地下道のボックスカ

ルバートは先端支持基礎杭があるが（図-4）、両端部の擁壁は直接基礎である（図-5）。擁壁上部の天板は

ボックスカルバートに剛結されている（図-2）。2）1）の結果、両端部の擁壁は沈下することになり、擁

壁背後の土圧の作用で前方に傾斜して沈下した（写真-1､2）。擁壁の支持力条件も満足されなかった。3）

1）、2）の結果、擁壁上部の天板と擁壁の間には沈下量分（約 10cm）の隙間が生じていた（写真-4）。対

策（案）：1）擁壁上部の天板とボックスカルバート接続の設計を再検討し、必要に応じて補強を行う（図

-7）。2）擁壁の傾斜の主原因は不同沈下によるもので転倒の可能性は小さい。擁壁の沈下や傾斜の計測を

継続する。3）写真-4､5 の 1 年間の計測で、計測誤差範囲以上の累積的な変位は認められていない（図-6）。

教訓：主要構造物の付属構造物基礎の設計（支持力・沈下）に注意する。
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写真-1 上り線擁壁の傾斜    写真-2 上り線擁壁の傾斜（上部：カルバートとのずれ）

写真-3 変状箇所の全体
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写真-4 変状箇所の計測（上り線）        写真-5 変状箇所の計測（下り線）

図-1 平面図
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図-2 擁壁の形状

図-3 既往資料（成和橋と土質柱状図）

図-4 過去の経緯
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図-5 既往資料（①は検討のみ、②カルバート基礎杭採用、実際には擁壁基礎杭は施工されていない）

図-6 写真-4､5 の計測結果の例
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図-7 カルバートと擁壁天端の接続補強
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５．トンネル

5-1 維持管理

1）トンネル周辺の振動・衝撃荷重発生源の管理

【事例 5-1①】 2002 年 8 月、国道 8 号 鞠山トンネル（敦賀市鞠山）

敦賀セメント採石場の下部を通過する鞠山トンネル覆工に、連続した大きな亀裂・剥落が発生した（写

真-1～6、図-1）。地質：石灰岩、一部頁岩、ヒン岩貫入、平面図：図-6､7。亀裂発生原因：1）敦賀セメ

ントの砕石掘削（図-2）により、トンネル直上の土被りが EL.165m から 62m に減少し（トンネル天端か

ら 35m）、覆工に引張り応力を発生させている。FEM で σmax=20kgf/cm2 の増加（図-14～16）。2）亀裂

延長 14m、幅 4～10mm、表面剥落深さ 5～10mm（覆工厚 30cm）。3）ボーリング結果：鉛直方向の亀裂

が発達する（図-9､10）。4）速度検層・側壁の地下レーダー探査結果：2000 年度点検でウレタン裏込め注

入を実施し背面空洞はない（図-5､12､13）。5）高精度弾性波探査結果：変状位置付近を境として敦賀側で

2.5～3.5km/s、福井側で 3～4km/s、変状位置付近では比較的速い（図-8）。6）①施工時の覆工厚のばらつ

き（部分的に 16cm）・土被り減少による引張り応力の増加、②周辺岩盤の鉛直方向亀裂が発達して岩盤

側方緩みの増大、③良好な岩盤を通じて発破振動が強く伝播、の 3 要因が複合して覆工がせん断破壊し

たと推定される。7）試験発破（図-4）：予測式：V＝K×Wｍ×D-ｎによる検討、m=0.75、n=2 として、K=580

～1603、変状が生じたときの推定振動速度 2cm/s。対策：1）応急対策として亀裂部にエキスパンドメタ

ルを当てた。2）トンネル周辺補強としてロックボルト、内面補強として鋼板接着工を提案した（図-18､

19）。3）敦賀セメントの鞠山トンネルにおける発破振動許容値を 2.5cm/s とする。教訓：トンネル周辺状

況の管理、特に振動・衝撃荷重源の管理。2）長期間経過後のトンネルの維持管理

写真-1 覆工の剥落状況                          図-1 覆工の剥落状況
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写真-2 覆工の剥落状況               写真-3 剥落した岩片（一部）

写真-4 調査の状況                       図-2 トンネル上部掘削の状況

写真-5 トンネル近傍上部の状況         写真-6 トンネル近傍上部の状況
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図-3 覆工のひび割れ状況

図-4 調査断面図
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図-5 調査平面図（トンネル内部）

図-6 周辺地形図
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図-7 周辺地質図                          図-8 弾性波探査結果

図-9 覆工コア抜き位置とひび割れの推定延長            図-10 ボーリングコアの状況

図-11 覆工の凹凸状況                     図-12 地下レーダー探査結果の例
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図-13 覆工背後の状況

図-14 FEM 要素分割図         図-15 FEM 変位図（トンネル上部掘削による上方への変形）

図-16 FEM 応力分布図（肩部での引張り応力）        図-17 FEM せん断応力分布
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図-18 対策工法の例

図-19 対策工法の例

2）トンネル周辺の地すべり状況の継続的な監視

【事例 5-1②】 1996 年、国道 8 号 河野トンネル（南条郡河野村赤萩地先）

トンネル覆工に多数のクラックが認められ、トンネル上部地山に多くの崩壊地形が見られたためトン

ネルの安全性が問題となった（写真-1～8）。地質：図-2、平面図：図-1～4、横断図：図-5～7、縦断図：図

-6。変状：1）地下レーダー探査、坑内ボーリング、ボアホールカメラ調査の結果、覆工背面に若干の空

洞が見られた（在来トンネル工法、図-8～10）。2）覆工コア強度試験などの結果、一軸圧縮強度・引張り
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強度・超音波速度などは標準的数値であり、覆工コンクリートの劣化は大きくはない。クラックが発生

している箇所や覆工背面の多孔質な部分では強度が低下している。3）クラック計による計測結果で、ク

ラック幅はトンネル内温度の影響で変化しているが、大きな変化傾向はない（図-12）。4）地上ボーリン

グ、孔内傾斜計の計測結果から、想定されるすべり面はトンネル天端から 10m 以上離れており、直接の

影響はないが、今後も監視は行う必要がある。対策：既設トンネルを廃棄して路線変更を行った。教訓：

1）トンネル周辺状況の継続的な監視が重要である。2）トンネル覆工の老朽化の評価には、1）を考慮に

入れる必要がある。

図-1 トンネル位置                            図-2 地質分布

図-3 地表部での変状                          図-4 地表部での変状
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写真-1 起点側坑口での変状                      写真-2 起点側坑口の状況

写真-3 写真-1 の拡大                           写真-4 地表部での滑落崖

写真-5 地表部での滑落崖                         写真-6 地表部の全景
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写真-7 地表部の全景

図-5 地表面の変状とトンネル位置の関係
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図-6 地表面の変状とトンネル位置の関係  図-7 地表面の変状とトンネル位置の関係（坑口部）

写真-8 覆工の状況
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図-8 覆工厚と空洞厚

図-9 覆工厚と空洞厚の分布

図-10 覆工のボーリング
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図-11 覆工ボーリング孔のボアホールカメラ観察     図-12 覆工亀裂幅の計測

3）トンネルの維持管理

【事例 5-1①】 2002 年 8 月、国道 8 号 鞠山トンネル（敦賀市鞠山）

【事例 5-1①】参照。

【事例 5-1③】 2000 年 1 月、国道 8 号：新武生・武生・大谷第一・黒崎・鞠山トンネル

山陽新幹線などのトンネル覆工コンクリートの剥落（コールドジョイント）を受けて、建設省近畿地

方建設局は「道路トンネル補修検討委員会（委員長：大西有三京大教授）を設置した。この委員会によ

り国道 8 号、27 号のトンネル 8 箇所で覆工コンクリートの調査が実施された。調査結果が膨大な量なの

で、大谷第一トンネルと鞠山トンネルの調査結果の一部のみを示す。トンネル位置図：図-1。大谷第一トン

ネル：1）トンネル概要（図-2）。2）既往資料（図-3）。3）観察結果（図-4～6）。4）覆工厚、空洞厚（図

-4）。鞠山トンネル：1）トンネル概要（図-7）。2）既往資料（図-8）。3）観察結果（図-9､10）。教訓：トン

ネル周辺状況の継続的な監視。新聞記事（図-11）。大谷第一トンネル：今回調査の 7 ケ月前に覆工の大き

な変状を把握（【事例 1-1③】参照）、鞠山トンネルは点検の 7 ケ月後に覆工破損（【事例 5-1①】参照）。



308

図-1 トンネル位置           図-2 トンネル概要（大谷第一トンネル）

図-3 既往資料（地質縦断図）

図-4 観察結果
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図-5 観察結果

図-6 観察結果              図-7 トンネル概要（鞠山トンネル）
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図-8 既往資料（地質縦断図）

図-9 観察結果

図-10 観察結果
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図-11 新聞記事（中日新聞 1 月 18 日）

4）計測管理の成功例

【事例 5-1④】 1990 年 3 月～1992 年 12 月、国道 305 号 越前町 呼鳥門

呼鳥門は自然に形成された国道 305 号をまたぐトンネル状構造物である（写真-1）。1989 年 7 月に国道

305 号 越前海岸玉川地係で発生した岩盤崩落（【事例 1-7①】参照）を契機として、呼鳥門の将来的な安

定性に関する広範な調査検討を行った。地質：火山円礫岩（礫種：安山岩・流紋岩、基質：火山灰質砂・

シルト）、数層の凝灰岩の薄層（数～数 10cm 厚）介在、平面図：図-1、断面図：図-2､3。調査：1）ボー

リング、ボアホールビデオによるクラック連続性の推定。2）浸透試験結果によるクラック連続性の推定

（図-5､6）。3）FEM による応力分布の推定（図-8）。4）ベースフリクションモデルによる崩落条件・崩

落モードの推定（図-9）。5）DEM による崩落条件・崩落モードの推定（図-10）。6）DEM 振動解析によ

るバイパストンネル掘削時の発破振動と地震の影響の評価。7）呼鳥門は凝灰岩の薄層での崩落により形

成されたと推定される。上述の 1）～6）に基づいて、呼鳥門本体の当面の安定性は問題ないと判断した。

8）呼鳥門北側側面のブロックの崩落の可能性が問題となった（図-3）。対策：1）恒久対策：バイパスト

ンネルを建設する（図-16､17）。2）バイパストンネルが完成するまでの当面の対策として浮石除去、洞門

工（写真-5）、計測管理を行う。3）計測管理： 計測器の配置（図-11～14）。呼鳥門北側側面のブロック

の崩落を想定して計測器を重点的に配置している。4）計測管理結果（図-15）：平成 5､6 年は夏季の岩盤

膨張と冬季の収縮で弾性的な挙動をしているが、平成 7 年から塑性的挙動が顕著となった。呼鳥門北側

側面のブロックを単純はりとみた概算で 6mm の沈下でブロックが折れると推定された。平成 9 年に変位

量が 6mm に近づいてきたので対策が必要と判断された。5）北側側面のブロックと呼鳥門本体を鋼製ロ

ープ（50cm 間隔）で巻く工法を施工した。6）5）でロープの間をすり抜ける可能性がある 50cm 角の岩

塊の落下に耐えられるように洞門工を補強した。教訓：1）計測管理の成功例である。2）海岸の厳しい

条件でも計測機器は長寿命であった。
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写真-1 呼鳥門全景（北側）           写真-2 呼鳥門全景（南側）

写真-3 トンネル内の天井面

図-1 地質平面図                図-2 地層断面図（南側）
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図-3 断面（北側）と天井面のスケッチ図

図-4 クラックの分布

図-5 浸透試験における湧水状況



314

図-6 浸透試験における水の流れと亀裂        図-7 ステレオネット図

図-8 FEM による応力分布図の例  図-9 ベースフリクションモデルによる崩壊モード検討の例



315

図-10 個別要素法（DEM）による崩壊モード検討の例 写真-4 樹脂吹付けネットの施工状況

図-11 計測器の配置（天井面）       図-12 計測器の配置（北側側面）
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図-13 計測器の配置（詳細図）

図-14 計測器の配置（詳細図）

図-15 計測結果（変位量）
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写真-5 対策工（洞門工）

図-16 バイパストンネル平面図       図-17 バイパストンネル想定図（北側坑口）

5-.2 設計・施工

1）乾燥しやすい環境での覆工コンクリート施工に注意

【事例 5-2①】 1996 年 8 月、国道 8 号バイパス 田結トンネル（敦賀市）

トンネル覆工に多数のクラックが発生し、トンネル上部地山に崩壊地形が見られたためトンネルの安

全性が問題となった。また、トンネル内車道 RCCP 舗装部・歩道部に多数のクラックが発生し、通行安

全性が問題となった（写真-1）。地質：粘板岩・砂岩、縦断図：図-1、断面図：図-2。１．車道部：1）コン

ポジット舗装構造：ホワイトベース－RCCP（転圧コンクリート）と表層－半たわみ性舗装、多層弾性理

論による構造設計、パイロット事業。2）1995,5,11～5,20 に RCCP 施工、7 日後にクラック確認。横断方

向のクラックのみ（図-3）。クラック幅は小さく（0.4～0.6mm）、RCCP の下まで入っている。目地間隔

15m と 20m でクラック発生頻度の差はない（図-7）。3）クラック調査・路面調査：1995,5,30、1996,3,22、

1996,5,23、1996,7,11、1997,1,17、クラックの増加・延伸若干あり。4）当トンネルは敦賀湾に面した、吹

き抜け風が強く乾燥しやすい環境であったこと、目地間隔、高炉セメントの使用などが重なったことが

原因と推定。5）FWD 測定で、クラック部と目地部で荷重伝達率に差がないことを確認した（図-4～10）。

２．歩道部：1）コンクリート舗装人力施工 1995,7、高炉セメント、車道目地と合わせて 15､20m 目地間隔。

2）1996,8 クラック確認、2～5m ごとに横断方向に発生、クラック部は 10～20mm の盛り上がり(反り)。3）

車道部 4）と同じ原因で乾燥収縮によるクラックが発生し、コンクリート版上下面の乾燥収縮量の差によ

る反りが生じたと推定した。３．覆工部：1）NATM、覆工施工 1992,4、1996,7,11 福井側側壁部に複数のヘ
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アクラック、敦賀側は少ない、1996,7,31 福井側ヘアクラック増加・敦賀側ヘアクラック進行なし、1996,8,19

福井側ヘアクラック増加・敦賀側ヘアクラック増加、1996,9,19 福井側・敦賀側ヘアクラック進行微量、

1997,1,20 福井側・敦賀側ヘアクラック若干の増加（図-11）。2）亀裂ひずみ計によるクラック幅変化量は

コンクリートの温度収縮で説明できる（図-12､13）。3）トンネル坑内の気温変化による覆工コンクリート

の温度解析により、冬季に応力が引張強度を超える結果となった（図-15～17）。4）トンネル本体定点観

測で変位はなかった（図-18）。5）北側坑口部の地上斜面は流れ盤の崩壊地形で、弱い地層がある（写真

-1～3）。伸縮計観測結果で小規模な表層すべりの可能性が認められたが、トンネルに圧力を及ぼすような

顕著な変位は観測されなかった（図-19～21）。6）北側坑口部の地上部の斜面安全率は不足している（図

-22）。7）吹付けコンクリートやロックボルトの効果を無視した 2 次元弾性 FEM では、覆工コンクリート

天端に無視できない引張り応力が発生する（図-23）。8）クラック発生の主な原因はコンクリートの乾燥

収縮・温度収縮と推定。側壁部にクラックが多いことはインバートによる拘束の影響と推定（図-13）。対

策：１．車道部：1）上記の調査結果により、幅が変化しているクラック：収縮目地として、クラックに沿

って瀝青目地材でシール。幅が変化していないクラック：エポキシ系樹脂などの注入で閉塞。２．歩道部：

1）クラックを瀝青目地材でシール。教訓：１．車道部：1）RCCP でクラック発生は収縮目地として供用

上の支障なし。FWD 調査でクラック部 68.5％、目地部 69.8％の荷重伝達率で耐久性の問題なし。２．歩道

部：1）乾燥しやすい環境でのコンクリート施工。３．覆工部：1）乾燥しやすい環境でのコンクリート施

工。2）偏圧を受けるトンネル設計・施工。3）崩壊地形での坑口を避ける。

写真-1 全体の空中写真（左が北側坑口－起点側）  写真-2 北側坑口の着工前（崩壊地形）

 

写真-3 北側坑口の完工後                     図-2 トンネル断面
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図-1 トンネル地質縦断図

図-3 舗装部の目地とクラック分布
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図-4 ひび割れ幅測定位置と FWD 測定位置

図-5 FWD 測定                              図-6 荷重伝達率の定義

図-7 目地間隔とひび割れ度（cm/m）の関係            図-8 荷重伝達率と伸縮量の関係



321

図-9 荷重伝達率測定結果

図-10 荷重伝達率とひび割れ幅の関係
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図-11 覆工クラック位置の経時変化

図-12 クラック幅の測定位置
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図-13 気温変化とクラック幅の関係

図-14 覆工コンクリートと下部コンクリートの関係  図-15 覆工温度解析 要素分割図と境界条件

図-16 坑内の温度変化
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図-17 温度変化による応力と引張強度の関係

        図-18 トンネル坑口の変位計測

図-19 北側坑口平面図（伸縮計の配置）
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図-20 伸縮計設置の断面図             図-21 伸縮計の計測結果（斜面下部の S-1 のみが圧縮）

図-22 坑口付近の斜面安定計算                     図-23 FEM による変位図

2）偏圧を受けるトンネル設計・施工

【事例 5-2①】 1996 年 8 月、国道 8 号バイパス 田結トンネル（敦賀市）

【事例 5-2①】参照。

3）崩壊地形での坑口に注意

【事例 5-2①】 1996 年 8 月、国道 8 号バイパス 田結トンネル（敦賀市）

【事例 5-2①】参照。

4）覆工コンクリート施工管理の徹底

【事例 5-2②】 2000 年 9 月、小和清水トンネル、石生谷トンネル、田代第二トンネル

トンネル覆工施工の不完全さについて会計検査院から指摘を受けて補修方法を検討した（写真-1～5）。

調査結果：表-1､2。変状と原因：1）裏面水の漏水・滲み出し・遊離石灰（写真-4、図-8､9）。2）セントル

面板押上げ過剰によるクラック（図-2）。3）乾燥収縮によるクラック（写真-5）。4）妻板脱型時の角欠け・

欠損。5）セントルのセット不良による打継目部の目違い。6）セメントペーストの滲み出しによる付着

物。7）縞模様・気泡あばた。8）目地沿いのクラック（写真-1～3、図-1～5）。対策：1）基本方針（図-13、
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表-3）2）補修方法の例（図-14）。教訓：覆工コンクリート施工管理の徹底。

写真-1 目地沿いのクラック      写真-2 セントル接続不良個所

写真-3 セメントペースト流出箇所  写真-4 セメントペースト流出箇所

（目地部、下面にクラックなし）
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写真-5 ヘアークラック

図-1 目地部クラック状況の例 図-2 目地部クラック原因（セントル面板の押し上げ過剰、写真-1～3）

図-3 目地部クラックの原因（既設側の角欠損、写真-1～3）

図-4 目地部の補修モルタルのクラック原因

（目地凹部溝を埋めたモルタルが目地伸縮でクラック発生、写真-5）



328

図-5 目地部モルタルの浮き上がり（クラックを補修した表面の薄いモルタルが目地収縮で圧縮破壊）

図-6 漏水（遊離石灰、左図、写真-4）と       図-7 覆工断面の模式図

セメントペーストの汚れ（右図）

図-8 漏水の模式図（図-10、11）      図-9 横断方向のクラック原因（写真-5）

図-10 熱赤外線映像法による漏水部の把握
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図-11 熱赤外線映像法による漏水部の把握

図-12 地下レーダー探査による覆工厚の把握

表-1 小和清水トンネルの調査結果
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表-2 田代第二トンネルの調査結果

図-13 対策・補修の流れ
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表-3 補修方法

図-14 補修方法の例

5）発破振動計画・管理基準値の参考例

【事例 5-2③】 1990 年 7 月～1992 年 3 月、国道 305 号 玉川トンネル 越前町玉川地先

1989 年 7 月に国道 305 号 越前海岸玉川地係で発生した岩盤崩落（【事例 1-7①】参照）箇所を含む急崖

斜面区間約 1km を迂回するために玉川トンネルが建設された。玉川トンネル施工中も国道 305 号の急崖

斜面区間約 1km（不安定岩盤斜面 23 箇所：表-1）の通行を行う必要があり、トンネル発破振動による通

行安全性への影響が懸念されたため、発破振動に対する規制値を設定し、不安定斜面の挙動に関する振

動計測管理を行ってトンネル掘削を行った（写真-1）。地質：新第三紀中新世前期火山砕屑岩（凝灰角礫

岩、凝灰質礫岩、凝灰岩、流紋岩質凝灰岩、凝灰質砂岩、凝灰質頁岩など）、平面図：図-1、断面図：図

-2。1）トンネル：地質縦断図（図-3）、標準断面（図-4）。2）計測：加速度計の配置（図-5）、計測器とシ

ステムの仕様（表-2、図-6）。3）予測式：V＝K×Wｍ×D-ｎ。V：予測振動速度（kine=cm/sec）、K：定数（400

～1,000）、W：段当り薬量（kg）、D：爆心からの距離（m）、m､n：定数（m=2/3～3/4、n=1.5～2.0、m＝
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3/4、n=2 に固定）。4）振動速度「規制値」の設定：2 kine、特に不安定な斜面について 1 kine（図-7、表

-3）。5）管理計画：逆算 K 値（図-8）のバラツキが大きいため、規制値の 1/2 の「管理値」を設定し、予

測振動速度が管理値を超えないように発破設計を行う。逆算した K 値の平均値を用いる（表-4）。管理体

制（図-9）。6）計測結果：全発破の最大振動速度（図-10）、振動速度の予測値と計測値の比較（上下方向：

図-11、心抜きと払い発破：図-12）。教訓：1）計測振動速度のバラツキが大きい場合、管理値（目標値）

を規制値の 1/2 として管理する方法は実務的に適切である。2）振動管理の方向：土被りが浅い場合は 3

方向、大きい場合は上下方向のみ。3）心抜き発破を W カットにすると各段の振幅が平準化されて振動

速度を低減できる。4）発破振動速度の管理基準値の重要な参考例である。

写真-1 急崖斜面区間約 1km の空中写真

図-1 急崖斜面区間約 1km（不安定岩盤斜面 23 箇所）の平面図
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図-2 トンネルと急崖斜面との距離の例
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表-1 不安定岩盤斜面 23 箇所の詳細
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図-3 トンネル地質断面図

図-4 トンネル標準断面図

図-5 加速度計の配置
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表-2 計測器とシステムの仕様

図-6 加速度計の設置方法        図-7 従来の研究成果（Oriard）

表-3 従来の研究成果
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図-8 逆算した K 値

表-4 採用した K 値

図-9 管理体制
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図-10 全発破の最大振動速度

図-11 上下方向の振動速度の予測値と計測値の比較

図-12 振動速度値の予測値と計測値の比較（計測点 A）

【事例 5-2④】 2000 年 5 月、国道 305 号 左右トンネル（越前町梨子ヶ平 2 号）

呼鳥門（【事例 5-1④】参照）のバイパスである左右トンネル施工に当り、呼鳥門の安定性に対する発

破振動の影響を試験発破などにより検討した（写真-1）。地質：礫岩・凝灰岩、平面図：図-1。1）計測計

画：計器の配置（図-1)、発破パターン（表-1、図-2）、計測システム（図-3､4）。2）計測結果：写真-1、

発破振動速度（表-2、図-5：呼鳥門＝計測点③、④における振動速度は 10-2kine のオーダーで問題となら
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ない)。機械掘削振動速度（表-3、図-6）。発破振動のパワースペクトル（図-7､8）。騒音・低周波・振動加

速度レベル（図-9、表-4､5）。3）呼鳥門における発破振動の予測：予測式：V＝K×Wｍ×D-ｎ。V：予測振

動速度（kine=cm/sec）、K：定数（400～1,000）、W：段当り薬量（kg）、D：爆心からの距離（m）、m､n：

定数（m=0.75、n=2.0 と仮定）。発破パターン A：図-10 から K=750、W=0.4kg として呼鳥門で 0.059kine

と推定。発破パターン B：図-10 から K=1200、W=0.8kg として呼鳥門で 0.159kine と推定。【事例 5-1④】

における呼鳥門に対する発破振動の影響検討と比較して問題ないと判断された。対策：1）トンネル区間

の最大の一軸圧縮強度は 356kgf/cm2 と推定され、当時の機械掘削限界 500kgf/cm2 以下で機械掘削が可能

と判断された。2）呼鳥門の安定性の不明確さ、集落への振動、自然環境、コストなどを総合的に検討し

て、より慎重な判断として機械掘削工法の採用を決定した。教訓：発破振動評価の参考事例である。

図-1 計測平面図                 表-1 発破パターン
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図-2 発破パターン A         図-3 計測システム（振動加速度）

図-4 計測システム（振動レベル他）        写真-1 試験発破後の状況
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表-2 計測結果（発破振動最大速度 kine = cm/s）

図-5 計測結果（振動最大速度）

表-3 計測結果（機械掘削振動最大速度 kine = cm/s） 図-6 計測結果（機械掘削振動最大速度）
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図-7 発破振動のスペクトル         図-8 発破振動のスペクトル

  図-9 振動レベルの測定例

表-4 振動レベルなどの計測結果（発破振動）  
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表-5 振動レベルなどの計測結果（機械掘削）

図-10 呼鳥門での発破振動の予測
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６．掘削・土留め

6-1 掘削・土留めの変状事例

1）工事前後の地下水位変化の調査

【事例 6-1①】 1988 年 12 月、福井市朝六川

河川改修護岸工事により隣接住宅に変状が生じた。断面図：図-1～3。変状原因：1）改修工事により、

護岸工（加圧コンクリート矢板）および控え壁（鋼矢板Ⅱ型）の背後の地下水位と、改修後の河川水位

の間に大きな水位差が生じた（図-1～3）。2）当初設計では、1）の水位差による水圧を考慮していなかっ

た（図-4）。3）降雨や季節変動などによる水位差発生が繰り返されて護岸工や控え壁の移動が生じ、隣接

住宅に変状が生じたと推定される。4）隣接住宅基礎地盤の問題、掘削部埋め戻し時の不十分な転圧、施

工時の振動などが副次的な要因として考えられる。教訓：改修工事の前後の地下水位の変化を十分に調

査・検討しておく必要がある。

図-1 施工前の地下水位       図-2 施工後の地下水位（加圧コンクリート矢板まで滞水）

図-3 施工後の地下水位（鋼矢板まで滞水）      図-4 土圧・水圧の考え方

2）直接基礎直近で掘削を行う場合の土留め

【事例 6-1②】 1990 年、福井市順化

建築物の基礎掘削に伴い、隣接する 4 階建築物 Y に傾斜が生じた。地質：福井平野沖積層、断面図：

図-2。不同沈下原因：1）傾斜測量結果（図-1）。2）基礎地盤地層の局所的な傾斜や特徴はない。3）変形
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係数として盛土部は標準的数値 E=2 MPa、その他の地層は一軸圧縮試験の E50を用いた弾性 FEM 解析を

行った。隣接建築基礎掘削の影響を、水平静止土圧が失われるとして表現した場合、Y の 4 階屋根部分

で 1.2cm 傾斜する。この偏心荷重により 2.3cm（計 3.5cm）の傾斜が生じ、さらに傾斜が継続する可能性

がある（図-4､5）。3）基礎掘削部の埋め戻しにより傾斜の進行は停止している（図-3）。4）上記の傾斜が

生じてもベタ基礎に発生する応力は問題になる程度ではなく、基礎地盤の支持力についても問題はない

（図-5）。対策：傾斜した Y に逆方向の偏心荷重を与える、隣接建物を反力として逆方向の荷重を与える

などの工法が考えられるが危険性もある。注入工法による傾斜修正工法も、この時点では十分な実績が

なかった。教訓：直接基礎建物直近で掘削を行う場合、切り梁などを利用した十分な土留めを行う（図-6）。

図-1 傾斜の測量結果               図-2 断面図

図-3 工事履歴                図-6 必要な対策工
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図-4 FEM モデル図             図-5 FEM 計算結果

3）近接施工における止水などの注意深い配慮と対策

【事例 6-1③】 1996 年 11 月、越前町梅浦

集落排水処理施設の管路布設工事に伴い周辺建物に不同沈下が生じた（写真-1～7）。地質：表土（礫混

じり粘性土）、盛土（礫質土）、砂礫、安山岩、平面図：図-1、断面図：図-2､3。不同沈下発生原因：1）

FEM 弾性計算では、掘削による周辺地盤の緩みは家屋の道路境界部で約 6mm と大きくはない。2）掘削

部からの流出水が細粒土砂を流して周辺地盤の砂礫層などを緩めた。3）基盤岩の機械掘削時の振動。4）

道路近くでの帯基礎コンクリートの亀裂、玄関石段の隙間、柱や敷居の道路側への傾斜は 1）、2）の原因

と推定した。5）家屋全体の緩みは 1）～3）の原因と推定した。6）写真-1～7 に示すように、工事の施工

は所定の方法で適切に行われている。教訓：近接施工における止水などの注意深い配慮と対策。

写真-1 マンホールの掘削と官民境界の変状

写真-2 マンホール掘削部の湧水状況



347

写真-3 湧水の状況

写真-4 人力での岩掘削

写真-5 静的破砕剤による岩掘削

写真-6 埋め戻し

写真-7 工事再開後の人力岩掘削
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図-1 平面図

図-2 地層縦断図
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図-3 住宅基礎断面図

図-4 FEM 計算結果

4）ボーリング調査をより深く行って地層状況・透水性を把握

【事例 6-1④】 1996 年 11 月、鯖江市川去町

推進工法の立坑掘削に伴い、周辺建物に不同沈下が生じた（写真-1～3）。地質：沖積粘土層、細砂、砂

礫（図-2～4）、平面図：図-1､2、断面図：図-5。不同沈下発生原因：1）立坑下部は砂礫層にあり、立坑

底部と側壁鋼矢板から大量の出水があり揚水ポンプで汲み上げた（図-6）。2）揚水ポンプからの土砂排出

はほとんどなかった（写真-3）。3）既成の理論解を適用できるようにモデル化して、揚水に伴う周辺地盤

の地下水位低下量を算出した（図-7～9）。4）標準圧密試験結果に基づいて、一次元圧密理論により地下
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水位低下量に応じた地盤沈下量を計算したところ、建物部分での不同沈下量は、延長 30m で 1.8cm 程度

（傾斜 0.6/1000）となった（図-10～12）。5）ボイリングなどの現象は生じない計算結果を得たことと、2）

から建物基礎地盤内に空洞やすべりが生じる可能性はないと判断した。対策：1）建築物の不同沈下の許

容量の目安（3/1000）を越えていないので大規模な補修を避ける。2）できれば立坑鋼矢板を残置する。

教訓：1）ボーリング調査をより深く行って地層状況を把握する。2）地層の透水性を正確に把握する。3）

鋼矢板を不透水層まで設置するか、薬液注入などで地下水を大量にくみ上げない工法を採用する。

写真-1 立抗と道路       写真-2 道路側溝付近の沈下

写真-3 立抗からの排出土砂      写真-4 立抗付近の掘削による粘土層の試料採取

図-1 平面図          図-2 ボーリング位置
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図-3 ボーリング結果（B.No.4）       図-4 ボーリング結果（B.No.5）

図-5 立抗断面図

図-6 地層と立抗の高さ関係     図-7 立抗の軸対称モデル化
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図-8 軸対称モデル（被圧井戸）       図-10 粘土層の圧密沈下量の計算

図-9 低下後の地下水位（計算）

図-11 沈下量の分布（計算結果）
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図-12 沈下量の時間変化（推定）

5）軟弱な有機質粘性土地盤での鋼矢板引抜きや土留め工法の検討

【事例 6-1⑤】 1997 年、坂井郡丸岡町里丸岡

下水道工事における推進工法の立坑掘削に伴い、住宅石塀などに最大 30cm 程度の不同沈下が生じた。

地質：沖積粘性土、平面図：図-1、地層断面図：図-1、立坑平面図：図-2、断面図：図-3。不同沈下発生

原因：1）深さ 0.8～5.8m に軟弱な有機質粘土層がほぼ水平に広範囲に堆積する（地下水位 1.07m：図-1）。

2）立坑付近で道路側溝に顕著な沈下が生じている（図-4）。3）立坑掘削 1989 年、1990 年頃から石塀沈

下が始まり、以後、側溝・舗装・石塀補修を行ってきたが、1996 年時点でも沈下が継続している。3）問

題となった石塀側のみ立坑掘削時の鋼矢板を抜いている。鋼矢板を抜いていない道路反対側の側溝や石

塀には顕著な変状は生じていない。4）鋼矢板引き抜きによる空隙・側方流動などが不同沈下の原因と推

定される。地下水位低下による地盤沈下は、より広範囲に生じるはずなので現地状況と一致しない。対

策：クリープ的な現象なので、新たな荷重を与えるような対策は行わず小規模な補修にしておく。教訓：

軟弱な有機質粘性土地盤での鋼矢板引抜きや土留め工法の検討。

図-1 平面図と地層断面図
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図-2 立坑の平面図               図-3 立坑の断面図

図-4 沈下量の計測結果

6）鋼矢板底部の入念な止水

【事例 6-1⑥】 1998 年 3 月、鯖江市吉川地区処理場工事

鋼矢板で止水した掘削工事において、止水が完全でないため周辺の地盤沈下が懸念された（写真-1､2）。

地質：沖積層、平面図：図-1、断面図：図-2､3。不完全な止水の原因：1）地表面から 0～8m：粘性土層、

8～13m：砂礫層、13m～：粘性土層。2）鋼矢板外側の砂礫層における地下水は被圧（水頭は地表面から

1.5m=EL.9.7m）。3）砂礫層をオーガーで掘削した後に外周鋼矢板（写真-1、図-1）を打設したため下部止

水が完全ではなく、締切り内部で砂礫層まで掘削した場合、大量の出水や地下水揚水による外周鋼矢板

外部の周辺地盤沈下が懸念された。対策：1）①鋼矢板付近への薬液注入、②内部を鋼矢板（図-3）また

はソイルセメント壁で改めて囲むなどの対策はコストから実施困難。2）締切り内部でのボーリングによ

る砂礫層の現状での地下水位は EL.5.25m で、外部水位の EL.9.7 との差が外周鋼矢板の効果を示す（十分

ではない）。3）計画の EL.2.25m まで掘削したときの周辺地下水位と、それに基づく地盤沈下量は約 1cm

と推定され大きくはないと判断された。4）周辺建物付近での砂礫層における地下水位観測孔を設置して
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観測（図-4）、地表面沈下量を観測しながら現状のまま掘削した（写真-2）。5）計画の EL.2.25m まで掘削

したときの周辺地下水位低下量は 20cm。6）周辺の消雪用揚水井戸稼動による水位低下も観測。7）周辺

の地盤沈下はほとんどなかった。教訓：鋼矢板底部の入念な止水が必要である。

写真-1 外周鋼矢板    写真-2 掘削の状況

図-1 平面図（外周鋼矢板と想定の内周鋼矢板）

図-2 内周鋼矢板の想定断面図
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図-3 掘削断面図（掘削中にヒービングの可能性）

図-4 外周鋼矢板外部での地下水位計測結果

【事例 6-1⑦】 2006 年 12 月、福井駅前地下駐車場付帯工事

ユアーズホテル連絡通路部でボイリングが発生した（写真-1）。地層データなどは【事例 6-1⑨】参照。

ボーリング孔閉塞確認、ホテル基礎部分の薬液注入を行ったが（図-1､2）、ボイリングが止まらなかった



357

ので（図-3）、掘削底面の全面地盤改良で対処した。鋼矢板下端からの漏水が原因と推定された。教訓：

土留め壁の不透水層への確実な着底。

写真-1 ユアーズホテル連絡通路：揚水による水位低下（左）と回復（右）

図-1 ユアーズホテル連絡通路 平面図     図-2 ユアーズホテル連絡通路 地層断面図

図-3 揚水試験における水位回復状況

7）地下掘削工事における調査ボーリング孔の確実な閉塞

【事例 6-1⑧】 2004 年 5～7 月、福井市大名町地下道
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鋼矢板締切り掘削工事においてボイリングが発生し、掘削継続が困難となった（写真-1､2）。地質：沖

積層、平面図：図-1、断面図：図-2。ボイリングの原因：1）鋼矢板およびコラムジェットグラウト（CJG）

による土留め締切りで掘削中に鋼矢板付近でボイリングが発生し、掘削継続が困難となった。2）鋼矢板

内側底部に薬液注入を行ったがボイリングは止まらなかった（図-5）。3）追加ボーリングを実施したが、

当初想定地層と変化はなかった（図-3､4）。4）事前調査ボーリング孔を薬液注入で閉塞したところボイリ

ングはほぼ収束した（図-5）。下部砂層（被圧水層）から調査ボーリング孔を通過した浸透がボイリング

の主要因と判断される。5）4）以後も若干のボイリングが見られたが、鋼矢板下部、CJG との接続部、2）

の薬液注入の不完全さによる微小な漏水によると推定された。6）試掘を行い浸透水量が小さいことを確

認して掘削継続を決定した。7）早い段階で掘削を停止したため、周辺地盤への影響はなかった。教訓：

1）地下掘削工事における調査ボーリング孔の確実な閉塞を行う。2）被圧した砂層への対処に注意する。

写真-1 ボイリング発生個所 写真-2 ボイリング現象（気泡に注意）

図-1 平面図（薬液注入：鼠色、CJG：大円）  図-3 ボーリングの配置（当初：青丸、追加：赤丸）
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図-2 断面図（下部被圧水層を貫く当初ボーリングに注意）

図-4 当初ボーリングと追加ボーリングの結果  図-5 ボイリング対策としての薬液注入（両側）と

                          当初ボーリング孔への薬液注入（中央）

8）均一な細砂層での CJG 施工

【事例 6-1⑨】 2004 年 6 月、福井駅前地下駐車場

福井駅前地下駐車場工事で、掘削範囲に近接する歩道が約 50m2 に渡り陥没しライフラインなどの周辺

施設が損傷した（写真-1､2）。周辺の建築物基礎杭が沈下した（写真-3､4、図-3､27）。地質：沖積層、平

面図：図-1、断面図：図-6。陥没影響範囲：1）N 値、Nsw（SS 試験）の変化から影響範囲を特定した（図

-1～4）。2）周辺歩道部の電磁波探査で陥没の影響は認められなかった（図-25､26）。3）ボアホールレー

ダーにより基礎杭の長さ・下端を把握した（図-28）。陥没原因：1）土留め壁として SMW（Soil Mixing Wall）

工法が基本であったが、埋設物やアーケードなどのために部分的に CJG 工法が採用された（図-1､5）。2）

当初ボーリング
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地盤調査の結果、CJG が破壊した深さに、きわめて均一な粒径の砂層（As 層）が広範囲に存在する（図

-6～9）。3）陥没箇所と当工事全域で CJG に対するチェックボーリングを実施した結果、多数の CJG に不

具合があった（図-10～14）。コア判定不良の CJG の一軸圧縮強度が低いことも確認された（図-15､16）。

4）推定した自由地下水の流速は数 cm/day であり CJG 不具合の原因ではないことを確認した。5）CJG 不

具合の原因として次の要因が考えられた（図-17､18）。①きわめて均一な細砂層での CJG の施工困難性、

②埋設物の関係で CJG 施工がコラムインコラムとなった可能性、③当現場が福井城堀跡などであったこ

とから地中に転石（笏谷石）・流木などがあり、CJG 施工不十分の原因となった可能性もある（写真-8、

図-19）。6）今回の陥没箇所で不十分な CJG 改良体が土圧・水圧荷重により破壊し、土砂が土留め壁内部

に流入した（図-20）。陥没に伴い水道管が破断して陥没範囲を拡大させた。CJG 改良体背後に RC 壁を造

る施工手順であったが間に合わなかった。7）周辺建物の基礎杭は先端部分の洗掘、土砂陥没に伴う連れ

込み沈下により沈下したと推定される。応急対策：1）陥没箇所の土留め壁外部への薬液注入。2）内部

での土のう・埋め戻し。陥没箇所本復旧：1）既設 CJG 内部への鋼矢板打設（実際は BG 杭工法に変更）

と周辺の薬液注入（図-21､22）。2）鋼矢板打設による CJG 緩み対策として、掘削坑内での流動化処理土

による押さえ盛土設置（図-22）。全体の掘削工法：1）チェックボーリングにより CJG 改良体全体の品質

評価・ランク付けを実施（表-1）。2）1）の結果に基づきランクごとの対策工法を決定した。3）土留め壁

内部の掘削は深さ 50cm ずつ半円形の深礎工法（人力掘削し、出水がある場合は土のう投入）を適用（図

-23）。4）土留め壁内部全体について地下水位を観測し、漏水や盤ぶくれの恐れなどがある場合は直ちに

薬液注入を行う体制（詳細は【事例 6-1⑩】参照）。5）掘削中の計測管理（地下水位、傾斜計、層別沈下

計、既設構造物変状、地表沈下量、詳細は【事例 6-1⑩】参照）。周辺建築物：1）沈下した基礎杭に鋼管

継ぎ足し圧入工法（地中梁を反力）を実施。2）3 次元立体フレーム解析による杭の影響範囲の推定。3）

載荷試験による杭支持力の確認。4）2）、3）に基づく新設鋼管杭の圧入（図-28）。教訓：1）地中状況の

入念な事前調査と土留め工法の選択。2）均一な細砂層での CJG 施工に注意。3）技術的問題のある工事

での有識者などを含む総合的な施工管理体制の設置。

写真-1 地表から見た掘削状況（駅側から）  写真-2 陥没の状況

写真-3 陥没付近建築物の地中梁と杭の分離 写真-4 陥没付近建築物の地中梁と杭の分離
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写真-5 出水の初期状況（6-19 14:30 頃） 写真-6 出水部の拡大（6/30 0:17）

写真-7 地下水・土砂の噴出箇所（土のう） 図-1 陥没箇所の平面図（大きい円が CJG）

図-2 断面図（図-1 S-1～S-3）

図-3 陥没箇所の断面図（図-1 No.3 断面） 図-4 陥没箇所の縦断面図（図-1 a 断面：縦断）
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図-5 調査計画平面図（赤い円が CJG）

図-6 地層断面図（赤線：現時点と最終の掘削位置）

図-7 地盤の物性定数（赤線：現掘削位置と最終掘削位置）



363

図-8 陥没箇所周辺の粒度分布特性

図-9 As 層の粒度分布（黒：既往、赤：追加）

図-10 チェックボーリング（左図：D 部、右図：E 部）
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図-11 CJG チェックボーリングの配置（赤：既往、青：追加）

図-12 CJG チェックボーリング結果（A～E 部）



365

図-13 CJG チェックボーリング結果（F～J 部）

図-14 土質性状と CJG コア判定の関係

図-15 CJG コア判定区分と一軸圧縮強度（A～C：4.2MN/m2、D,E：0.1 MN/m2）
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図-16 CJG コア一軸圧縮強度の深度分布

図-17 CJG 不具合の一般的な要因（左：粒径の揃った砂、右：地層境界）

図-18 CJG 施工の弊害（左：継ぎ施工、中：コラムインコラム、右：CJG 内への薬液注入）
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写真-8 CJG 不具合の要因：流木の状況    図-19 転石などによる CJG の未改良部分

図-20 CJG 壁崩壊のメカニズム
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表-1 各 CJG 部の評価
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図-21 陥没箇所対策工の平面図        図-22 陥没箇所対策工の断面図

図-23 半円の深礎工法掘削
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図-24 計測管理計画

図-25 歩道部の地下レーダー探査        図-26 地下レーダー探査の結果

図-27 陥没箇所と周辺建築物基礎杭の位置 図-28 ボアホールレーダー探査による杭沈下位置の把握
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図-29 陥没箇所周辺建築物基礎杭の補修

9）大規模な地下掘削工事での注意点

【事例 6-1⑩】 2005 年 2 月～2006 年 12 月、福井駅前地下駐車場

福井駅前地下駐車場工事で、掘削範囲に近接する歩道が陥没した【事例 6-1⑨】に関する検討委員会が

終了した後、再開工事の施工や周辺への影響に関する検討を継続した。地質：沖積層、平面図：図-3。１．

全体（図-1､2）２．土留め壁の安全性：1）【事例 6-1⑨】で決められた対策工法（BG 杭工法など）に基づ

いて土留め壁の安全性を再検討し、掘削時の土留め壁の水平変位や周辺地盤沈下を予測し計測管理を行

った（図-4～6）。2）弾塑性解析・2 次元弾性 FEM 解析で土留め壁（BG 杭考慮）の変形予測を行った（最

大水平変位：弾塑性解析-約 65mm、FEM-弾性係数＝1400×N 値として約 24mm）（図-7～9）。土留め壁の

水平変位は最大で 30mm 程度が観測された。BG 杭の水平変位は最大で 6mm 程度であり、予測と同程度

であった。３．盤ぶくれ・漏水対策：1）①盤ぶくれ対策ディープウェル揚水、②土留め壁からの漏水評価

を目的としてリアルタイムでの地下水位の計測管理を行った（図-10）。水位は被圧水地層ごと、自由地下

水（土留め壁内部と外部）で観測した（図-10､11）。2）盤ぶくれに対する地下水位管理基準（表-1､2、図

-12）、坑内自由地下水位の変動パターン（表-3）。3）飽和・不飽和浸透流解析（軸対称）により地下水位

を表現し、実際の観測水位と比較して土留め壁の不明確な透水係数を評価した（表-4、図-13～16）。土留

め壁の透水係数を 10-5cm/s とすると実測値と近くなる（図-15､16）。この結果に基づいて表-2 の ai、biを

推定し（表-5）、ai、bi を用いて自由地下水位と被圧地下水位の管理基準を決定した（表-6､7）。実際の観

測水位と管理レベルの判定例（図-17、表-8）。4）リアルタイム管理のディスプレイ画面（図-18）、地下

水位観測例（図-19）、盤ぶくれ安全率の推移（図-20）。４．周辺建物への影響：1）「２．土留め壁の安全性」

と同じように、2 次元弾性 FEM 解析で弾性係数=1400×N 値として建物の不同沈下量約 6mm、傾斜 1/24000

で、1/3000 より小さいことから問題ないと判定した（図-21､22）。2）夏季に沈下量と傾斜が増加した（図

-24～26）。①歩道部の層別沈下計測結果によると、2006 年 1 月以降の沈下は 15ｍ以浅で発生している
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（0.2mm）。②広域的な地下水位変動・自由地下水位変動により数 mm の広範囲の沈下が推定されたが、

不同沈下としては考慮しない（図-28､29）。掘削による周辺の自由地下水位の変動は小さいので不同沈下

には影響しないと判断した（図-29）。最終的な不同沈下量として、①BG 杭施工・掘削による土留め壁変

形・応力解放により 2.5mm、②切梁撤去による土留め壁変形・応力解放・躯体構築で 3mm、③掘削・切

梁撤去による地盤の変形性増加により 0.5mm で合計 6mm が予測された（図-30）。3）土留め壁の水平変

位を抑制するために切梁にプレロード工法を採用した。4）相対沈下量を考慮して 3 次元骨組みモデル解

析を行った結果、地中梁の応力は全て許容値以下であった（図-23）。5）建物健全性調査（クラックゲー

ジなど）、地中梁超音波探査（クラック）による異状は観測されなかった。５．躯体浮き上がり：1）躯体工

事完了までの施工中に、浮力による躯体の浮き上がりの恐れがあった。土留め壁内部と外部の地下水位

を観測することで対処した。2）躯体が細長い平面形状であり、部分的な楊水圧の差などの外力の部分的

な差の影響を検討する必要がある。６．土留め壁の深さ：地層厚さの場所的な変化により、土留め壁が不

透水層に着底していない可能性が指摘され追加調査が必要になった（図-31）。７．周辺地表部全体：地下

駐車場を囲む地表部分の多数の箇所で沈下などを計測したが、問題となるような現象は見られなかった

（図-32）。教訓：1）多方面の関係者による入念な施工管理により安全確実な施工が実施された。2）大規

模な地下掘削工事での注意点：①土留め壁の水平変位の予測手法、②被圧地下水位・自由地下水位の入

念な管理、③周辺構造物への影響評価、④周辺地盤沈下における広域地盤沈下の考慮、⑤躯体への浮力

の考慮、⑥鋼矢板底部の漏水によるボイリング、⑦土留め壁の不透水層への確実な着底。

図-1 掘削工事施工に伴う課題
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図-2 緊急時対策の流れ

図-3 全体平面図
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図-4 土留め壁の計測管理（図-3 A 断面）

図-5 土留め壁の計測管理（図-3 B 断面）
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図-6 土留め壁の計測管理（図-3 C 断面）

図-7 土留め壁計測管理のための FEM 分割図
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図-8 FEM 解析のための地盤物性定数

図-9 土留め壁水平変位の実測値、弾塑性計算、FEM（弾性係数 E を変化）の比較

図-10 地下水位管理の目的
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図-11 地下水位計測の平面図

  表-1 地下水位管理基準の表現



378

図-12 表-1 の水位の表現

表-2 盤ぶくれに対する管理基準値と対応策

表-3 坑内の自由地下水位の変動パターンと対応策
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表-4 飽和・不飽和浸透流解析のケース（土留め壁の透水係数を変化）

図-13 地盤の透水係数の設定
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図-14 揚水井水位低下量の影響（浸透流解析結果、土留め壁透水係数 10-6cm/s）

図-15 揚水井水位低下量の影響（浸透流解析結果、土留め壁透水係数 10-5cm/s）
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図-16 揚水井水位低下量の影響（浸透流解析結果、土留め壁透水係数 10-5cm/s）

表-5 観測井と揚水井水位低下量の比、ai、bi の設定

表-6 自由地下水位の変動ﾊﾟﾀｰﾝと対応策

表-7 被圧地下水位の変動ﾊﾟﾀｰﾝと対応策
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図-17 各部の地下水位変化の実測値の例

表-8 土留め壁の止水性判定の例
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図-18 地下水位管理のディスプレイ画面表示

図-19 各部の地下水位計測結果の例
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図-20 各部の盤ぶくれ安全率の例

図-21 FEM による変位予測（最終掘削時）

図-22 土留め壁の水平変位と地表面沈下量の予測（FEM）
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図-23 3 次元フレーム解析による変位量の評価

図-24 周辺建物沈下量の経時変化

図-25 周辺建物の傾斜角の経時変化
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図-26 周辺沈下量の測量位置

図-27 付近の地下水位と沈下量の公共観測結果の例（木田局、春山局）

図-28 地下水位低下量と地盤単位厚さ当り沈下量の関係の例（木田局、公共観測）
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図-29 周辺建物沈下量と周辺自由水位の関係
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図-30 沈下量と種々の計測結果との関係

図-31 土留め壁の深さと地層の関係
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図-32 周辺地表部の沈下計測結果の例

10）被圧した砂層への対処

【事例 6-1⑧】 2004 年 5～7 月、福井市大名町地下道

【事例 6-1⑧】参照。

【事例 6-1⑩】 2005 年 2 月～2006 年 12 月、福井駅前地下駐車場

【事例 6-1⑩】参照。

11）地中状況の入念な事前調査と土留め工法の選択

【事例 6-1⑨】 2004 年 6 月、福井駅前地下駐車場

【事例 6-1⑨】参照。

12）技術的に困難な工事では有識者を含む総合的な施工管理体制を設置

【事例 6-1⑨】 2004 年 6 月、福井駅前地下駐車場

【事例 6-1⑨】参照。

13）掘削で酸欠事故に注意

【事例 6-1⑪】 1993 年 1 月、勝山市旭町

直径 1m、深さ 11.6m の井戸掘削で酸欠によるとみられる死亡事故が発生した。地質：沖積層、平面図：

図-1、断面図：図-2。一般的な酸欠原因：①砂礫層中被酸化物の酸素吸収、②土壌中の有機物腐敗による
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酸素消費、③メタンガスその他。調査：1）表層・中間層・事故発生層・掘削底部からの採取試料（表面

10cm は除去）について、水分量、第一鉄・易還元性マンガン含有量、酸化還元電位、強熱減量、定性分

析、その他（表 1､2、図-3､4）。2）井戸内空気成分分析（表-3）。3）井戸内水の成分分析（表-3）。4）酸

素濃度の時間変化（水位 4.3m）。5）付近での既往ボーリング調査結果（図-8､9）。6）付近の地下水位分

布資料（図-7）。7）地質概要（図-5､6）。調査結果：1）事故発生層で第一鉄・易還元性マンガン含有量が

増加する。2）事故発生箇所付近で地層の局所的な変化は認められない。3）付近での地下工事の事例や、

メタンガスの噴出例はない。4）送気管、揚水ポンプは設置されていた。

図-1 現地状況               図-2 現地状況
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表-1 地層ごとの試験結果         表-2 井戸底の試験結果（図-1 参照）

表-3 酸素濃度の経時変化と井戸水の分析     図-3 井戸底部の土の元素分析（その 1）
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図-4 井戸底部の土の元素分析（その 2）     図-5 勝山市街地の模式地層断面図

図-6 勝山市街地の地形区分       図-7 勝山市街地の浅井戸の水位分布



393

図-8 勝山市街地の地層分布

図-9 勝山市街地の地層分布（やや離れた場所）
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７．沈下・陥没

7-1 基礎地盤の沈下

1）深い部分の地盤調査を省略した失敗例

【事例 7-1①】 1986 年、丸岡町 平章小学校

新設プールに大きな不同沈下が生じた。地質：図-3、平面図：図-1、断面図：図-2。沈下発生原因：1）

図-2､3 に示す軟弱な粘土層が多数存在した。2）FEM 弾性解析により応力分布・即時沈下量・長期沈下量

を計算し、計測した沈下量と一致することを確認した（図-4､5）。粘土層の弾性係数 E は一軸圧縮試験の

E50 から、砂層の E は N 値から推定した。3）標準圧密試験、2）の応力分布を用いて一次圧密・二次圧

密沈下量を推定した（図-5）。4）即時沈下量、一次圧密・二次圧密沈下量を合計して全沈下量の経時変化

を推定し計測値との比較を行って検証した。この結果から今後の沈下量を予測した（図-5）。5）不同沈下

の主な原因はプール基礎と体育館基礎（基礎杭）を剛結したため、この部分で沈下が生じにくくなった

ことである。6）支持力からみて破壊に対しては安全である。7）側方流動による体育館基礎杭への圧力

の影響を検討し問題なしとした。対策：今後の沈下を見込んだ対処をしたうえで、プール基礎と体育館

基礎を不連続とすることを提案した。教訓：プール新設に伴う地盤調査はグラウンド（盛土層）表面で

の平板載荷試験（直径 30cm の平板）のみであった。平章小学校は丸岡城の堀を埋め立てた地盤上にあり、

盛土層下部に軟弱粘性土層が存在した。平板載荷試験は盛土層の特性のみの評価であるが、この結果に

基づいてプール基礎地盤の強度・剛性に問題なしという判断を行っている。地層の深い部分の調査を省

略したことによる典型的な失敗例である。

図-1 平面図

計測点④

計測点③

計測点⑥

ボーリング

体育館

プール
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図-2 地層断面図

図-3 FEM 分割図

図-4 地表面沈下の計測値と計算値
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図-5 圧密沈下量の計測値と計算値

2）盛土荷重による軟弱地盤の圧密沈下終了後に住宅を造る

【事例 7-1②】 1987 年 11 月、福井市

住宅に最大で 13.7cm の不同沈下が生じた（写真-1）。地質：盛土、沖積層（粘性土、砂質土）、平面図：

図-1、断面図：図-3､5。不同沈下発生原因：1）軟弱粘性土層のうえに 1.4m の埋立て盛土を行い、盛土荷

重による圧密沈下が進行している段階（図-4）で、杭基礎と帯基礎を併用した住宅を建設した（図-6）。2）

杭基礎部分の沈下は小さく、つか基礎の部分の沈下は大きいので、図-7～9 の現象が見られる。3）帯基

礎は盛土中にあったため、盛土の沈下に引き込まれて沈下した。帯基礎の剛性も盛土の沈下に対処でき

るほど大きくはなかったため破損し、帯基礎部分の沈下が大きくなったことが不同沈下の主原因である

（図-10､11）。4）FEM 計算によると沖積層下部の岩盤層が傾斜していることは不同沈下の大きな要因で

はない（図-5）。対策：住宅を解体撤去し、杭工法のみで基礎をやりなおすことを提案した。教訓：軟弱

地盤に埋立て盛土を行った場合、圧密沈下の終了を待ってから住宅を建設するか、十分な杭基礎の利用、

地盤改良などを行う。
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図-1 平面図と不同沈下量

図-2 調査位置              図-3 地層区分と有効土かぶり圧
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図-4 圧密沈下量の予測

図-5 FEM による沈下量予測
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図-6 帯基礎の構造              図-7 不同沈下量の分布

図-8 不同沈下の発生原因            図-9 観察される沈下状況
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図-10 杭基礎上部のコンクリートはりの損傷   図-11 杭基礎上部のコンクリートはりの損傷

【事例 7-1③】 1998 年 11 月、鯖江市つつじヶ丘町

住宅に最大 61mm の不同沈下が生じた。住宅周辺で行った下水道工事におけるマンホール掘削（図-1）

の影響が問題とされた。地質：緑色岩・チャートの破砕帯、平面図：図-2､4、断面図：図-5､6。不同沈下

発生原因：1）住宅は沖積低地と洪積台地の境界上に位置していた。特に、造成前の住宅位置付近に池が

あったことが航空写真から判明した（図-3）。2）洪積層の沈下は無視し、スウェーデン式サウンディング

から推定した mv を用いて、盛土と住宅による沖積層の沈下量（不同沈下量）を推定し、計測値とほぼ一

致する結果を得た。3）FEM により計算した、下水道工事の掘削による住宅部分の沈下量は大きくても 2

～3mm であり不同沈下の主原因ではない（図-8）。4）住宅床下点検ではシロアリや湿気による基礎の異

状は認められなかった。教訓：1）宅地造成前の地形などの情報を宅地購入者に提供する。2）軟弱な沖

積低地上での盛土の締固めに注意する。3）盛土荷重による圧密沈下が落ち着いてから住宅を造る。
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図-1 住宅と下水道マンホールの位置        図-2 広域平面図

図-3 航空写真（赤線交点が位置）       図-4 調査平面図

図-5 スウェーデン式サウンディング結果（一部） 図-6 スウェーデン式サウンディング結果（一部）
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図-7 軟弱層厚の分布         図-8 FEM 計算結果（マンホール掘削による変形）

3）宅地造成前の地形などの情報を宅地購入者に提供

【事例 7-1③】 1998 年 11 月、鯖江市つつじヶ丘町

【事例 7-1③】図-3 で、造成前の住宅位置付近に池があったことが航空写真から判明した。宅地造成前

の地形などの情報を宅地購入者に提供する必要がある。

4）軟弱な沖積低地上での盛土の締固め不足

【事例 7-1③】 1998 年 11 月、鯖江市つつじヶ丘町

【事例 7-1③】で、軟弱な沖積低地上での盛土の締固め不足があった。

5）橋脚基礎付近の河床洗掘深さの点検・監視

【事例 7-1④】 2002 年 7 月、九頭龍川 中角橋

橋脚基礎の洗掘が把握されていた。台風による大雨洪水警報が発令され河川水位が上昇したため、橋

梁の通行止めを行ったが、解除の根拠が問題となった。断面図：図-1。調査：1）トランシット・レベル

を用いた、7/13 を初期値とする橋梁観測点の水平・鉛直移動量に変化がない。2）河床洗掘深さ測量結果

（H11・9/30、H14・2/19、H14・7/12）に差がない（図-1）。3）ダンプトラックを用いた走行試験で沈下

がない。4）1）～3）の結果から通行止めを解除した。対策：橋梁の老朽化により 1～2 年後に撤去予定

のため観測を継続することで対処することとした。教訓：橋脚基礎付近の河床洗掘深さの点検・監視。
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図-1 測量結果

6）盛土と EPS などの異種材料での盛土の不同沈下に注意

【事例 7-1⑤】 2007 年 10 月、国道 8 号 道の駅河野

道の駅駐車場の盛土部地表面に亀裂や沈下などの変状が発生した（写真-1～5）。地質：泥質混在岩・頁

岩・メランジェ（複雑に入り乱れた地質構造）、平面図：図-1、断面図：図-2。変状発生原因：1）変状が

地表部に限られている。2）空洞調査では 1 か所のみで小規模な空洞が発見された（図-3､4）。3）図-2 の

断面図に示すように、補強土壁部分と EPS 部分の沈下量の差（不同沈下）により地表面に亀裂が発生し、

降雨水の流入と浸食などにより沈下が助長されたと推定した。【事例 3-2①】に示すように、地すべり区

域内での盛土により発生したすべりの対策として、盛土の一部が EPS に置き換えられた（図-5）。4）補

強土壁下部には変状が見られなかったこと、図-5 に示す補強土壁下部の抑止杭の存在から、図-5 に示す

ような全体的なすべり破壊は生じていないと判断した。5）写真-5 の林道舗装部分のクラックは例外で、

補強土壁下部の抑止杭より下部のすべりを示しているが、この時点では認識されなかった。対策：1）地

表面の変状については舗装のやり直しなどの修繕を行う。2）補強土壁下部の林道舗装部分のクラックに

ついては、抜き板などによる簡便な計測監視を行う。教訓：1）盛土と EPS という部分的に異種材料で盛

土を行う場合の不同沈下に注意する。2）盛土の長期沈下による上部構造物への影響に留意する。
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図-1 変状発生個所の分布

図-2 変状発生個所の断面図

写真-1 歩道部クラック

写真-2 歩道部クラック

補強土壁

EPS
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写真-3 歩道部の変状

写真-4 外周部の変状

写真-5 外周部の変状

      図-3 空洞調査（レーダー探査）平面図
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      図-4 空洞調査（レーダー探査）の結果（１箇所の空洞）

図-5 全体の断面図

7）道路横断排水構造物の点検・管理、排水容量の確認

【事例 7-1⑥】 2005 年 8 月、国道 8 号 敦賀市杉津

道路側溝が陥没した。付随して横断水路の安定性とこれに伴う道路の陥没が問題となった（図-1､2、写

真-1～5）。地質：盛土、平面図：図-1､2、断面図：図-3。側溝陥没箇所：1）ラムサウンディングにより、

路肩部分に空洞はないが、ゆるみ領域があることが判明した（図-4）。2）降雨により沢部流量が増加して

横断水路呑み口部の水位が上昇し、道路盛土内地下水位が上昇した（図-1）。3）呑み口部の水位が低下す

るときに、路肩斜面の不安定化・細粒土砂の吸出しにより道路側溝が陥没したと推定した。横断水路：1）

横断水路上流部が石積みであり、石積み背後に空洞が認められた（図-5、写真-2～5）。2）横断水路の土

被り厚さが約 5m あるため、緊急対策は不要と判断したが、空洞が拡大する可能性が高いため、できるだ
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け早い対策実施を提案した（図-2）。対策（提案）：側溝陥没箇所：1）横断水路呑み口部を拡大して水位

が上昇しにくくする。2）路肩斜面に呑み口部滞留水が流入しにくい表面処理工を行う。3）沢部の状況

から、呑み口部への土石流の可能性は低いと判断した（写真-1）。横断水路：1）片側通行規制の間にラム

サウンディングを追加して道路下のゆるみ範囲を、さらに広範囲で確認する。2）横断水路の土被り厚さ

が十分あるため、横断水路内部から石積み背後の空洞にモルタル注入を行うことを基本とする（図-6）。

横断水路の流量計算からみて可能であれば、石積み水路内にパイプを設置し、その背後をモルタル注入

する方法も検討する（図-7）。教訓：1）古い道路横断構造物の点検・管理、排水容量の確認が必要である。

2）呑み口部での滞水に対する配慮が必要である。

図-1 横断水路の道路山側の呑み口部の状況  写真-1 呑み口部の沢上流部（土石流の可能性は低い）

図-2 全体的状況（右側：呑み口部の状況）
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図-3 横断水路の縦断図

ラムサウンディング：ミニラム打撃回数 Nm とロッド回転トルク Mr を測定。

砂質土：N 値=Nm/2、粘性土：N=Nm/2-0.016Mr

図-4 ラムサウンディング調査結果

図-5 横断水路背後の空洞深さ
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写真-2 横断水路呑み口部付近の石積み水路 写真-3 コンクリート円形水路と石積み水路の境界部

写真-4 石積み水路背後の吸い出し箇所跡     写真-5 石積み水路天端の石梁の亀裂

   
図-6 対策工（案 1）            図-7 対策工（案 2）

8）排水構造物の呑み口部での大量滞水に対する配慮

【事例 7-1⑥】 2005 年 8 月、国道 8 号 敦賀市杉津

【事例 7-1⑥】参照。

7-2 陥没

1）盛土内の巨石埋め込み防止と表流水浸透防止

【事例 7-2①】 2008 年 4 月、九頭竜川左岸 23.0km+3m 坂路（国道 8 号 福井大橋付近）

九頭竜川左岸堤防坂路（舗装部）で幅約 1.5m×1.5m・深さ 1m 以上の陥没が発生し、堤防への影響、原

因究明と復旧方法が問題となった（写真-1～4）。地質：盛土、平面図：図-1、断面図：図-2。陥没原因：

1）陥没箇所付近の掘削により、坂路盛土全体が大量の巨石（岩砕）と山土（やや粘性土）で建設されて

いたことが判明した（写真-5､6）。巨石の割合が多く、巨石の間に山土がある状態である。しかし、巨石
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と巨石の隙間は山土で十分に埋められた状態ではなく、かなり大きな空隙も多数存在している。盛土下

部は透水性の良い砂質土であった。2）坂路表面はアスファルトで舗装されているが、坂路排水路（U 字

溝）と坂路舗装の間に約 30cm 程度の、舗装されていない部分がある。坂の上部にも、舗装されていない

部分がある。3）陥没の経緯は次のように推定される。①2)の舗装されていない部分から、降雨表流水が

坂路盛土内に流入した。②坂路盛土内に流入した水が巨石と巨石の隙間を流れて山土を洗掘・流失させ、

隙間を次第に拡大した。③この現象が長期間に渡って継続したため、巨石が少しずつ沈下・移動して、

かなり大きな空隙が坂路盛土内に生じた。④この大きな空隙に対して、舗装部分が自重を支えられずに

陥没した。4）今回の陥没箇所でだけ陥没が生じた原因は、地形と舗装部分の関係で降雨表流水が最も流

入しやすい箇所であったと考えられる。5）坂路盛土内の洗掘・流失した土砂は、坂路盛土内の下部の巨

石と巨石の隙間に堆積したと推定される。6）堤防本体は良質な砂質土で建設されており、損傷の可能性

はない。対策（提案）：1）坂路排水路と坂路舗装の間、坂の上部の舗装されていない部分をアスファル

トで舗装し、降雨表流水が坂路盛土内に流入しにくくする（写真-7）。2）坂路排水路 U 字溝の継ぎ目部

分に隙間が生じていないか点検し、必要があれば補修する。3）坂路舗装面の亀裂から降雨表流水が流入

しないように補修する。4）今回の陥没調査のために掘削した部分の埋め戻しにより、坂路盛土が透水性

や沈下特性などから見て極端に不連続な構造にならないように、埋め戻し材料を工夫する。5）1 年に数

回程度の目視による点検管理を行う。教訓：堤防本体ではない坂路のために、巨石を用いた盛土がなさ

れていたようである。

写真-1 全景

写真-2 陥没穴
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写真-3 観察経緯                               写真-4 観察経緯

写真-5 掘削で出てきた岩砕   写真-6 掘削で出てきた岩砕

図-1 平面図
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図-2 断面図

図-3 堤体の地層横断図

図-4 堤体の地層縦断図
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図-5 掘削した模式断面図

写真-7 対策工（表流水の侵入防止）

2）大規模空洞の対策に関する法整備の必要性

【事例 7-2②】 2005 年 8 月、福井市 足羽山公園西墓地

幅約 27m×35m・深さ約 30m にわたり、福井市道を含む墓苑の一部が陥没し、墓 70 基以上が崩落した

（写真-1～5）。陥没箇所の復旧工法と西墓地全体の安全性確保が検討課題となった。地質：埋土、凝灰岩

（写真-5）、平面図：図-27、断面図：図-28。１．陥没箇所：1）地表面からの深さが 20m 以上になる深い

位置での空洞の位置把握について電気探査（図-6､7）・弾性波探査（図-8）は限界があった（図-9）。唯一

の確実な方法はボーリングであった。2）過去に作られた青年会議所坑道図（図-11）、舞鶴海軍工廠坑道

図（図-10）、福井大学坑道図は平板測量に基づく位置誤差が大きいものであり（図-13）、ボーリングして

も空洞に当らないことが少なくなかった（図-14）。3）ボーリング孔を利用してボアホールカメラ・レー

ザー測距により坑道の位置・規模を把握した（図-14､15）。4）空洞の安全性がほぼ認められた時期に、坑

道内部での平面測量（図-16）、割れ目観察（図-17､18）などを実施した（写真-6）。5）ボーリング孔を利

用した孔内水平載荷試験（図-19）、速度検層（図-20）により陥没箇所付近の地層状況を把握した。6）ボ

ーリングコアなどを用いて電子顕微鏡観察（写真-7）や X 線分析、一軸圧縮試験（図-21､22）、三軸圧縮

試験（図-23）、L 値試験（図-24）を行い、陥没箇所周辺の凝灰岩の風化により強度低下状況を把握した。

7）過去の航空写真などから、陥没箇所は地表採掘の埋め戻し場所であることを把握した（写真-7）。8）
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一軸圧縮試験などからの破壊の「限界ひずみ」0.2～0.3％（図-25）、強度定数ｃ・φ による「点安全率」

（図-26）で破壊の判定を行うこととした。9）陥没箇所の 3 断面（図-27）で 2 次元弾性 FEM 解析を行い

（図-28､29、表-3）、せん断ひずみ分布と限界ひずみ（図-30）、点安全率分布（図-31）を把握し、いずれ

も破壊が生じる結果を得た。10）陥没箇所の地層形状から、2 次元飽和不飽和浸透流解析で陥没前の降雨

により坑道上部で 1.5m 程度の地下水位上昇の可能性が示された（図-32a､b）。この場合の FEM 解析で、

坑道天端で 0.05％程度のせん断ひずみ増加が推定された（図-33､34）。11）6）～10）に基づき、陥没箇所

は地下水が集まりやすい地層形状で、風化や地下水荷重の繰り返しによる岩盤の強度低下が進んでおり、

陥没前の降雨を契機として陥没したと推定した。２．西墓地全体（途中）：1）西墓地全体の恒久対策を決

定する前に、お彼岸（秋分・春分）などでの墓地開放時の安全が課題となった。2）青年会議所坑道図部

分については、坑道内部から坑道の規模を正確に把握した（図-37～39）。3）2）の大規模な坑道について、

陥没箇所と同じ FEM 解析を行って安全性を確認した（図-40､41）。4）定点観測（沈下）を継続して異常

個所を把握した（図-35､36）。5）雪解け異常個所での空洞位置を推定して掘削調査を行った（写真-9）。３．

西墓地全体（最終）：1）聞き取り調査や資料に基づき、いくつかの坑口を把握したが内部調査は困難であ

った。2）1）以外の西墓地全体については重力探査（面的・測線状）を実施し、重力異常から大規模な

坑道の可能性のある位置 6 箇所を推定した（図-47）。3）2）の 6 箇所で、ロータリーパーカッションボー

リング（径 15cm）を行い、ボアホールカメラ・レーザー測距により坑道の位置・規模を把握した（図-48

～53）。4）調査結果をまとめて西墓地全体の管理計画を決定した（図-54､55）。対策：１．応急対策（表-1､

2、陥没孔の拡大の懸念）：1）伸縮計（図-1､2）・定点観測（図-3､4）による計測監視。2）立ち入り禁止

区域（図-5）。3）安全ロープを張り、軽量クレーンなどを用いて、崩落しそうな墓石を安全な場所に移動

した。２．陥没箇所：1）陥没箇所の空洞全体の充填を計画したが（表-4）、国などの補助が得られずに断

念し、下記の簡便対策とせざるをえなかった。2）ロータリーパーカッションボーリングによる注入孔

（φ15cm）にホースを通して通常の生コンクリートを投入して土砂流動防止の隔壁（円錐形）を造る（写

真-10）。その後、陥没口から土砂を投入して陥没部分を閉塞する（図-42～44）。3）閉塞した陥没箇所上

部は恒久的に立ち入り禁止とし、沈下したら盛土を追加する（図-45）。4）埋め戻し土砂の、西墓地内の

搬入路の安全性を入念に検討した（図-46）。３．西墓地全体：1）空洞の安定度評価①：浅所陥没の限界深

度（図-56､57）、安定度評価②：ゆるみ土圧と引張り強度（図-58～60）、安定度評価③：2 次元 FEM 解析

結果を空洞長軸長さ／空洞高さと埋土高さで整理した安定領域（図-61､62）、の 3 つの基準を総合的に評

価して、各坑道の安定性を評価する方法を用いた。2）調査結果３．3）の結果に、1）の方法を適用して、

不安定坑道 6 箇所を選択した（図-63）。3）不安定坑道 6 箇所について（陥没箇所と同じ方法で）、ロータ

リーパーカッションボーリングによる注入孔にホースを通して通常の生コンクリートを投入し、坑道天

端まで十分に到達した円錐形の構造を造る。注入孔の配置は、1）の方法で、注入後の空洞幅が安定とな

るように決定した（図-64）。坑道内に空隙は残るが、坑道天端を支える構造のため、坑道の長さ・幅を短

縮して崩落の危険性を減少させる効果を期待した（図-65､66）。4）3）は応急的な対策であり、今後の長

期的な監視が必要である。5）新規の定点観測（沈下）地点を追加して継続監視を行う（図-67､68）。教訓：

1）坑道が砕石跡であること、土地の権利関係が複雑なことなどから、復旧が国庫補助対象とならなかっ

た。防空壕跡などの空洞対策には補助制度があるが、一般的な空洞対策の法整備が期待される。2）深い

位置での空洞に対して、電気探査や弾性波探査は限界があり、ボーリングのみが有効であった。重力探

査は空洞の可能性を探るうえで有効である。3）本事例で用いた今回の陥没箇所の安定性評価方法は適切
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である。4）空洞が多数ある場合に本事例で用いた安定度評価方法は適切である。

写真-1 陥没状況            写真-2 陥没状況

写真-3 陥没状況           写真-4 上部から見た空洞

写真-5 地層状況
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表-1 応急対策の実施状況            表-2 応急対策の実施状況

図-1 伸縮計の配置             図-2 伸縮計の計測結果
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図-3 立ち入り禁止区域と定点観測地点（水準測量） 図-4 定点観測（沈下）計測結果（H17 年 8 月）

図-5 立ち入り禁止区域の設定         図-6 電気探査による空洞位置の推定

図-7 電気探査の結果
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図-8 弾性波探査（反射法）の結果   図-9 電気探査と弾性波探査から推定される空洞位置

（赤丸はボーリング）

図-10 舞鶴海軍工廠坑道図       図-11 青年会議所坑道図（昭和 52 年測量）

図-12 過去の陥没・沈下の経緯  図-13 舞鶴海軍工廠坑道図と青年会議所坑道図の重ね合わせ
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図-14 当初ボーリング配置とボアホールカメラ観測   図-15 ボアホールカメラとレーザー計測

による空洞壁面位置

図-16 空洞内測量結果と 3 次元図化

写真-6 空洞天端の状況        図-17 空洞内観測による割れ目と弱層の走向傾斜
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図-18 図-17 のシュミットネット図        図-19 孔内水平載荷試験の結果

図-20 速度検層の結果

図-21 岩石の室内試験結果
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図-22 変形係数と一軸圧縮強度の比例関係   図-23 三軸圧縮試験結果による強度低下

による劣化の評価（室内試験）         の評価（室内試験）

図-24 L 値による劣化の評価（L 値：反発度、  写真-7 電子顕微鏡観察結果

強度・変形係数と相関）            （左：新鮮、右：劣化、空隙大）

図-25 破壊判定に用いる「限界ひずみ」  図-26 破壊の判定に用いる「点安全率」
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写真-8 陥没付近地表部の埋め戻し状況（航空写真）

図-27 陥没箇所の解析断面の位置        図-28 陥没箇所の解析断面（A－A’）

図-29 陥没箇所の FEM 解析断面（A－A’）     表-3 FEM 解析で用いた物性定数
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図-30 FEM 解析結果（せん断ひずみの分布と   図-31 FEM 解析結果（点安全率の分布と

限界ひずみの判定）               破壊の判定）

図-32(a) 陥没前の降雨状況

図-32 浸透流解析で推定された、降雨による    図-33 地下水位が上昇したときの

陥没箇所付近の地下水位上昇            せん断ひずみの分布
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図-34 限界ひずみと点安全率による陥没箇所の安定性の判定  図-35 全景と定点観測地点の配置

図-36 定点観測（沈下）の結果

図-37 広範囲の空洞断面把握位置      図-38 広範囲の空洞断面（坑道縦断方向）
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図-39 広範囲の空洞断面       図-40 陥没箇所以外の大空洞の FEM 解析断面

図-41 陥没箇所以外の大空洞の FEM 解析結果   写真-9 雪解け異常個所での空洞位置推定

（せん断ひずみ分布、降雨による地下水位上昇を

考慮、限界ひずみからみて安定と判定）

表-4 充填工法の比較
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図-42 陥没箇所内部の状況         図-43 陥没箇所の埋め戻し計画平面図

図-44 陥没箇所の埋め戻し計画断面図      写真-10 コンクリート注入状況

図-45 陥没箇所の埋め戻し後の地表部処理  図-46 陥没箇所の埋め戻し土砂搬入路と空洞位置
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図-47 重力探査の結果

図-48 重力探査異常個所に対するボーリング結果  図-49 陥没箇所付近の空洞調査の位置

図-50 陥没箇所付近のボーリング結果（図-49 の位置） 図-51 空洞断面の位置（低重力区域①付近）
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図-52 重力探査異常個所に対するボーリング結果（図-51 C－C'断面）

図-53 重力探査異常個所に対するボーリング結果（図-50 その他断面）

図-54 管理平面図
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図-55 管理の考え方

図-56 空洞の安定度評価①（AB：空洞天端面、  図-57 空洞の安定度評価①（図-54 でσv=0

AO､BO：すべり面、上載荷重・自重と       となる Z を計算）

すべり面の抵抗力から鉛直応力 σv を計算）
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図-58 空洞の安定度評価②     図-59 空洞の安定度評価②（圧裂引張強度の推定方法）

図-60 空洞の安定度評価②   図-61 空洞の安定度評価③（空洞モデルと FEM による安定領域）

図-62 空洞の安定度評価③（空洞モデルと   図-63 安定度評価①～③による安定性の評価結果

FEM による安定領域）
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図-64 安定度評価③と、コンクリート注入後の空洞幅    図-65 コンクリート注入

     図-66 コンクリート注入        図-67  定点観測 25 点（月 1 回）と監視カメラ

図-68 低重力区域①での定点観測位置
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3）深い位置での空洞に対する電気探査や弾性波探査は限界、ボーリングは確実、重力探査は空洞の

可能性を探るうえで有効

【事例 7-2②】 2005 年 8 月、福井市 足羽山公園西墓地

【事例 7-2②】参照。

4）空洞の簡便な安定度評価方法

【事例 7-2②】 2005 年 8 月、福井市 足羽山公園西墓地

【事例 7-2②】参照。


